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神戸大学経済経営研究所の海運経済専門委員会が，昭和57年4月共同研究活

動を開始した時の共通テーマは「国際海運における国家政策と企業行動との相

剋」というものであった。それに先行する2年間の同専門委員会の共通テーマ

は「海運における危機」という非常に悲壮なものであったが，さすがに「危機」

について全員が納得できる見解は得られないまま，これという成果も見ないう

ちに時を過ごしてしまった。

それに比較すると今回の「相剋」はある意味では非常に挑発的なものであり

ながら，またある意味ではむしろすぐれて冷酷なテーマであって，興味深い議

論がうち出せるという期待がもたれた。日本交通学会がその年の特集に「総合

交通政策再論」というテーマを選び，それに「政策と介入のあり方」という副

題をつけたことからも容易に想像できるように，国内政策はもちろん国際性を

標傍する海運においても「規制か競争か」とか「保護か自由か」といった問い

かけがエクスプリシッ卜になされる時代を迎えていたからである。

国際海運の分野では国家の政策は自国海運業の保護育成策としてしばしば採

用されながら，それに伴なうどのような規制もすべて自国海運業の域を出ない

ために，いまひとつその効果は十分といえないままで終っていた。本来自由な

活動を選好する海運企業にとっては国家の規制がむしろ障碍になることも珍ら

しくなく，場合によっては国籍からの離脱という事態さえ生じかねない。だか

ら海運にとってはこの種の問題は今に始まったものでは決してないのである。

われわれの最も身近なところに例をとると，今年でちょうど20年を迎えるこ

とになる日本海運業の集約がある。日本海運業相互の過当競争を回避させる目

的で実施された集約ではあったが，中核会社のみの集約では効果は少いとして，

中小運航業者や貸船主力会社までいずれかの傘下に入ることを強制した。ため

に確かに日本船相互間の競争は回避されたけれども，それだけとくに伝統的な
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神戸船主たちの自発的な活力は全く殺がれてしまったといえる。

海運経済専門委員会発足当時の主査である佐々木誠治名誉教授は，本叢書の

問題提起として執筆した巻頭論文「戦後神戸船主の盛衰」の中で，このような

問題を投げかけている。もし昭和39年の海運集約があのような形で神戸船主を

も巻き込むほどのものでなかったならば，などといったタイプの議論には実り

はないとはいえ，企業の自由な行動力を圧殺するような政策が真面目な批判の

対象になるのは当然である。

このような状況下においてさえ自由に行動しえた非集約船主のその後を見る

までもなく，海運における自由というのはしばしば国籍をさえ超越するもので

ある。したがってもし国家が自国海運業の国際競争力の改善に消極的であった

り，企業の自由な活動を制限するような施策を堅持したりしていると，早晩自

国海運は消滅してしまうことにもなりかねない。もちろんそうすることが国家

の側にも十分な理由があってのことかも知れないが，もしそうなら国民経済的

に見て自国海運の存在が利益になっているのかどうかを計測するための客観的

な方法が必要となる。「国民経済と外航海運活動」はこのような問題意識に応

えようとするものである。

産業連関表を用いて自国海運の存在意義を評価しようとする場合，いくつか

の問題が未解決のまま残されている。そこで指摘されているように輸入がCIF

で表わされているため，海運業の活動が国外セクターに追い出されており，自国

海運の真の存在意義を計測できなくなっているということのほか，運輸サーヴ

イスのようにどの産業の生産物にも深く係わっている財の貢献を陽表的に算出

するような工夫もまた必要とされる。この後者の問題は「産業連関表における

運輸コストの『巨視的』投入係数」によって取扱われている。

国家政策と企業行動との間の相剋ないし矛盾という問題意識をもって世界海

運を展望した場合，まず最初に想起されるのはアメリカであり，ソ連であろう。

前者は海運政策という点では最も豊富な事例で知られているし，後者は政策な
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どというよりも国家そのものの活動と見ることもできるからである。そして他

方で国家規制という点では最も稀薄な香港，ノルウェー，ギリシアの海運につ

いての観察も忘れてはならないであろう。

「アメリカ海運業発展期における海運政策」では，アメリカの海運政策の失

敗例が示される。19世紀後半蒸気船の導入が急速に進められている当時の海運

業は，運賃収入のみでは運航費をまかなうこともできず，政府の補助を最も必

要としていた。にもかかわらずアメリカ政府は自由競争を本旨とする経済政策

の延長線上に海運政策を位置づけたために，南北戦争から第一次大戦にいたる

期間のアメリカ海運業の停滞を招くに至ったことが指摘されている。

「米国海運と" EUSC " Shipping」では国家が自国海運を安全保障上の有

力な資源として自己の支配下につねに有効にとどめておこうとする例が示され

ている。第2次大戦後アメリカの船主は所有船の多くを便宜置籍国に登録した

が，政府はこのうちの相当数について，これを有事に役立たせるよう船主と契

約を結んでいるという。この種の船のことをEffective U. S. Control Ship-

pingというが，ここに国家の範晴をこえてあくまで自由な経済活動を目指す

海運企業と，安全保障を最高の使命とする国家との間の相剋ないし妥協の姿を

認めることができる。

「世界海運市場におけるソ連海運の躍進」では，国家政策と企業行動とが一

体化しているソ連海運の例を挙げ，それが何によってまたいかにして世界の定

期航路に進出し躍動するに至ったかをあとづけている。ソ連の海運政策は安定

した海上輸送力の確保と，国際収支への貢献とを根幹としているが，その後の

ソ連海運の世界海運市場への躍進は国際収支の改善と一般貨物船隊の船腹過剰

の解消との一石二鳥をねらったものであったといえる。これとともに自国の海

運活動の自由を保障するためにコメコン諸国や発展途_卜国への支援を通じて陣

営固めを推進し，西側諸国の非難をよそめに低運賃を武器に定期航路で跳梁す

る戦術をとりつづけている。その意味でそこには資本主義諸国海運の行動とは
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対照的な特徴が認められるのである。

海運企業の活動に国家がほとんど関与しない国もある。そうした例を扱った

のが「香港，ノルウェー，ギリシャ海運の経営戦略と海運政策」である。これ

らの国は自由主義を根本理念としており，国家による規制からは比較的自由で

ある。このような海運業に対して国家政策の意義を問うことは無意味かも知れ

ないが，経営戦略といった観点からみると，国家そのものが，あるいはその政

策が，これら海運の発展に大きく寄与していること力:理解できる。つまり経営

戦略は国家の歴史的状況あるいは国民経済に規定された海運政策の枠内で策定

され，したがってここに戦略上の特徴を形成するとともに，海運の発展を左右

しているといえるからである。このような観点から本論文では国家の役割が少

なく，自由に企業活動が展開される条件下では，どの程度まで経営戦略が同質

化しうるのかを分析している。

以上のようなアプローチに並んで，国家という範晴を超えた多国籍企業にた

いして，これもまた国家という概念からほど遠い労働組合が労働協約の締結に

成功しているという例がある。ITF加盟の海運組合は先進国から途上国まで

その組合員の賃金，労働条件には大きい隔差があり，加盟組合間でも便宜置籍

船の組織化については大きな利害の対立があると考えられる。「ITFによる

便宜置籍船乗組員の組織化」ではこのような状況にもかかわらず，どのような

理由でそれが成功したのか力:分析される。加盟組合以外に国際労働の事務局が

直接組織活動に従事している理由についてもこれと同時に追及される。

テーマの関係で最後になったが「金融制度に対する政府介入について」では

オーストラリアにおける金融関係の政府介入の実態と特徴およびその問題点が

明らかにされる。そこでの政府規制体系の基本的特徴は規制主体，規制方法お

よびその適用の多様性と，銀行と非銀行金融機関との間の規制の非対称性であ

る。政府による介入は金融制度の安定性の維持のために必要であるが，オース

トラリアをとりまく経済金融環境から見て，民間金融機関の活動に対する諸種
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の制限は長期的には金融制度の安定性を損うものになるであろうことが指摘さ

れる。

以上に見るように「国家政策と企業行動」というテーマは非常に多彩な観点

を提供する。しかし少なくともここに盛られたものを概観すると，文脈的に規

制より自由といった指向のものが多いように読みとれる。これはこれらがもの

された時代に負うものであるのか，あるいは「国際海運における」という限定

詞に負うものであるかも知れない。しかしいずれにせよこうした議論は常に冷

静かつ客観的でなければならないことはいうまでもない。大方の批判に耐えて

われわれの議論をより高遭なものに昇華させるためにこれを公刊することにし

た。

この海運経済専門委員会が発足した当時の主査であった佐々木誠治先生は，

ちょうど1年後停年を迎えられめでたく退官されることになった。神戸大学経

済経営研究所在職中はその海事経済部門を主宰され，各時代の現実的な課題を

掲げた海運経済専門委員会を組織し後進を指導された。今回の海運経済専門委

員会は先生が直接手がけられた最後のものとなるので，本叢書を先生の記念号

として公刊することにした。先生のご健康を委員一同心からお祝い申しあげる

次第である。

1984 年 8 月

海運経済専門委員会主査

下 條 哲 司
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戦後神戸船主の盛衰

佐々木 誠 治

I は じ め に

わが国第一の貿易港という地位・名声を絶えず相争う間柄にある神戸港と横

浜港のなかで，後者横浜には海運企業・船主が育たず，対して，前者神戸には

明治・大正以来多数の船主・汽船会社が本社々屋を構えきたっているという相

違・比較とともに，神戸を本拠とする海運企業が自ずと地域グループ的勢力を

形成して，わが国海運業界，差し当って日本船主協会という海運業者の団体組

織の内部に明白な地歩と比重を有しつづけている事実は，海運・港湾関係の業

者と識者の間には広く知られていることがらであろう。しかも，筆者自身，こ
（1）

うした神戸船主の発生と発展の事情についてはこれまで幾度か論述してきた。

第二次大戦前までの，いわゆる近代海運業の発展期において神戸港ならびに

神戸船主たちが寄與した歴史的功績はもとより，同戦争後の海運再建過程の中

で神戸船主たちが担当した役割とその功績は改めて指摘するまでもなく明白で

ある。だが，いわゆる海運集約化という政策の強行によって，神戸船主は甚だ

大きな試練と変化を経験することとなり，つれて，彼等の船主協会内或いはわ

が国海運業界内における立場・比重・発言力も著しく変動した。こうした戦後

から最近にかけての神戸船主たちの浮沈動静は，今村理氏が雑誌『海運』に連
（2）

載された「オーナーの興亡とその原因」という論文の中でも興味深く内部観察

（1）拙論「神戸船主考」（『国民経済雑誌」第121巻第1号所載)，「続神戸船主考」

（『経済経営研究年報』21号(1)所載）など。

（2）今村，理「オーナーの興亡とその原因」（『海運」第670号，671号，673号，
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されている。

数千年以上にわたる海運発達史のなかでは，特定の一国家・一民族の海運活

動も，或いは特定の都市・港・グループの海運事業も，いわば瞬きの間の興亡・

盛衰の類いにすぎぬ場合が多い。明治以降のわが国近代海運業やその一環に外

ならぬ神戸の海運活動ないし神戸船主の動向亦しかりであろう。反面，いま，

仮りに苦境に陥っているやにいわれる神戸船主の状態も，程なく回復し，好転

して，より永い繁栄興隆を迎えるかもしれない。その限り，戦後2～30年間の

短い時期における神戸船主の盛衰・興亡をこと改めて論考することが歴史研究

として適切なりや否や疑問なしともしない。けれども，上記今村論文によって

も啓蒙され，かつて試みた神戸船主の発生・発展考察の続きを一応まとめるた

めに本小稿を起筆した。

Ⅱ 戦後における一応の復興・繁栄

一昭和35年の神戸船主

昭和35年当時のわが国海運業は，敗戦後の苦難な再建過程をいわゆる計画造

船方式による船腹の新造拡大と外国定期航路網の整備進出とによってどうにか

切りぬけ，新たな発展に意慾をみなぎらせはじめた頃であった。もち論，それ

には，朝鮮動乱（昭和25～28年）およびスエズ動乱（昭和31年7月勃発）と

1959年からの世界経済の好況等の外部要因の影響．効果がきわめて大きく，わ

が国海運業それ自体の内部には，自己資本の極端な過少性一別な表現をすれ

ば，国家資本ないし金融資本への隷属一が当然的に惹起する経営基盤の脆弱

・国際競争力の貧困力3むしろより明白となり，放置が許されなくなりつつあっ

た。そのとどのつまりが，数年後に強行された、海運集約化職であったわけだ

が，その直前期というべき昭和35年ころにあって，神戸は，なお，海運業の基

地たる面影を或る程度まで残存せしめており，相当数の船主・海運企業が活躍

674号所載)。
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をつづけていた。少なくとも，活躍すべく神戸を本拠に努力を重ねようとして

いた。

当時の日本海運業界に流行した、オーナー・オペレーター心という対置語型

の海運用語にしたがえば，オーナーすなわち船舶を所有するだけでその運航を

行なわないもの＝純船主が神戸船主の特色であり，主流，主な在り方ではあっ

たが，とはいえ，こうしたオーナーから用船（借船）した船舶を自己所有中の

船舶一自社船一とともに運航(oFrate)する企業，すなわちオペレーター

としても，川崎汽船・大同海運・新日本汽船の3社は神戸にその本社をどっか

と構えていた。その結果，いわゆるオーナー・純船主的な中小海運企業多数と，

少数ではあれ有力な神戸系のオペレーター数社とが，昭和30年代を通じて神戸

で活動をつづけていたのであって，いわゆる神戸船主の勢力というものは，ま

だ決して小さくはなかった。けだし，35年3月末現在において船主協会に加入

する199社の1,130隻・5,551,187總トン・8,222,287重量トンの保有船腹量

のうち，神戸船主は53社。284隻・1,383,369總トン・2, 054, 100重量トンの

丁度4分の1の勢力・比重を占めていた。その詳細な内容は以下のとおりであ
（3）

る。（当時西の宮に本社を置いた八馬汽船と大阪に本社を構えた広海汽船の両

社はのち神戸に本社を移したが故に，尼崎に本拠をもつ三晃海運とともに，神

戸船主の範ちゅうに含めた｡）

旭 汽 船 3隻 10，236總トン 15，356重量トン

大 同 海 運 20〃 175，362 〃 251，857 〃

第 一 汽 船 13〃 48，180 〃 77，181 〃

大 王 汽 船 3〃 3，225 〃 5，202 〃

江 口 汽 船 1〃 1，239 〃 1，940 〃

福 洋 汽 船 3〃 13，852 〃 22，195 〃

扶 桑 海 運 7〃 10，852 〃 16，553 〃

（3）「船協海運年報」1959-1960の巻末に示す「日本船主協会所属会社登録船腹一覧

表（昭和35年3月末現在)」の「阪神地区」グループの中より選抜す。
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64，148總トン

23，494 〃

6，062 〃

21,383 "

55，595 〃

682 〃

207,387 "

3，317 〃

1，610 〃

4，505 〃

2,830 "

3，473 〃

15，566 〃

20,752 "

43,802 "

18，196 〃

29，805 〃

88，701 〃

50，689 〃

13，647 〃

6，779 〃

43，992 〃

17，508 〃

18，832 〃

15，339 〃

3，643 〃

5，638 〃

97,636重量トン

隻
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
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１

八 馬 汽 船

浜 根 汽 船

橋 本 汽 船

広 海 汽 船

乾 汽 船

川 崎 重 工

川 崎 汽 船

近 海 商 船

金 華 汽 船

神 戸 汽 船

神 戸 桟 橋

神 戸 船 舶

甲 南 汽 船

日 下 部 汽 船
（4）

共栄タンカー

協 成 汽 船

松 岡 汽 船

明 治 海 運

宮 地 汽 船

武 庫 汽 船

内 外 汽 船

中 村 汽 船

日 本 汽 船

日 豊 海 運

隆 昌 海 運

三 晃 海 連

山 友 汽 船

35，698

8，732

32，205

86，362

″
″

″
〃

〃
″

″
〃

″
″

〃
″

″
″

″
″

″
〃

″
″

″
〃

″
〃

〃

280，946

4，771

2，556

6，899

4，376

5，361

23，841

34，484

68，225

29，249

46，475

132, 602

78，460

21，698

10, 794

68，811

27，727

28，911

22，788

5，916

8，652

（4）のち東京に本社を移し，神戸船主でなくなった。
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佐 藤 国 汽 船 7隻 11，732總トン 19，123重量トン

沢 山 汽 船 8 " 41,526 " 60,050 "

嶋 谷 汽 船 5" 12,406 " 19,330 "

神 港 商 船 5〃 422 〃 622 〃

新日本近海海運 2" 6,899 " 9,088 "

新日 本 汽 船 17〃 118，699 〃 165，395 〃

菅 谷 汽 船 3〃 15，649 〃 23，882 〃

大 図 汽 船 1" 1,211 " 1,804、〃

泰 通 海 運 4〃 3．299 〃 5，380 〃

太 洋 海 運 9〃 49，323 〃 74．649 〃

玉 井 商 船 6 " 34,493 " 52,850 "

東 大 汽 船 2" 1,812 " 3,019 "

東 海 海 運 3" 3,080 " 5,103 "

徳 島 汽 船 1 " 2,869 " 4,500 "

図 南 汽 船 1〃 499 〃 791 〃

東 和 汽 船 4〃 9，936 〃 15，647 〃

東 和 船 舶 1〃 6,940 " . 9,083 "

上 地 汽 船 1〃 3，319 〃 5，315 〃

山下近海汽船 5〃 8，934 〃 14，010 〃

合 計 284隻 1，383，369總トン 2,054, 100重量トン

神戸船主グループ全体として284隻205万壼昌トンという数量がわが国船腹

の4分の1にあたるということだけでなく，個々の企業力を代弁する指標とし

ての船舶保有量の面でも，川崎汽船の23隻・28万雷量トンを筆頭にして，大同

海運が20隻･25万重量トン，新日本汽船が17隻・16万5千重量トンであって，

当然により多くの運航船腹量をもつ代表的有力オペレーターであったことがま

ず明白に指摘され得る。又，当時において相当な保有船腹と評価できる筈の5

万重量トンをこえる自社船をもつ船主＝名の通る代表的オーナーとしても，明

治海運はじめ，第一汽船・八馬汽船・乾汽船・共栄タンカー・宮地汽船・中村
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汽船・沢山汽船・太洋海運・玉井商船の10社がかぞえられ，松岡汽船・浜根汽

船・日下部汽船・広海汽船等の有名な個人企業系の船主たちも3万重量トン以

上の船舶を所有しており，それらほとんどすべてが,、 いわゆる旧来の神戸船主

グループに属して神戸港都の賑いの一部を担当していた。いうならば，神戸船

主はなお健在なりというべき段階であり，見ようによっては，往年すなわち大

正期・昭和初期の神戸海運界の黄金時代が再来したか，再来するであろうとい

う期待がもてた時期であった。神戸船主の戦後最もよき時代であり，一応期待

どおりの再興復活ぶりといえよう。しかし，この情況はすぐに一変する。

Ⅲ 海運集約化と神戸船主

Ⅲ－1 集約化に加わった神戸船主

日本海運業全体としての再建復興機運の中で，神戸船主たちも，一応，量的

・比重的に戦前の黄金期に近い回復ぶりを達成し，それなりの繁栄とグループ

としての勢威を誇示するようになったものの，それは，ごく短命・一時的なも

のでしかなかった。昭和30年代に再現されかけたかに想えた神戸船主の賑い。

明るさは，その30年代の終了をさえ待たずに情況一変してしまうのである。昭

和39年度から強行・推進されることとなった周知のわが国海運の集約化方策が

彼等神戸船主たちの束の間的繁栄を，あっという間に，かつ，有無をいわさず

に奪い去ろうとしたからである。

もち論，集約化というただひとつの政治・政策的方途だけによって神戸船主

最近の凋落現象がひき起されたということは適切であるまい。より深い。歴史

経過的な敗戦・戦争破滅の影響や，再建にあたっての定期船ならびにオペレー

ター優先主義等が，オーナー主力の神戸船主たちの繁栄を許さなかったのであ

って，集約化は偶々のきっかけでしかなかったのかもしれない。とはいえ，集

約化に伴なって，神戸船主界に動揺と混乱の大渦が生じ，多くの船主・企業の

運命が制せられたことは確実である。この意味から，海運集約化が，敢えて吊
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鐘とまでいうべきものではないとしても，戦後における神戸船主たちの一応の

復興に対して，そのゲーム終了を告げるゴング，もしくは重大危険の警戒信号

の役をになったということは許されるであろう。

そこで，海運集約化に伴なう神戸船主の浮沈の動静をうかがう前に，まず，

この集約化に参加した神戸の海運企業・船主の実情を一通り簡単にながめてお

こう。

当時のわが国海運業界において，いわゆる有力オペレーターとして活躍しつ

つあった企業2社が合併してひとつの中核企業体（中核体）を形成し，それを

中心として数社の系列会社と，数社もしくはより多数の専属会社が集って各々

ひとつのグループ（全体的には6つのグループ°）を作るという形で，わが国海

運業一外航関係の主要部分一を再編成するというのが具体的内容である海

運集約化に参加したのは，次のこ．とく全国。全部で94社である。一部の有力企

業を含めてこの集約化に加わらなかったもののあることも忘れてなるまい。

6中核体別の会社数と船舶数

① 日本郵船グループ
（5）

合併会社…2社 77．77隻 1,052,084重量トン

系列会社…7社 51．7 " 1,012,000 "

専属会社… 6社 23．6 〃 223，612 〃

計 15社 153．07〃 2，287，696 〃

② 山下新日本汽船グループ

合併会社･･･2社 44．7隻 570，031重量トン

系列会社･･‘4社 22．5〃 415,865 〃

専属会社･･･9社 16．8〃 136，528 〃

計 …15社 84.0 " 1,122,424 "

（5）共有船があるため，隻数に端数が示される。規定の持分区別から関係各社に割当
てられるわけ。



海運における国家政策と企業行動8

③ 昭和海運グループ

合併会社 2社 31．3隻 609，727重量トン

系列会社 3社 17．3〃 355.787 〃

専属会社 4社 6.0" 57,049 "

計 9社 54．6〃 1，022，563 〃

④ ジャパン・ライングループ

合併会社 2社 52．3隻 967，408重量トン

系列会社 1社 6.0 " 43,167 "

専属会社 2社 7．3〃 58，453 〃

計 5社 65.6 " 1,069,028 "

⑤ 川崎汽船グループ。

合併会社 2社 54．5隻 933, 130重量トン

系列会社 7社 22.0 " 390,266 "

専属会社 8社 27.0 " 220,452 "

計 17社 103．5〃 1，543，848 〃

⑥ 大阪商船三井船舶グループ

合併会社 2社 83．2隻 1,237,230重量トン

系列会社 5社 30．0 " 307,572 "

専属会社 26社 83．8〃 773,533 〃

計 33社 197．0〃 2,318,335 〃

6グループ°合計して94社，その所有船舶約660隻936万重量トンに達するわ

けだが，94社のうち神戸船主は以下の各社である。

① 日本郵船グループ 2社

専属会社の 八馬汽船・八千代汽船

② 山下新日本汽船グループ 7社

合併・中核体の 新日本汽船

系列会社の 玉井商船・中村汽船

専属会社の 山下近海汽船・山友汽船・樽本汽船・甲南汽船
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③ 昭和海運グループ なし

④ ジャパン・ライングループ 2社

合併・中核体の 大同海運

専属会社の 広海汽船

⑤ 川崎汽船グループ 11社

合併・中核体の 川崎汽船

系列会社の 日本汽船・扶桑海運・神戸汽船・神戸桟橋

専属会社の 原商船・太洋海運・神港商船・日豊海運・宮地汽船・白洋汽船

⑥ 大阪商船三井船舶グループ 12社

系列会社の 沢山汽船・第一中央汽船

専属会社の 日下部汽船・近海商船・阿波国共同汽船・明治海運・乾汽船・松岡

汽船・嶋谷汽船・菅谷汽船・隆昌海運・第一船舶

つまり，合計して34社の神戸船主が集約体制に加わったのであって，全体で

94社の三分の一強に相当する。もって，集約化にかかわった神戸船主の数と比

重が如何に大であったかがわかるとともに，その故に，この集約化によって神

戸船主たちが全体として，又個々的に受けることとなる影響・打撃の強さの程

も容易に想定されうるところでもある。

集約体制のかなめの役をになう中核体・合併会社となった神戸関係の3オペ

レーター，川崎汽船・大同海運・新日本汽船のうち，集約化の名の下に名称が

消え，会社の歴史をとじることとなったのは大同海運である。川崎汽船は，そ

の名称と過去の歴史をそのまま継続できたわけだが，新日本汽船は合併相手で

あった山下汽船とともに山下新日本汽船という名称に変り，かつ，新日本汽船

の本社神戸が消えて新会社の本拠は東京となるにいたった。系列会社或いは専

属会社として集約化に参加したもののなかにおいて，その後の経緯，ひっきょ

う，希望と現実との隔離のために自己の繁栄はおろか存続をさえ否定される悲

運を味うものが敢えて少数にとどまらなかったこと周知のことがらであろう。

とはいえ，海運集約化に伴なう神戸船主の凋落もしくは浮沈の詳細を述べる
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のがここでの目的ではない。集約化が結果として導き出した神戸船主の量的な

変化・比重の転変がわかれば充分なのであって，それは次項の昭和45年3月に

おける船主協会所属神戸船主の顔ぶれの移りかわりを通じて明白に理解されう

るところである。

Ⅲ－2 集約後昭和45年の神戸船主

神戸の船主界はもち論わが国海運業界全体が大騒ぎした海運集約化の嵐が一

応おさまった昭和45年一既説昭和35年から10年後一の日本船主協会加盟神

戸船主の顔振れをみるとき，この異常な海運政策のもたらした影響の大きさが

判然とする。なる程，45年春の船協加盟神戸船主の總数は，奇妙にも殆んど変

らず（実際上1社増)，その所有船腹量にいたっては，昭和35のそれを倍以上

も上廻っている。すなわち

会社数 所有船 總トン数 重量トン数

昭和35年 53社 284隻 1, 383, 369トン 2,054, 100トン

昭和45年 54社 344隻 2，961，792トン 4，606，963トン

けれども，45年春の加盟神戸船主54社の内容をよく分析するならば，旧来の
（6）

もの即ち昭和35年当時に存在（協会加盟）したもの30社としからざる新来者

（新加盟会社）24社に分かれるのである。戦後の再建期にあって神戸船主とし

て生きのびたもの，生きのびるべくともに懸命に努力を重ねてきたものが，い

まや半分近くに減ってしまったという事実一まさに集約化の象徴と称すべき

厳しい歴史的現実一をまず第一に，しっかりと記憶しなければならない。

ついでは，第二に，この間に神戸船主としてわが国海運業界に新登場してき

た－少なくも船主協会メンバーとなった－ものが24社もあるという事実一

一海運史上繰りかえされてきた，しかし一般常識では不可思議的に思われるべ

き新旧の交替劇一も亦見落してはならない点である。本叢書論文として長大

な表形式は不適・困難と考えられるので，以下①旧来の神戸船主で存続しなく

（6）八馬汽船と広海汽船をふくむ。東和船舶はこの年度船舶を所有していない。
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なったもの＠引続き存在・加盟中の神戸船主⑤新参の神戸船主の3グループに
（7）

分けて実情を記述することとする。

④旧来の神戸船主で存続しなくなったもの……23社

大同 海 運 第 一 汽 船 福 洋 汽 船 浜 根 汽 船 近 海 商 船
（8）

金 華 汽 船 甲 南 汽 船 共栄タンカー 武 庫 汽 船 内 外 汽 船

中村 汽 船 隆 昌 海 運 神 港 商 船 新日本近海海運 新日本汽船
（9）

菅 谷 汽 船 大 図 汽 船 泰 通 海 運 東 大 汽 船 東 海 海 運

図 南 汽 船 上 地汽 船 山下近海汽船

うち，集約化に加わって，結果として消滅（発展的解消）したものは，大同

海運と新日本汽船の有力著名のオペレーター2社と第一汽船・近海商船・甲南

汽船・中村汽船・隆昌海運・神港商船・菅谷汽船の周知の神戸オーナー7社，

ならびに近海・内航方面に活躍した山下近海汽船の合計10社である。これに，

集約化を想定しつつ事前（昭和36年）に合併→新会社設立にすすんだとみられ

る浜根汽船と武庫汽船一八千代汽船を新設一両社も加えると集約参加で存

続しなくなった神戸船主は結局12社をかぞえられよう。存続しなくなった旧来

（昭和35年当時存在）の神戸船主23社總数の過半数，少なくともその半分に相

当するわけである。

⑨ 引続き存在・加盟中の神戸船主･･･…30社

旭 汽 船 3隻 4,801總トン 6, 935重量トン

大 王 汽 船 1" 1,933 " 3,107 "

江 口 汽 船 4〃 9，754 〃 16‘555 〃

扶 桑 海 運 8〃 21，474 〃 34，716 〃

八 馬 汽 船 6〃 55，334 〃 85，575 〃

橋 本 汽 船 1〃 2，711 〃 4，348 〃

（7）「船協海運年報1970』の巻末に示される船主協会会員名簿の中より選抜す。

（8）既述のとおり，共栄タンカーは本社を東京に移し，京浜地区船主会会員となった。

（9）泰通海運はこの頃なお船協加盟メンバーとして名を残しているが，この時点で所

有船舶はなくなっており，その後復活をみないので消滅組に入れた。
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広 海 汽 船

乾 汽 船

川 崎 重 工

川 崎 汽 船

神 戸 汽 船

神 戸 桟 橋

神 戸 船 舶

日 下 部 汽 船

協 成 汽 船

松 岡 汽 船

明 治 海 運

宮 地 汽 船

日 本 汽 船

日 豊 海 運

三 晃 海 運

三 友 汽 船

佐 藤 国 汽 船

沢 山 汽 船

嶋 谷 汽 船

太 洋 海 運

玉 井 商 船

徳 島 汽 船

東 和 汽 船

東 和 船 舶

小 計

新参の神戸船主

第 一 船 舶

大 日 海 運

白 洋 汽 船

罐
い
い
い
い
い
い
い
い
ル
ル
シ
ル
レ
ン
ル
即
い
い
い
ぃ
罪
帥
叫
罎
社
罎
刀
か

９
１

１
１

１
５

４

２
２

23，684總トン

86，299 〃

1，173 〃

1，649，031 〃

66，104 〃

12，710 〃

6,804 "

703 "

39，127 〃

77,050 "

206,080 "

26，401 〃

114,302 "

1，977 〃

2，530 〃

9，878 〃

11,906 "

11，732 〃

14，338 〃

86，132 〃

62，813 〃

46，753 〃

22，628 〃

なし

2，676，162總トン

35, 030重量トン

134，736

2，580，697

102, 029

20，828

11，963

〃

″
〃

″
〃

60, 850

119，558

335，747

38，657

165, 501

3，181

4，181

16，556

18，812

19，944

22，705

130, 328

98，825

67，488

34，624

なし

″
〃

″
″

″
″

″
″

〃
″

〃
″

〃
〃

〃

4,173,476重量トン

⑧

5，936總トン

42,107 "

2，987 〃

9，660重量トン

67，847 〃

3，915 〃
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豊 和 海 運

金 尾 汽 船

川崎近海汽船

乾 光 海 運

国 洋 海 運

江 進 海 運

熊 野 汽 船

共 同 汽 船

協和近海汽船

丸 神 船 舶

松 尾 汽 船

七 洋 汽 船

日産プリンス海運

新 田 汽 船

山 陽 汽 船

山 陽 船 舶

下 崎 汽 船

新大 図 汽船

園 田 汽 船

東 興 海 運

山 一 汽 船

小 計 24社

隻
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
隻

２
１

３
１

５
２

４
９

２
３

２
２

４
４

２
５

３
１

２
５

４
８

１
８

3，439總トン

999 〃

4，813 〃

10，818 〃

45，666 〃

6，689 〃

8，113 〃

23，977 〃

4,531 "

7，134 〃

4，423 〃

6，318 〃

5，658 〃

20，575 〃

4，478 〃

14，963 〃

7，089 〃

3,600 "

4，857 〃

33，811 〃

12，649 〃

285,630總トン

5，607重量トン

1，614 〃

5，390 〃

16,744 "

70,224 "

10,701 "

7，623 〃

33，686 〃

7，567 〃

11，366 〃

6,670 "

9,830 "

2，907 〃

32，842 〃

7，108 〃

23，485 〃

11，536 〃

5，637 〃

7，551 〃

53，720 〃

20,257 "

433，487重量トン

昭和35年ころのわが国海運界にあって兎にも角にも神戸船主，神戸基盤の海

運企業として名を知られていたもののうち10乃至12社が，いまや歴史上の過去

的存在となってしまったという事実の反面，企業数としてはむしろ2倍にあた

る24社の新規海運会社が神戸に出現したという事実も意味深いことである。い

い換えれば，やめた神戸船主の倍もの新船主が誕生・出現しているわけである

から。ただし，こうした新しい神戸船主は，必ずしも，すべてが若々しい溌渕
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とした新戦力であったとは限らない。多分に策略的，したがって日和見的・短

命的なものも含まれる。また，こうした新参船主の總括勢力24社。88隻・

433,487重量トンの数字は，消滅した神戸船主たちのそれを補い得るものでも

なかった。特に，大同海運20隻25万重量トン・新日本汽船17隻16万5千重量ト

ン，合せて41万5千重量トンというウエイトと実績・実力は，いくら多数の新

規船主の登場ありとはいえ容易に補えるものではない。

最後に附言すべきは，海運集約後の昭和45年当時に生き残れた神戸船主の在

りようを眺めて，唯一の中核体川崎汽船の特別な急成長ぶりと，一握りほどの

有力オーナーだけの発展可能性とが次第に明白となった点である。けだし，こ

の時点にあって，258万重量トンの船腹を保有した川崎汽船を別格として,10

万重量トン以上の保有船腹をもって船協に所属した神戸船主は，乾汽船・神戸

船舶・松岡汽船・明治海運・日本汽船・太洋海運の6社であって，しかも，そ

のすべてが昭和35年当時の保有量を5万重量トン以上も増加せしめた成長力の
（10）

目覚しい企業であった。

Ⅳ 最近の神戸船主

一昭和55年及び58年春現在一

さらに10年後の昭和55 (1980)年3月末および極く最近時の昭和58 (1983)

年3月末の神戸船主はどうなったか。どのように変貌したかを次にみるとしよ

う。まず，總括的な観点から眺めるならば，この10年間余のうちに，神戸船主

というものの立場，とりわけ比重は，一層減退・低下したといわざるを得ない

ようである。なる程，昭和55年と58年との比較だけでは，後者すなわち最近に

おいて若干の上昇・回復の傾向・事実も認められることであるけれども。すな

わち

(10）同じ10年間に保有量を5万重量トン以上増大せしめ得たのは，本文中にあげた7

社（川崎汽船を含む）の外徳島汽船- 4, 500トンから67,4銘トンへ－1社あるのみ。
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昭和35年

加入船社数

神 戸 船 主

比 率

昭和45年

加入船社数

神 戸 船 主

比 率

昭和55年

加入船社数

神 戸 船 主

比 率

昭和58年

加入船社数

神 戸 船 主

比 率

199社

53社

26．6％

1，130隻

284隻

25．1％

5，551，187總トン

1，383，369 〃

25％

8,222,287重量トン

2，054，100 〃

24．8％

221社

54社

24％

1，760隻

344隻

19.5 %

19，392，774總トン

2，961，792 〃

15．3％

31，385，134重量トン

4，606，963 〃

14．7％

207社

35社

12％

1，115隻

165隻

14．8％

29,157,532總トン

2，927，545 〃

10％

50,748,196重量トン

4,677, 009 "

9．2％

195社

30社

15．4％

1，032隻

150隻

14．5％

28, 607,283總トン 48, 759, 962重量トン

3,261,601 " 5,154,569 "

11．4％ 10．6％

昭和45年にはなお53社をかぞえた船主協会加入神戸船主は，55年には35社と

著減し，58年には更に減じて30社となった。いわゆる船舶の大型化問題と関係

のある隻数上の変動は一応別として，保有トン数，とりわけ重量トンの動きを

みるに，昭和45年と55年との間にはほとんど変化がなく，58年度の515万トン

という数字も量的・実数的微増はあるとしても，昭和45年の460万トンや55年

の467万トンに比べてさまで拡大・発展を云為できにくい程度のものである。

しかも，この時期に日本全体（船協加入の主要船主争体）としては3,138万重

量トンから5,000万重量トンヘという驚くべき激増があった。これに比べて，

神戸船主グループは，停滞乃至微増の船腹を所有したにすぎないという対照的

ないし落差の大きな推移を示している点が充分留意されねばなるまい。その結
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果が，全体の船腹量の10％以下という著しい比重減となっているわけである。

以下，既掲資料と同様な観点ならびに内容で昭和55年と昭和58年の主要神戸

船主を一覧することとするが，④昭和35年以前から存在するもの，＠昭和30年

代後半からのもの④ごく最近に現われたものの3つに分類することとした。い
（11）

うならば神戸船主の先進組・中進組。ごく新参組の3種区分である。

④ 先進グループ；昭和35年以前から存在する神戸船主……22社～21社

昭和55年3月末 昭和58年3月末

總ﾄﾝ数｜重量ﾄﾝ数
1,378 3,929

2,722 4,428

148,350 253,712

0 0

18,922 29,791

207,497 319,766

1,655,707 2,716,246

隻数 重量トン数 隻数總トン数 總トン数 ’

旭 汽 船

扶 桑 海 運

八 馬 汽 船

橋 本 汽 船

広 海 汽 船

乾 汽 船

川 崎 汽 船
（12）

神 戸 汽 船

神 戸 桟 橋

神 戸 船 舶

日下部汽船

協 成 汽 船

松 岡 汽 船

明 治 海 運

宮 地 汽 船

日 本 汽 船

山 友 汽 船

佐藤国汽船

沢 山 汽 船

太 洋 海 運

玉 井 商 船

東 和 船 舶

小 計

3,950

11,244

24,251

0

29,791

209,399

2,392,444

48,843

14,818

30,448

8,903

118,120

333,660

272,030

146,047

28,170

12,562

75,517

361，妬1

65,007

8,871

２
１
３
０

１
７

７３

1,378

2,722

148,350

0

18,922

207,497

1,655,707
２
２

１
０

１
５

１
２
３
９
９

５
４

４
２

９
２

４
３

７
５

１
４

1,594

6,789

19,524

0

18,922

143,543

1,463,813

31,9船

8,953

16,042

7,970

59,616

185,745

1 55,803

215

104,468

17，395

8,7誕

銘,557

236,479

39,2帥

8,5弱

３
７

７
５

４
３
３

０
２
３

４
６

２
１

１

8,953

11,669

2,279

63,600

188,058

113,094

4,410

118,1帥

19,7記

4,744

131,記8

141,287

25,231

8,5論

15,2記

21,921

1,063

108,430

337,282

200,697

7,092

115,414

31,273

6,391

211,845

175,340

42,4釣

8,871

~重冒トン
4,6側,108

重量－鬘
111

重量トン
4,195,136

總トン
2,593,974

隻
111

總トン
2,875,643

(11）『船協海運年報」1980及び1983の巻末に示される船主協会会員名簿より選抜する。

(12）神戸汽船は昭和58年3月末には京浜地区所属と変っている。
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⑨ 中進グループ；昭和30年代からの神戸船主……10社～8社

17

昭和55年3月末 昭和58年3 月末

重量トン数

15，866

51,218

’隻数 總トン数 重量トン数 隻数’ 總トン数

第 一 船 舶

大 日 海 運

豊 和 海 運

金 尾 汽 船

国 洋 海 運

共 同 汽 船

日産プリンス
海 運

新 田 汽 船

新大図汽船

東 興 海 運

１
２

１
２

２
０

３
３

１
６

１

6,361

26,676

6,979

3,815

22,180

15,455

5,032

33,841

3,600

92,029

11,036

44，191

11,602

7,673

21,632

14,857

5,748

43,410

5,637

140,571

２
２

２
０

３
２

１
６

１

21,632

11,535

5,158

26,810

5,637

315,873

重量トン

453,729’Ｊ

隻
社

１
０

３
１〆
ｒ
ｌ
、

總トン
225,9齢

重量トン
306,357

28隻
（8社）

總トン
315,577

小 計

⑧ ごく新参グループ；昭和50年頃からの神戸船主…･･･ 6社～7社

昭和55年3月末 昭和58年3月末

總ﾄﾝ数｜重量ﾄﾝ数’隻数 總トン数 重量トン数 隻数 總トン数

一 成 汽 船

海 栄 社

枡本海運鎖）
日 栄 汽 船

千 光 海 運

東 慶 海 運

海 栄 船 舶

３
４

４
１

０
１

52,881

15,494

44,534

494

0

4,200

90,036

23,790

54,046

1,530

0

6，114

３
４

１
０

８
０

４
０

７
６

９
４

Ｏ
４

ａ
Ｌ５

０
６

０
０

４
０

３
０

５
５

９
９
１

２
０

１
１

６

1 1 10，349 15,556

重量トン

89,642I
13隻
(6社）

總トン
118,603

重量トン
175,516

隻
社

９
５

／
Ⅱ
１

總トン
70,371

小 計

(13）明石に本社を置く企業であるが，近隣につき神戸船主グループにふくめる。
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終戦後に生き残って，兎も角わが国海運業再建の一翼をになってきたもの，

つまり，戦前乃至戦中派の神戸船主は，いまや21社（58年春）となった。その

所有船腹111隻・420万～460万重量トンという量は，絶対数として戦前或い

は昭和35年頃の量より大きいけれども，最近における船舶・船型の大型化を考

えれば，これ亦，誇れるものではなかろう。

ただし，注目に値いするのは，このような先進的乃至戦前・戦中派の神戸船

主の減少化一その主因は海運集約化一の反面において，昭和30年代後半も

しくはより遅い最近にあって，新しく船主となり，海運企業たらんとするもの

が，なお少なからず認められるという事実である。文字どおり海洋を浮き沈み

する企業・船主・船舶の自然的且つ歴史的なありようが縮図的に現われたまで

だといえるかもしれないけれども，そこに，根強い，又，不滅といい得べき船

主・海運企業の生きざまを感じもする。

V 最近の有力神戸船主とその軌跡

神戸船主の全体的ないし一括的な戦後の動向は，上述のとおりであり，一時

期回復・繁栄の夢めばえたかに思える情況もあったものの，海運集約化政策の

影響をうけて分解と比重低下を余儀なくされ，端的にいえば，その往年のグル

ープ°勢力的力量・発言権は著しく減退しつつあると評してよかろう。少なくと

も，第二次大戦前のわが国海運業界にあって夫々の歴史的活動実績とともにそ

の社名が広く知られ，又記録に残された多くの船主たちが，集約化によって歴

史をとじた事実は，いわゆる神戸船主の発展史に明白な寂翼を感じさせる。

けれども，それ程の大影響・大試練をあたえた海運集約化を経験して，なお

自己の海運業務の継続をはかり，一層の発展を志す神戸船主たちも亦決して少

なくない。さらに，そうしたわが国海運業の厳しい現実を眺めながら，なおか

つ斯業に参入しようとする新規の海運会社。新しい神戸船主というものが，実

際上驚くに値いする程多い。日本はもとより全世界を通じて幾千年間もの永き
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に亘り繰りひろげられている海運活動の歴史の一縮図ともいえようが，神戸基

盤の海運事業の根強さ・発展力に外なるまいこと前にふれたとおりである。

この意味から，1肥0年代の今日，神戸船主の代表・有力指導グループ°を形成

していると思える下記諸企業-10万重量トン以上の船腹を保有するもの－

の存在と力量を評価するとともに，それらの今後一層の発展を期待するもので

ある。同時に，これら諸企業の戦後今日までの保有船腹量の増減変化の過程が

決して一様・同傾向ではなく，各々独自個別の動きをしてきた歴史的現実につ

いても改めて充分且つ明確な認識をもつ必要があろうと感じる。（この認識と

理解は爾余の群小的神戸船主たちの戦後史考究に当っても適用さるべく，同様

に必要であること敢えて附言しておく。）

1983（昭58）年3月の保有船腹

川 崎 汽

松 岡 汽

乾 汽

東 興 海

八 馬 汽

沢 山 汽

明 治 海

太 洋 海

日 本 汽

協 成 汽

2,716,246重量トン

337，282 〃

319，766 〃

315，873 〃

253，712 〃

211，845 〃

200,697 "

175，340 〃

115，414 〃

108，430 〃

隻
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

７
４

７
６

３
４

３
６

０
５

３
１

1,655,707總トン

188,058 "

207，497 〃

204,418 "

148，350 〃

131，288 〃

113，094 〃

141，287 〃

118，180 〃

63，600 〃

船
船

船
運

船
船

運
連

船
船

悠久の歴史のなかではなお瞬の間でしかあるまい20年ないし20数年間の経過

であり，変動でしかないかもしれないけれども，本小稿で取扱った昭和35年か

ら昭和58年までの戦後期間における神戸船主界のリーダー諸社の保有船腹の増

減変化を通覧したとき，各社それぞれの過程とその特殊事情を別とすれば，い

わゆる躍進派と停滞ないし後退派とそのいずれともいいかねる変転派の3種類
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の別あることが知られる。ここで躍進派としたものが今後数十年・百年後もな

お躍進しつづけるかどうかはもとより疑問であり，今，停滞・後退派と称した

ものがいつ躍進派に転ずるかも不明である。それは別問題として，如上最近20

年余りの期間における神戸船主主要グループ°の商船隊変動の軌跡を概観すると

しよう。

① 躍進派

乾汽船・松岡汽船・沢山汽船のいわゆるM. O.系神戸オーナー3社と戦後

進出した新進企業東興海運，さらに，神戸系唯一の中核体オペレーターの川崎

汽船の5社は，昭和35年以降今日まで自己保有船腹を増強してきた躍進派を形

成する。

1 960年3月| 1970年3月| 1980年3月

隻数|重量トン|隻数|重量トン|隻数|重量ﾄン

1983年3月

隻数|重量ﾄン
37 2,716,246

7 319，766

4 337,2銘

4 211,845

6 315,873

川崎汽船

乾 汽 船

松岡汽船

沢山汽船

東興海運

３
８

６
８

２

280,946

86,362

46,475

60,050

０
９

７
６

５
９

2,580,697

134,736

119,558

19，944

53,720

１
５

４
３

６
４

2,392,444

209,399

333,660

75,517

140,571

７
７

４
４

６
３

とはいえ，仔細にみれば，この期間持続的に船腹を増強して海運事業の拡大

発展につとめたのは，乾汽船と松岡汽船の戦前派神戸船主2社と新興の東興海

運の計3社のみである。沢山汽船は昭和45年に2万トン以下の保有量へ減退し

たのち，最近の10数年間において21万重量トン強へ急飛躍した。又，川崎汽船

は，昭和55（1980）年に一時船腹量を減らすという小浮動を示している。

② 停滞ないし後退派

昭和35年（1960）頃の保有船腹量からみれば増大しているけれども，海運集

約後の昭和45年当時のそれを峠として以後最近までの間に船隊を縮小してきて

いると思えるのが明治海運と日本汽船の両社である。すなわち，
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1960年3月 1970年3月 1980年3月 1983年3月

明治海運 11隻132,602％ 12隻335,747 % 4隻272,030 % 3隻200,697 %

日本汽船 7隻 27,7279＃17隻165,501％ 9隻146,047IM 10隻1 15,414 %

③ 変転派

いわゆる戦前，明治・大正期からの伝統的海運企業としても知られる太洋海

運および八馬汽船の両オーナーと独自の積極的オペレーター活動を展開してき

た戦中派企業（昭和13年設立）の協成汽船の船腹量動向は，見る時点によって

躍進とも後退ないし停滞的とも解され得，いわゆる変転型，進退いずれとも断

じがたいものである。しいていえば，太洋海運と協成汽船は1 960年から70～80

年への各10年間に各々倍増的船腹拡充を示しながら，その後最近までの間に，

前者は半減，後者はと､く微減の船腹減少傾向があらわれ，その限り類似的な動

きが認められるのに対して，八馬汽船は，むしろ逆に，昭和35年の10万重量ト

ン近い船腹を昭和45（1970）年8万5千トン，昭和55 (1980)年2万4千トン

と相当顕著な減退現象をみせたあと，昭和58年にいたって約10倍増の25万トン

へと一大飛躍を示す。その限り，同じ変転派であっても，増減相違する内容に

分かたれる。又，最近減退傾向が見られるという点では同様であっても，太洋

海運と協成汽船とでは減退の中身が大きく異なり，後者については減退を云為

することさえはばかれるべきことであるかもしれない。何はあれ，関連3社の

船腹量変動は次ぎのごとくである。

1960年3月 1970年3月 1980年3月 1983年3月

太洋海運 9隻 74,649％ 9隻130,328％ 7隻361,0619ル 6隻175,340％

協成汽船 10隻 29,249％ 10隻 60,850％ 5隻118,120'M 5隻108,430 %

ﾉL馬汽船 9隻 97,636 1）6 6隻 85,575 % 1隻 24,251 % 3隻252,712 %

最近2～30年間のうちにおける船主・海運企業の生きざまの多様性がここに

もはっきりと読みとれる。
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下 條 哲 司

I 「海運の自由」と国家の立場

「海洋の自由」あるいは「公海の自由」という国際公法的に確立された言葉
（1）

に比較すると，「海運の自由」は非常にあいまいな用語であり，しばしば相互

に対立するような意味合いで使われることがある。スペイン，ポルトガル，オ

ランダ，イギリス，アメリカと，代々世界の海の覇権者の交替に連れてその都

度殆ど例外なく，「海運の自由」が「海洋の自由」あるいは「公海の自由」と

ほぼ同じニュアンスで，叫ばれたことは周知のことである。当初は言うまでも

なく覇権者の専横に対抗する挑戦者の錦の御旗として掲げられるが，当の挑戦
（2）

者が覇権者になるに及んでその主張は反転してしまうのが常であった。

海運は船舶をもってする海上運送であり，海上を唯一の仕事場とするところ

にその特徴がある。本来海洋は人間やその文化の交流を阻害するものとして存

在し，多くの場合国境を形成しているが，人間が船舶を操って海洋を自由に移

動できるようになると，それはもはや文化交流の最良の場所となり，船舶を用

いさえすれば誰にでも開放された自由で平等な領域となった。事実海洋は沿岸

に近い一部の限られた領域を除けば，どの国にも属さない自由な領域であり，

そこを唯一の仕事場とする海運活動も当然自由でなければならない。もしそこ

に自由を制限するものがあるとするならば，それは他の人間への遠慮ないし思

（1）上田 浩「海運の自由について」海運，昭和39年5月号。

（2）津田 滋「海運における自由政策と保護政策」－英米海運政策の変遷一，海運，

昭和45年9月号。
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いやりに基づくものであるか，さもなければ誰か他人の自由を奪い取りあるい

は制限する輩が存在するかのいずれかであろう。

誰にでも自由にかつ平等に開放されている海＝公海であるがゆえに，しかも

それは世界で唯一のただひと続きの領域であるために，船舶を駆使してそこに

乗り出したあらゆる民族が，同じ土俵の上で互いにしのぎを削らねばならない

ことになる。これは「海洋の自由」の自然な帰結であり，そこを唯一の仕事場

とする海運にとっての宿命というべきものである。つまり国際的な自由競争と

いうのが海運にとっての原則であり，どのような国籍をも超越した自由な行動

がその基本的な立場である。

しかしながらどのように国籍を超越した個人あるいは個別企業として行動し

ようとしても，所詮人間は陸の動物であり，海上の活動から勝ち得た果実とと

もにどこかの陸地に帰らねばならない。陸地のすべてはすでにいずれかの国籍

の下に管理されており，したがって自由な活動を行なった人間とその果実とは，

必然的になんらかの国籍の下に帰属させられることになる。これもまた海運に

とっての避けられない宿命といえよう。

たとえどのように国籍を超越した自由な行動を原則としているとしても，多

くの個人または個別企業が共通の土俵で競争するとなると，そこになんらかの

自由の制限が必要となってくる。その最も原初的なものは自由競争に基づく優

勝劣敗の法則である。その競争の結果に関する限り，勝者は自由を獲得し，敗

者はそれを諦めねばならない。そして敗者は次の機会には勝者となって自由を

獲得すべく，工夫もし努力もするという，一つの公理的なルールである。この

ようなルールそのものを変更する自由などというものは，誰も持たないし，企

む者さえいない。

ところが既に冒頭でも触れたように，「海運の自由」はここ数百年間本来の

意味を失っており，その当時の覇権者によって変更されたルールに基づいて運
（3）

営されてきた。当然のことながらそれぞれの時代において覇権者の専横を非難
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する挑戦者の錦の御旗は「海運の自由」であり，面白いことにこれに対抗する

覇権者の言い分もまた性々にして「海運の自由」である。このことは定期船憲

章を巡って対立した発展途上国グループと伝統的海運国グループとのごく最近

の論争を想起すれば十分であろう。

総じて本来個人または個別企業が自由に行動する場に国家が介入して来たと

き「海運の自由」はその意味内容を変えることになる。国家は自国に帰属する

個人または個別企業の利益を守るという名目でかれらの行動になんらかの制約

を加える。そしてその保護育成の代償としてかれらの獲得した利益を自国に持

ち帰ることを強要し，同時にその個人や個別企業あるいは船舶が自国から離れ

て行かないように拘束する。すなわち自国の海運に対して競争上の優位性を精

一杯保証する一方で，かれらが行動の自由をある程度犠牲にせざるをえない礎

地を作っているのである。

しかしながら一国の自国海運に対する政策の及ぶ範囲は自国海運の域を出る

ものではない。他国の海運活動を制限するような措置は往々にして報復的な措

置を招来することにもなり，決して望ましい結果を生むものではない。個別経

済としての海運企業相互間の競争が激化すればするほど，そして国家が自国海

運を重要視すればするほど，国家相互間の各自国海運への保護競争がエスカレ

ートする可能性がある。特に海運はその国際的な行動性のゆえに，国家の対外

活動の尖兵として過分の任務を課せられ，その代償として手厚い補助が与えら

れていたといえる。本稿ではこの問題に深入りするつも･りはないが，海運を問

題にする限りこの点は忘れてはならないところである。

このような保護競争が嵩じることによって，過去に於いては世界戦争にまで

発展した経験が一度ならずある。経済的ナショナリズムと呼ばれるこの傾向は，

しかし，幸いにして現在は別の方向に向かっているように見える。国家の自国

海運に対する規制強化は，国家自身にとっては歳出の増加に外ならない。その

（3）前掲津田論文にはこれについての興味ある変遷が述べられている。



26 海運における国家政策と企業行動

歳出の増加が海運がもたらす国民経済的な利益によって還元されているうちは

それでも支障はないけれども，最近における海運界の情勢は，世界的な競争の

激化によってそれほど期待できるものではなくなってきた。したがって国家に

とって自国海運に対する保護をこれ以上続ける誘因は全くなくなったというこ
（4）

とさえできる。

一方先進的海運国の海運企業にとってはこれと軌を一にして，他国の海運企

業に何の影響も持ち得ない国家政策をむしろ物足らなく考える傾向が生じてき

ている。つまりかれらにとってますます重荷となってきた運航コストの高騰を

回避するには，時に応じて最も有利な行動を自由に選択できる，多国籍化の方

向に進むよりほかには考えられなくなっているのである。幸いにして海運業は

しばしば国境の産業といわれるだけあって，その気になりさえすればどの国籍

にも比較的自由に転換することができる。現在世界海運業界のあちらこちらで

このような「規制からの脱却」あるいは「自由への復帰」といった現象が生じ

ているといわれるのも決して偶然のことではないように思われる。

本稿はわれわれの共通論題としての「国家政策と企業行動との相剋」という

問題を，国家の政策からスピンオフして自由を指向する海運企業の行動に焦点

をあてて追及する。かれらのそのような行動が，一国の経済といっては大げさ

だが，従来海運政策が究極的に達成しようとしてきた目標をどの程度歪めるこ

とになっているかを計測してみたいと考える。実の所個別企業の自由を制限し

ているのは必ずしも国家ばかりではない。本来はかれら企業グループ°にとって

の共通の敵に対抗するために組織された海運同盟やコンソーシアムなどもまた，

かれら自身の行動の自由を束縛する最も顕著な存在であり得る。しかし本稿で

（4）本年6月に発効する1984年米国新海運法第2条には政府の介入と経費を最小限に

した海運規制手続きとしてこれが制定されたことが示されている。海運調査月報，

380号，1984年4月，2ページ。なお新聞報道によればわが国でも最近このような主

旨の海運局長談話があった由である。
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はこの角度からの考察は割愛することとしたい。

Ⅱ 海運システムの多国籍化

海運の歴史において，船主，船長（船員)，商人の分化の過程は非常に興味

のあるところである。これらが機能的に分化する以前の最も広い意味での海上

商業から，まず商人が貨物をひっさげて分離し，国際貿易業として独立する。

この過程で海運業は貨物をもたない単なる運送業に過ぎない存在となってしま

う。かれらが生産して供給するものは実物との対応のない海上運送サービスの

みであり，貯蔵も計画生産もできない，文字どおりその日暮らしの産業となっ
（5）

てしまった。しかしこのことはここでは措こう。

裸になった海運業の中でもさらに分化は進んだ。先ず船主は複数の船舶を保

有することになったとたん，自ら船に乗り組むといった習慣を捨ててしまう外

はない。かれの財産である船舶を管理するだけならば陸上で十分やっていける。

金融や保険が産業としてすでに確立していたからである。しかし船舶に積み込

む貨物に関する仕事や，船舶そのものの運用に関する仕事は，船に密着してい

ない船主にとっては直接陣頭指揮するというわけにはいかない。海を越えた遠

隔地への通信はまだ十分な発展を見ていなかったからである。この必要から船

の上でかれ自身がやらねばならなかった仕事はしばらくの間船長に代行させる
（6）

ことになる。

かくして船長は船員とともに船の動きに伴って活動することになったが，船

員の雇い入れや船用品の調達などのほか，復航貨物の集荷や傭船契約の締結な

どというような仕事さえも，やがて船長の手を離れ逐次陸上の仕事として移っ

ていくことになる。海底電信や電報などの通信手段の発達と，それに伴って拾

（5）拙著「海上運賃の経済分析」神戸大学経済経営研究所，経済経営叢書第21号，

1979，23～27ページ。

（6）フェイル著，佐々木誠治訳「世界海運業小史」218～219ページ。
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頭してきた運送代理店や船舶ブローカーの活躍が旺盛になってきたからである。

さらに船主業務が会社組織として営まれることになれば，多数の船舶を運航す

る仕事は陸上の事務所でまとめて行なわれることになる。かくして船長の職務

は船舶に密着していなければ出来ないごく限られたものだけに収束してしまう

ことになる。

ここでわれわれにとって重要なのは，最も現代的な意味での海運の仕事は，

上で見たように，船舶の所有，運航，操船という3つの部分に分割できるであ

ろうということである。これは古い時代における船主，船長，船員のそれぞれ

の仕事に対応する。したがってこの分類のしかたは歴史的に見ても，あるいは

現在の海運業界での業務分類としても，さらに船舶運航原価における資本費

（間接船費)，船員費（直接船費)，航海費という3大分類としても合理的なも

のであると考えられる。

海運という仕事のシステム，もっと正確にいえば海運サービスを生産するシ

ステムは，船舶を所有することに伴う仕事，船舶に乗り組んで船舶という機械

を運転し貨物を管理する仕事，および，船舶と貨物とを結合する仕事の3種の

仕事から構成される。これら3種の仕事は内部では上で述べたように分類はさ

れていても，会社としては一通り全てをまとめて行なうのが当然とされてきた。

もっとも船舶の所有についてはかなり早くから他の個人や企業の所有になる船

舶を傭船するという仕方は珍しくはない。この意味では船舶の所有という仕事

だけは海運システムから既に分化していたと見てもよい。

他の個人や企業の所有する船舶を傭船して海運サービスの生産を行なうとい

った場合，特に国際的な活動舞台を持つ海運にとっては，外国籍の船舶を問題

にすることがむしろ一般的であるとさえいえる。ということは海運という仕事

がすでにかなり早い時期から2つの異なった国籍の企業によって協同的に遂行

されていたと見ることができる。ただしこのような場合でも船舶を所有する企

業の国籍がその生産活動に貢献したとして評価されることは滅多にない。
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海運の仕事のシステムを構成する3つの仕事の後の2つについては，日本に

於いてはそれこそごく最近まで2つ以上の別々の国籍にまたがって遂行される
（7）

ということは殆どなかった。ところが約10年ほど前から，船員賃金が大幅に上

昇し労働条件が大幅に改訂されたことによって，船員費力§著しく高騰して，日

本人船員を乗り組ませた船舶の国際競争力が目立って低下してきた。そのため

日本人船員に代わって，もっと賃金の安い外国人船員を雇用しようとする動き

が見られるようになってきた。

このように見てくると海運サービスを生産するシステムは3種の仕事に分け

られるというばかりでなく，必要なら3つの国籍の企業による協同的な仕事と

して理解することができる。ただし船員の仕事についてこれを企業ないしは産

業の仕事というのは多少無理があるし，その国籍についても必ずしも 1つとは

限らないといった問題は残るが，いずれにせよわれわれが言いたいことは，海

運を構成する3つの仕事がそれぞれ異なった国籍の下に遂行され得るというこ

とのために，関係する全ての国にとって関心の対象となる可能性があるという

ことである。

日本の海運会社は日本国籍の船舶を保有し，日本人を配乗させた船舶を運航

する。つまり海運という3種類の仕事のすべてを単一の国籍の下に遂行するこ

とは，つい10年ほど前までは至極当然のこととされてきたが，最近ではもはや

このような固定的な考え方は，全く消え去ってしまったかの感がある。日本海

運業がその国際競争力の回復を図って，苦肉の策として実施したのは，日本船

舶を外国籍に移籍，すなわち外国に完船して，それにもっと賃金の安い外国人

船員を乗り組ませることであった。勿論そこでその船に対する日本海運業のコ

ントロールを放してしまうわけではない。だからこれらの船は仕組み船とよば

れている。

仕組み船にはもう一つ違った種類のものがある。日本の造船業を育成助長す

（7）これは全日本海員組合との協定によるといわれている。
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るために日本輸出入銀行が施行していた，外国からの造船注文に対する長期低

利の融資を利用するために，日本の船会社が外国の船会社の名義で造船注文し，

竣工した船舶をその船主会社からチャーターバックするという方法が流行した

ことがある。これが仕組み船の本来の姿であった。

長期低利の資金を利用することは，海運経営に必要な第一の経費である資本

費の節約に繋がることは言うまでもない。船舶の国籍によって利用できる資金

に差があるとすれば，国籍を変更してまでもより有利な立場を確保しようとす

るのは企業として当然の行動であると言うことができるであろう。金に愛国心

はない。固定資産税や法人税などについても全く同じである。母国の高い税金

を嫌って税金のない国へ逃れるということさえ，海運業においては可能なこと

であった。便宜置籍船(Flags of convenience)と呼ばれる船は主としてこのよ

うな事情によって母国を逃れた船たちである。

便宜置籍船が母国を逃れざるを得なかった事情には，外にももっと多くのも

のがある。母国が戦争に巻き込まれれば国に徴用される恐れがあるとか，母国

が船舶の輸入を制限しているために，はじめから母国の国籍を取得出来ないと

いった事情もある。母国の輸入制限のために購入することのできないその船は，

何らかの意味でその企業にとってより有利な船なのであろう。国籍にこだわり

さえしなければその有利な船が利用できるというのなら，国籍という自由の制

限から逃れることによって初めて，船舶および海運企業はその国際競争力を改

善できるということもできる。

Ⅲ 自国海運活動の国民経済的評価

国家の立場から自国の海運活動を見る場合，海運国際収支あるいは積取比率

という概念が用いられる。国家が自国海運業に期待するものの第一は国際収支

の改善であり，それはまたその国の輸出入の何パーセントを自国商船隊が運ん

でいるかという積取比率の考え方につながる。積取比率という見方だけに拘泥
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するとその国の対外航路における自国商船隊の割合のみを考えることになるが，

われわれとしてはこの見方をさらに広げて，国内航路および国際航路における

活動をも考慮に入れなければならない。有事の場合の自国商船隊を問題にする

ならば尚更のことである。

自国商船隊の活動という捉え方をする場合船舶の建造，所有，操縦，運航が

それぞれどの国に属すかという見方がある。上で見てきたように海運業の国際

性によってこれらのどれでも他の国に依存し得る可能性があるからである。つ

まりある1隻の船舶について，その建造国，所有国，操縦国すなわち船員の国

籍，そしてそれを運航する国それぞれが異なることがあり得るのである。この

うち建造については造船業という別個の産業が存在するけれども，他の3つの

活動はすべて海運業のものである。というよりは海運業の活動を船舶の所有，

船舶の操縦，船舶の運航という3つの産業活動として，しかもその国内および

海外セクターについて観察ないし分析を加えなければならない。

多くの産業を並列的に並べて観察ないし分析しようとする場合，産業連関表

を利用するのが便利であるとされている。しかしながら海運業に関する限りこ

のことは決して真実ではない。通常の産業連関表では海運業は国境の外に追い

出されてしまっており，自国国内産業と海運業との間の取引はすべて海外セク

ターでのみ行われるような形になっているからである。これは海運業について

考えようとしているわれわれにとっては非常に由々しいことである。
（8）

このことについて詳しいことは他に譲るが，そのような困難は輸入がすべて

CIFで表現されているからである。輸入額ｶﾇCIFで表示されているということ

は，物の輸入に係る運賃および保険料がすべてそこに含まれてしまうので，こ

れらのサービスを提供した海運業や保険業の活動はどの国に属する場合でも，

外国のそれら産業の場合と同じようにすべて輸入品の価格の中に埋没してしま

う。さらにこの不合理を糊塗するために自国海運業の活動は全部輸出されたか

（8）関西運賃研究会「海運業と産業連関表」海事産業研究所，1974年。
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のように処理してしまうのである。しかもそれだけでは計算が合わないので，

外国船による輸入運賃は海運業の輸入額から相殺することにしている。このお

かげで本来マイナスで表わされるはずの輸入額は，海運業の場合だけはプラス

になってしまうことさえある。

輸入額をCIFで表現していることはこのことだけではなく，国内の他の産業

と海運業との間の直接的な取引関係を無視してしまう結果となっている。その

国の海運業の活動を正当に表現するためには，先ず自国海運業がもし必要なら

外国から海運サービスを輸入して，これと自ら生産する海運サービスとを国内

他産業の輸入する品物の輸送のために供給するという形にしなければならない。

他の産業の商品はすべてこのような表現になっているはずである。そしてその

ためには他産業の輸入額はすべてFOBで表示するように変更する必要がある。

現在用いられている産業連関表における外航海運業（産業連関表では外洋輸

送業と呼んでいる）の活動は海運国際収支表に現われるものと殆ど同じものに

よって作られる。国際収支表には下に示すような項目がある。説明の便宜のた

めに次のような略語を使用することとする。ただしⅣPSとEⅣTとは国際収

支表の項目ではない。

HEX :船舶サービスの輸出，すなわち傭船料の受け取り

HIM :船舶サービスの輸入，すなわち傭船料の支払い

"EX :輸出貨物の輸送による自国船の運賃の受け取り

"1M :輸入貨物の輸送による自国船の運賃の受け取り

FIM :輸入貨物の輸送による外国船への運賃の支払い

"CR:三国間輸送による自国船の運賃の受け取り

"PS :自国国民から自国船が受け取る旅客運賃

"FP :外国人から自国船が受け取る旅客運賃

FPS :自国国民から外国船に支払われる旅客運賃

ENT :他産業が自家用の所有船を運航するに要する費用
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これらの概念を用いて産業連関表における外航海運業の活動を表現してみる

と，例えば次のようなものになるであろう。以下で添字sは海運業に関する数

字であることを意味する。

輸出 Es= NEX+ "1M+ "CR+ HEX+ NFP

輸入 一Ms=一HIM - FPS

内生部門取引 E Ws/ = ENT, Wss = HIM
j≠s

最終需要 Fs = FPS + "PS

国内生産額Xs = NEX + "1M + "CR + HEX + NPS + "FP + ENT

この表現は実は1975年の日本の産業連関表で採用されていたものであり，多

分1980年のそれも同様な方法を踏襲しているものと考えられる。われわれが関

心を持つ部分についてみると，外航海運業が日本国内で供給する海運サービス

の総額は国内生産額で表わされるが，そのうち海外に輸出されるものを控除す

るとⅣPSとEⅣTだけが残ることになる。これらは数字としても非常に小さ

いものでしかない。果たして日本の外航海運業はその程度の貢献しかしていな

いのであろうか。

これを1980年の国際収支表，海上輸送の現況（表1参照)，および産業連関

表の数字で当たって見ると表2のようになる。表中カッコで囲んだものは元の

表にはなくて虫喰算よろしく計算で求めたものである。その場合国際収支表の

ドル表示とそれ以外の円表示との間の換算率をも計算して参考までに示した。

（1980年のドルの平均換算率は226.64円であった｡）これによっても分かる通

り日本の外航海運業の国内他産業に対する貢献は非常に小さいと言わねばなら

ない。

この表で気づくことの一つは，国際収支表ではかなりの大きさの数値をもっ

ているのに, FIMが産業連関表には現われていないことである。これはもと

もと外国船の活動であって日本の外航海運活動ではないとして，産業連関表に

は入れられなかったのであろう。しかし産業連関表では国内の産業がその生産
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注1

2



国民経済と外航海運活動

表21980年におけるわが国外航海運業の活動

35

換 算 率

円／ドル

産業連関表

百万円

国際収支

百万ドル

海 運 局

百万円

７
３

３
３

４
６

９
０

２
０

２
２

１
２

２
２

２
２

く
く

０
５

７

１
４

６

３
０

７
１
？
？

９
０

１

１
３

６

０
３

３

Ｌ
Ｌ

ｊ
ｊ

５
０

３
０

１
６

１
２

０
５

６
６

’
６

１
’

６
５

２
３

３
９

１
５

６
５

１
６

５
６

１
３

１
４

唾
皿
睡
皿
唾
皿
唖
殿
唖
皿

ｊ
Ｊ

９
６

５

９
４

３

５
５

２

７
４

４

１
５

６

７
２

０

／
Ｉ
、

／
１
Ｋ

Ｆ
１

｝ 3，374

2，054

５
５

６

０
０

２

２
２

２

く
く

く

Ｊ
ｊ

ｊ

３
１

６

ｊ
Ｊ

７

０
４

２

７
６

０

４
４

７

４
４

４
１

１

く
く

く

６
８

５

０
７

３

９
８

６

９
５

５

６
６

６

９
９

０

ｚ
２

Ｌ

丞
睡
雌

物に対する需要に応じ切れない場合，外国から同じ生産物を輸入して供給する

という形で表現することになっているはずである。輸入貨物の輸送は日本の産

業の需要であり，日本の外航海運業が一部不足分を外国船から輸入して供給し

た海運サービスであるから，当然産業連関表に盛り込まれるべき数字である。

産業連関表がこのように外航海運業にとって不都合な形になったのは，上で

も述べたように輸入をCIFで表現しているからである。輸入をFOBで表現し

て産業連関表を組み替えて見ると，外航海運業の国内他産業に対する貢献は著

しく改善される。ここでいう組み替えとは他産業の輸入に含まれている運賃分

"1M+ FIMをそこから控除して，これを外航海運業ｶﾇ供給したものとして
（9）

計算しなおすというものである。これによって外航海運業の輸出入の定義は次

のように改められる。

（9）拙稿「外航海運活動の国内取引額」神戸大学経済経営研究年報，34号(1), 1984年。
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Es= NEX+ "CR+ "FP+ HEX

- Ms = -HIM－FPS - FIM

Z Ws/+Fs=N1M+FIM+ENT+FPS+"PS
ノ羊s

Wss = "1M

このような変更の結果は表3のごとくである。表3の上側の[CIF表］は従

来の定義に基づくものであり，下の[FOB表］というのがわれわれの定義によ

って修正したものである。このような変更によって国内生産額や付加価値額な

どは変わらないけれども，輸入や輸出，そして内生部門取引額などは大幅に変

わり，したがって輸入係数や中間需要比率などが全く違った印象のものになる。

このことは日本の外航海運業の国内他産業に対する貢献の度合いについては，

従来の産業連関表による分析とは異なった評価が与えられねばならないことを

意味するのではないであろうか。

表3 1980年産業連関表（単位億円）
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５

９
９

３
３

５
５

２
２

５
９

４
８

５
４

７
６

４
９
７
９

５
９

５
１

２
４

３
３

-373,062

-10,656

-383,718

5,520,709

29,699

5,550,408

[ FOB表］

T F EX IMN S X

2,530,693

8,856

2,539,549

Ｎ
Ｓ

Ｔ
Ｖ

Ｘ

３
０

３
６

９
１

３
４

６
０

２
５

７
９

７
９
１
９
‐
ロ
ロ
ー

４
０

４
５

０
１

１
２

９
２

Ｏ
ｐ

４
５

３
３

２
５

０
０

０
９

９
０

９
９

０
９

７
６

３
３

６
ｊ
９
９
９
９

３
０

４
５

９
１

１
２

２

３
０

３
５

８
１

２
３

７
０

９
２

１
２

４
９
１
７
９
７

７
１

９
１

０

２
２

４
０

５
０

０
５

５

３
３

２
５

314,688

17,455

332,143

-352,585

-17,832

- 370,417

９
９

８
０

９
０

Ｊ
β

４
０

９
０

２
２

５

５
５

５
５
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Ⅵ 海運システムの要素別評価

ところで船舶によって海運サービスを生産するためには一般的にいって3種

類の費用が必要となる。まず船舶を保有するための費用，すなわち償却費を中

心とする資本費，次いで船舶をいつでも運航出来るように準備しておくための

直接船費で，船員費用が中心となる。そして最後に燃料費用を中心とする航海

費，これである。これらの費用はただ費用の分類というだけに留まらず，海運

サービスを生産する場合の3段階の重要な機能のそれぞれに対応していること

は既に述べた。

輸入額をFOBで表現した産業連関表を作成し，その中の海運業を3つの活

動，すなわち船舶所有，船舶操縦，船舶運航に分け，それらを，あたかも独立した

3つの産業のように表わすならば，自国海運活動のもっと詳細な貢献割合につい

ての観察や分析は容易に行えるであろう。例えば船舶所有産業の輸入というこ

とは外国からの用船にほかならないし，船舶操縦産業の輸入ということは外国

人船員を雇傭することであり，そこでの輸出というのは自国船員が外国船に乗

組むということにほかならない。また運航委託契約によって外国船に運航サー

ビスを提供するのは船舶運航産業の輸出ということになるであろうが，貨物輸

送サービスは船舶運航産業の最も基本的な生産物と考えることが出来る。

ここに提案されるような産業連関表を概観すると次のようなものになるであ

ろう。まず海運業の欄は3行および3列になって，所有，操縦，運航というタ

イトルカヌつけられる。それらの添字をとりあえずa,b, cとする。そしてさら

に簡単のために海運業以外の産業を一括してその添字をgとし，各欄の数値を

記号で埋めて見ると次表のようになるであろう。一般の産業連関表と異ならな

い欄はブランクのままとし，理論的に数値が入らない欄には一を記すこととし

た。表記の文字は内生部門相互間の取引はW,輸出はE,輸入はM,資本減

耗はD,勤労所得はL、生産額合計はXで表わすことにする。
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他産業｜所有｜操縦｜運航｜消 費｜輸出｜輸入｜合計

睦一索一識一輌一静一銅一雷

恥
一
恥
一
政

狸
一
通
一
虹

｜
｜
Ｃ

晦一州一一
Ｘ

恥
刈

ａ
ａ

Ｄ
Ｘ

ｇｃ

Ｗ

唯
一
Ⅶ
｜
耽

この表で最も重要な部分は海運業の3つの行と3つの列の交差部分である。

ここではひとつの仮定を置かざるをえなかった。というのは船舶所有産業も船

舶操縦産業もともにその生産物を船舶運航産業に直接販売しているということ

である。見方によれば例えば船舶操縦産業はその生産物である操船サービスを

船舶所有産業に販売し，後者はそれに自らの船舶サービスを付け加えて船舶運

航産業に販売するといった形も考えられるであろうが，産業連関表の基本的な

考え方としては，それぞれの産業はいずれもユニークな生産物を供給するとい

う形にするのが望ましいとされている。

先に見た表3の[F OB表］の数字をここにあてはめる場合さらに若干の加工

が必要になる。船舶所有産業と船舶操縦産業とを分離した場合，今までの傭船

料は2つの部分に分けられねばならない。これと同様に輸出や輸入ではいずれ

も運賃の収支であるから3つの部分に分ける必要がある。したがってわれわれ

がここでまずやらねばならない作業は，海運サービスの生産コストの中でこれ

ら3つの要素がどのような割合で必要なのかを見ることである。

これを調べるために外航海運会社経営分析（昭和56年3月期）の数字を用い

ることにする。そこには中核6社，運航主力17社，貸船主力19社，計42社の経

営指標が盛られている。これらが日本外航海運業の全体を代表するものと考え
〈10）

るわけである。この42社の運賃収入は21,608億円，これに対して日本全体の
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運賃収入はさきの表1に見るように27,111億円であり，約80％を占めている

と解釈できる。しかし傭船料収入は42社が4,489億円であるに対して全体ではわ

ずか2,545億円しかない。これは明らかに42社の内部に数字の重複があると見

なければならないであろう。ちなみに借船料は42社で9,826億円であるに対

して，全体では10, 642億円であったから, 2,000億円程度の重複があるとす

れば，さきの運賃収入の割合からみて妥当なものといえる。

この42社は傭船料の原価として船費3,458億円のほか計約5,500億円を消費
（11)

している。船費には重複はないと考えられるから，これを42社の保有船腹量

3,464万トンで割れば，1重量トン当たり15,870円となる。このうち船員費

は1,578億円であるから，1重量トン当たりにすると4,555円となり船費の約

29％を占めることがわかる。ただしこれは日本人船員の場合と見るべきであろ

うから外国傭船の場合にこれを援用するわけにはいかない。しかしもしこのレー

トで傭船に出し，借船したとすると，2，829万重量トンを貸し，6，191万重量

トンを借りるという計算になる。これは差し引き6,827万重量トンを運航した

ことを意味する。42社の総運航費11，717億円をこれで割ると1重量トン当た

りの運航費は17,163円ということになる。

この数字を正しいものとして受け止めれば，運航船舶1重量トン当たりの船

費および運航費の合計は33,033円となり，これをさきに見た所有，操縦，運

航の3つの要素に分解すると，それぞれ34．2％，13．8％，52．0％という配

分になる。これによってさきに見たような新しい型の産業連関表を作成すれば，

自国商船隊としての船舶所有，船舶操縦，船舶運航のそれぞれについて，外国

(10）運輸省海運局監督課「外航海運会社経営分析」昭和56年3月期（第48号)。これ

には利子補給制度の適用を受けている会社のみが対象となっており，われわれの当面
の課題からすると満足なものとは言い難い。

(11）営業費用，海運業費用，営業外費用などの中から船費に該当するものを選び出す

ことはかなり困難な作業である。特に一般管理費の取り扱いなどは十分な検討を要す
ると思われる。



海運における国家政策と企業行動40

に対する依存度が容易に見渡せるであろう。すなわち船舶所有産業について言

えばDaとMaまたはEa,船舶操縦産業について言えばLbとMbまたはEb

の相対的な大きさを見ればよい。Daは自国商船隊の船腹量に関係するのに対

して,Maは外国船の用船量に関係する。だからDaとMaとの合計のうちDa

の占める割合によって，船腹量としての自国商船隊の自給率が計算できるであ

ろう。同様にLbとMbとの合計のうちに占めるLbの割合は船員労働の自給

率を表わすことになる。

こうした準備によって，われわれは現実の自国商船隊の経済的価値を観察分

析することが出来るばかりではなく，種々の仮定たとえば自国貨自国船主義政

策などの直接間接の効果を測定することも可能である。産業連関表の内容に様

々な数値を追加して極度に詳細なものを作成したからといって，必らずしも精

密でかつ正確な観察分析が出来るとは限らないけれども，理論的な検討を十分

にしておきさえすれば，情報は多いに越したことはないと思われる。ただ残念

ながら本稿の段階ではデータの正確さを十分に期待できなかったため，詳細な

評価は差し控えねばならなかったが，データの整備と共に理論的完結を今後の

課題としたい。
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「巨視的」投入係数

定 道 宏

I は じ め に

国家が運輸業に対して振興または統制政策を行使する場合，運輸業が各産業

の生産活動にとって如何に重要であるか，つまり生産要素としての重要性を，

一企業の微視的観点からではなく，一国の巨視的観点から，計測して全産業政

策の一環として行使すべきであることは云うまでもない。

運輸コストが各産業の生産物に占める割合は，産業連関表から運輸業に対す

る投入係数として，通常，計測される。この投入係数は，当該産業力3生産物1

単位を産出するために購入した運輸サービスの量を表わすものである。云いか

えれば，当該産業の代表的企業力3商品1単位を生産するために購入した運輸サ

ービスの量であり，商品1単位に含まれる運輸サービスの量ではない。商品1

単位に含まれる運輸サービスの量を計測するには，さらに原材料に含まれる運

輸サービスの量を求めて加算しなければならない。例えば，原材料である他産

業の生産物がその投入物の多くを輸入品に依存しているとすれば，輸入品とと

もに，外洋輸送サービスが購入されて生産物に含まれてくる。

産業連関表から計算される投入係数は，当該産業またはその代表企業におい

てのみ中間消費される分を表わしており，「微視的」投入係数と呼ぶことがで

きる。これに対して，ある産業の生産物1単位に含まれる運輸サービスの量は，

当該産業が中間消費する分だけではなく，原材料を生産する他産業が中間消費

した分をも合算した量であり，「巨視的」投入係数とでも名付けることができ
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るものである。

運輸サービスに対する「微視的」投入係数は，当該産業における運輸サービ

スの貢献度を表わすが，「巨視的」投入係数は当該産業の生産物の生産に直接

的および間接的に関与したすべての産業における運輸サービスの貢献度の総和

を表わしている。

この小論では，この「巨視的」投入係数の計算方法を述べ，昭和55年産業連

関表を用いて計測し，最後に経済成長ないし産業政策と運輸業の発展について

触れる。

Ⅱ 運輸サービスに対する「微視的」投入係数

産業連関表では各産業の生産活動が明確に識別されるように取引額を生産者

価格で表わしている。しかし，現実の取引は，通常，商業および運輸業を径由

して行われるので，取引額は商業マージンと運輸コストを含んだ購入者価格で

表わされている。

第1表は，産業jが各産業から購入した原材料の取引額を購入者価格で表示

したものである。取引額の中に商業マージンおよび運輸コストが含まれてしま

うので，商業および運輸業との取引は表面に現われてこない。商業マージンお

よび運輸コストはそれぞれ商業および運輸業の生産物であり，これら産業の取

引活動を陽表的に促えるため，商業および運輸業の生産物の購入額を分離して，

各産業の生産物の取引額を示したものが第2表の生産者価格表示による表であ

る。この表では，各産業との取引額は，その産業が真に生産した部分の価値額

となっている。

第2表をみると，産業jはその生産物を生産するため運輸業から運輸サービ

スを35購入していることが分る。産業jの生産額を280とすれば，運輸サービ

スに対する投入係数は

% -''2,
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第1表 産業iの原材料購入額（購入者価格表示）

43

遂産婁雪
産 業 j

(工場出荷額十商業マージン＋運輸コスト）

産業1

産業2

産業3

50＋30＋15）

40+25+ 10)

30+20+ 10)

く
く

く

５
５

０

９
７

６

中間投入計 230 (=120+75+35)

0

第2表 産業iの原材料購入額（牛産者価格表示）

珪鑿造
産業1

産業2

産業3

商 業

運輸業

産 業 2

０
０

０
５

５

５
４

３
７

３

Ｊ
ｊ

Ｏ
０

２
１

＋
十

５
０

２
１

＋
＋

０
５

３
１

く
く

中間投入計 230

となる。これは，産業jがその生産物を1単位生産するために産業jが購入す

る運輸サービスの量であり，産業jの生産物に含まれる運輸サービスの量では

ないので，「微視的」投入係数と呼んで，後に述べる「巨視的」投入係数と区

別することとする。

昭和55年の産業連関表（72部門表）から運輸サービス（自家輸送を含む）に

対する投入係数の高い部門と低い部門をそれぞれ選べは第3表のようになる。

非金属鉱業の投入係数の高いのはその大部分が自家輸送つまり自家消費分で

ある。運輸部門の産業内消費を別にすれば，運輸サービスに対する「微視的」
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第3表 運輸サービス(自家輸送含む)に対する｢微視的｣投入係数

44

｜「微視的｣投入係数業順 位 産

非 金 属 鉱 業

運輸（自家輸送除く）

分 類 不 明

自 家 輸 送

水道(産業物処理含む）

配 合 飼 料

研 究

窯 業 ・ 土 石 製 品

商 業

１
２

３
４

５
６

７
８

９

0. 276

0．129

0. 100

0. 088

0．070

0. 068

0．064

0. 061

0．055

金 融 ・ 保 険

水 産 食 品

軽 電 機 器

鉄 鍋 圧 延 製 品

煙 草

不 動 産 ・ 賃 貸 料

石 油 製 品

不 動 産 業

５
６

７
８

９
０

‐
１

２

６
６

６
６

６
７

７
７

０
０

０
０

８
４

４
２

１
１

１
１

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

●
●
。
●
■
●
■
■

０
０

０
０

０
０

０
０

投入係数が最も高いのは，非金属鉱業で27．6％,次いで分類不明10%,以下順

に水道，配合飼料，研究，窯業・土石製品，商業と続いている。逆に｢微視的」

投入係数が最も低いのは，不動産業で0．2％，次いで石油製品および不動産賃

貸料の0.4 %となっている。
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Ⅲ 運輸サービスに対する「巨視的」投入係数

産業連関表から計算される運輸サービスに対する投入係数は，産業がその生

産物1単位を生産するために中間消費する量であり，原材料の生産に中間消費

された分を含んだ係数ではない。ある産業の生産物1単位に含まれる運輸サー

ビスの量は，当該産業が中間消費する分だけではなく，その原材料を生産する

ために中間消費された分をもすべて積算した量である。当該産業の生産物1単

位を生産するために直接的および間接的に中間消費された運輸サービスの投入

量を「巨視的」投入係数と名付け，前節で述べた「微視的」投入係数と区別す

ることとする。

運輸業が特定の産業にとって如何に重要であるかは，この「巨視的」投入係

数によって測ることができる。運輸業それ自身に対する振興策もさることなが

ら，運輸業の貢献度の高い産業の成長は，必然的に運輸業の成長をもたらすこ

とになる。

さて，産業’の「微視的」投入係数を(A)jで表わす。ここに,Aは投入係

数行列である。したがって, (A)jは行列Aの第’列を表わす。

産業jがその生産物1単位を生産するために中間消費する投入物の量は

(A)j = A・ej

で与えられる。ここに，giは第2要素が1,他の要素がすべてOである列ベク

トルを表わす。運輸業を産業／とするならば，第j産業がその生産物1単位を

生産するために直接的に消費する運輸サービスの量は( A)jの第／要素であり，

これを

/(A)j

と表わすこととする。

次に，第2産業が中間消費した投入物に含まれる運輸サービスの量を求める

には，それら投入物を生産するために中間消費された運輸サービスの量を計算

しなければならない。投入物を生産するために中間消費された運輸サービスの
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量は各投入物に対する中間消費量を合計したものであり，次式で与えられる。

/{A・(A),} =/(A2ei)

この運輸サービスの量は，各投入物が生産される段階で中間消費された分であ

り，投入物の生産に中間消費された原材料に含まれる運輸サービスの分は含ま

れていない。

各投入物を生産するために中間消費する各原材料の量は

A(A)j = A2gj

で与えられる。したがって，これら原材料を生産する段階で中間消費される運

輸サービスの量は次式で与えられる。

/[A{A(A)j}] = /(A3gj)

更に，これら原材料を生産するために中間消費された投入物を生産する段階

で中間消費される運輸サービスの量は次式で与えられる。

/(A[A{A(A)j}]) = J(A4gj)

原材料の原材料，そのまた原材料という具合にこのプロセスは無限に続き，

各段階で原材料の生産のために中間消費された運輸サービス量の総計が，当初

に生産された生産物1単位に含まれる運輸サービスの量であり，これをSで表

わすと，次式で与えられる。

S = /(A'gj +A2gj+A3g､A4gj+ ･･……･)

= /{(A1+A2+A3+A4+…)gj }

小括弧内の無限級数和は，産業連関分析における逆行列の展開式

(I一A)-! = I+A'+A2+……

より，次式

(1-A)-1-I = A'+A2+……

が導かれ,Sは結局次式で表わされる。

S = /[{(ノーA)-1-1}･ gj]

これが，求める「巨視的」投入係数の計算式である。中括弧内は逆行列表の対
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角要素から1を差引いた表を表わし，大括弧内はその表の第j列を意味し，し

たがって,Sはその第2列の第／要素となる。云いかえれば，運輸業を除く各

産業の運輸サービスに対する「巨視的投入係数」は，逆行列表において運輸業

に対応する行の数値で与えられ，運輸業の総自家消費分は逆行列表から得られ

る数値から1を差引いた値で与えられる。

昭和55年の産業連関表（72部門表）から運輸サービス（自家輸送を含む）に

対する「巨視的」投入係数が0.1を超える部門を選べば第4表のようになる。

非金属鉱業ではその生産物の実に3分の1が運輸サービスで占められている

第4表 運輸サービスに対する「巨視的」投入係数の高い産業

（各産業の生産物1単位に含まれる運輸サービスの割合）

産 業 ｢巨視的｣投入係数 ｢微視的｣投入係数順位

非 金 属 鉱 業

分 類 不 明

運輸(自家輸送除く）

目 家 輸 送

窯業 ・ 土石製品

配 合 飼 料

畜 産

精 穀 。 製 紛

研 究

石 炭 製 品

と殺・肉・酪農品

製 糸 。 紡 績

化学肥料 ・ 農業

製 材 ・ 木 製 品

土 木

事 務 用 品

建 設 補 修

0．276

0. 100

0. 129

0．088

0．061

0. 068

0. 042

0．047

0．064

0. 044

0. 013

0.041

0．032

0. 036

0．039

0．023

0．037

0. 336

0．178

0．173

0．162

0．160

0.139

0．128

0．119

0．118

0．115

0．113

0. 110

0. 110

0．108

0．106

0．102

0．100

１
２

３
４

５
６

７
８

９
０

１
２

３
４

５
６

７

１
１

１
１

１
１

１
１
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ことになる。分類不明が第2位で，その生産物の17．8％が運輸サービスから

なっている。以下，運輸，自家輸送，窯業・土石製品と続き，窯業・土石製品

では運輸サービスの割合が16％である。

第3表と比べると，水道と商業を除けば，「微視的」投入係数の高い産業が

「巨視的」投入係数の順位表でも上位9位以内を占めているが，10位以下では

比較的低い「微視的」投入係数の産業が軒並み10ないし11％台の高い｢巨視的」

投入係数をとっている｡

特に，畜産は「微視的」投入係数がわずか0.042であるが，「巨視的」投入

係数が0.128と実に3倍強の大きさとなっている。これは畜産の主原料である

配合飼料に起因している。また，この畜産を主原料とすると殺・肉・酪農品で

は，「微視的」投入係数がたった0.013であるのに「巨視的」投入係数が0.113

と約9倍にも膨張している。同様に，畜産を原料とする製糸・紡績でも0.110

と3倍弱の大きさとなっている。

窯業・土石製品において運輸サービスの割合が16％と高いのは，「微視的」

投入係数が大きいことと，その主原料が非金属鉱業であることに依る。また，

この窯業・土石製品を原料とする土木や建設補修でも，運輸サービスの割合が

10％台と高くなっている。

次に，運輸サービスに対する「巨視的」投入係数が0．05以下の部門を選べ

ば第5表のようになる。

運輸サービスに対する「巨視的」投入係数の低い産業は，運輸業や商業，研

究調査などと異なり，直接的にも間接的にも運輸サービスと関わり合いの少な

いサービス業に多い。

不動産・賃貸料を筆頭に，不動産業，金融・保険，教育，都市ガス，通信な

どがある。これらの産業はこれからの高度福祉社会および高度情報化社会にお

いてその成長が大いに期待されるにも拘らず，運輸業には余り貢献しない産業

であるといえる。
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第5表 運輸サービスに対する「巨視的」投入係数の低い産業
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位
５

６
７

８
９

０
１

２
順

６
６

６
６

６
７

７
７

産 業 ｢巨視的｣投入係数 ｢微視的｣投入係数

保険・社会保険機関

通 信

都 市 ガ ス

教 育

金 融 。 保 険

煙 草

不 動 産 業

不動産 ・ 賃貸料

0．048

0．046

0．042

0. 030

0. 030

0. 024

0．014

0. 010

0. 014

0. 027

0. 012

0. 015

0．010

0．008

0. 002

0. 004

Ⅳ 鉱エ業の成長と運輸業の盛衰

運輸サービスに対する「巨視的」投入係数の高い産業では，その生産物に含

まれる運輸サービスの割合が大きい。したがって，このような産業，特に鉱工

業が成長すれば，それに伴って運輸業も進展するが，逆に成長が鈍化すると衰

退する。

鉱工業の中には成長する産業もあれば停滞する産業もある。軽電機器，自動

車，精密機械，建築 土木，建設補修などは成長する産業に属し，製糸・紡績，

織物，基礎化学製品，石油化学基礎製品，化学繊維原料などは停滞する産業に

属している。これらの産業について，運輸サービスに対する「巨視的」投入係

数を調べれば，第6表のようになる。

繊維および化学関係の産業の運輸サービスに対する「巨視的」投入係数は相

対的に高く，建設関係の産業の係数に匹敵するが，軽電機器・自動車・精密機

械の係数は相対的に低い。したがって，成長する産業が全体として停滞する産

業の成長を充分上回る成長を遂げるならば，運輸業も進展するであろう。
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第6表 特定の産業の運輸サービスに対する「巨視的」投入係数
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運輸サービスに対する「巨視的」投入係数産 業

電 機

動

密 機

器
車
械

築
修
木

軽
自
精
建
建
土

９
５
０

５
０

６

５
６

６
９
０

０
０
０
０

０
１

１
ｂ
旬
■
●
●
■

０
０
０

０
０

０

成
長
す
る
産
業

一
停
滞
す
る
産
業

設 補

基 礎 化 学 製 品

石油化学基礎製品

化 学 繊 維 原 料

製 糸 。 紡 績

織 物

８
８
２

０
２

８
７
８

１
８

０
０

０
１
０

０
０
０

０
０

V む す び

運輸業が各産業の生産活動にとって如何に重要であるかを測る尺度として運

輸サービスに対する「巨視的」投入係数を考えた。国が行使する産業政策が運

輸業の成長を促進させるものであるか否かは，この「巨視的」投入係数によっ

て伺い知ることができるであろう。

ある産業の生産物に対する貿易政策が運輸業に有利に作用するか否かも，こ

の「巨視的」投入係数によって知ることができるであろう。この「巨視的」投

入係数は，いわば，産業連関表における雇用係数に対する「運輸サービス係数」

である。
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アメリカ海運業の発展における海運政策

一自国

日
日

宏田

I

海運業は変転極まりない産業である。古来より自由競争が支配しており，国

際間の競争が一般的な産業でもある。また同時に海運業は，近代国家にとって

貿易との関連においても，国際収支の点からも重要産業であるというばかりで

なく，国防上の観点から政府の干渉が加えられることも多い。政府の干渉が例

え海運業に対する保護・育成という形態をとろうとも，時として海運企業の自

立的，機動的な運営の妨げになることもある。一般的に言って，私企業の発展

にとって国家権力の介入は功罪相半ばするものである。短期的にみると国家の

介入が私企業の成長を促進したり，危機に瀕した情況を救うことはよく観察さ

れるところである。しかしながら長期的にみる場合，必ずしも正の側面だけで

はなく，企業の活力を奪ったり，情況の変化に即応できないような事態を招来

するようなこともある。

例えば，イギリスのキュナード・ラインとアメリカのコリンズ・ラインを比

較する時，両国政府のとった政策に大差がないように見えようとも，両国のお

かれた環境の差異を考慮するならば，二船社の発展に大きな影響を与えたこと

はすぐ理解されるであろう。19世紀のアメリカにおいては，自由放任を旨とす

る政策が行なわれ，とりわけ海運において顕著であった。政府の海運業に対す

る関心は僅かに国防の観点によるものを挙げうるのみで，効果からみる限り海

運政策と呼びうるものは実質上，存在しなかったと言って差し支えない。

一般に，国家政策と企業行動との相剋という場合，国家政策が企業行動に干
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渉し，制約するというように理解されるであろう。しかし全く逆に，助成ない

し保護が必要とされる情況下に消極的な対応をする国家と，それを求める企業

との関係もまた同様に把握してもよいと思われる。また国家政策と現実の経済

社会の政策に対するニーズとの乖離という一般的な観点から接近することも

可能である。本稿はそのような問題に対する一事例を提供するものである。

言うまでもないことであるが，19世紀，特にその後半以降，海運業において

は蒸気船の導入が急速に進められていくが，当時の蒸気船は運賃収入だけでは

利益をあげえない存在であった。そこに政府の介入する，あるいは活躍の舞台

が与えられるのである。その際，イギリスとアメリカは全く異なった反応を示

した。イギリスが早い時期から積極的に助成を進めたのに対し，アメリカはそ

の外交政策もあって助成にきわめて冷淡であった。このような差異が，いかな

る要因によってもたらされたかを，19世紀後半という海運業における技術革新

が急速に進行しつつあった時期に重点をおいて検討するのが本稿の目的である。

一応考察対象を，1850年から1914年，南北戦争前から第一次大戦までの時期と

し，海運業のなかでも海運政策の意図が最も顕著にあらわれる外航海運 特に

北大西洋航路の定期蒸気船を中心に取り扱う。

Ⅱ

まずアメリカの造船業の情況を概観しておくこととする。19世紀中葉，この

時期アメリカはヨーロッパ諸国に対して技術的に優位にたっていたという認識

が一般的である。帆船が未だ航洋海運において優位を占めていたこの時期にお

いて，アメリカは特に木製帆船の建造においては，経済的にも技術的にも世界

をリードする立場にあった。
（1）

アメリカの優位を分析すると，次の三点があげられる。1）船舶建造に適し

( 1 ) HUTCHINS, John G. B., " The Declining American Maritime lndust-

ries : An Unsolved Problem, 1860-1940,'' Joz"れaZ qf aor'omic HZstory,
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た木材資源が潤沢であった。ヨーロッパではすでに資源が枯渇しており，アメ

リカはほぼ50年前のヨーロッパの水準であった。2）帆船の設計技法において

優れていた（クリッパー船が好例)。3）カリフォルニアでゴールドラッシュが

起こり，人員・資材の輸送のために外洋を航海する大型帆船に対する需要が急

増した。

このように19世紀中葉においてアメリカ造船業は確かにヨーロッパに優って

いたが，そのような情況は一時的ないし短期的なものであって，長期的・構造
（2）

的なものではないことに注意する必要がある。しかもアメリカが優位を持って

いたのは，技術のライフサイクルから言えば，すでに成熟段階に到達していた

木製帆船についてのものである。アメリカがそのような技術を，ある意味では

完成させるのに有利な情況にあり，また完成に貢献したことは明らかであるが，

それが爾後の発展を約束するものではなかった。

具体的に建造量の数字でみてみると，19世紀中葉，1847年から1857年の11年

間に，イギリスは1, 757, 000総トンの帆船を建造したのに対し，アメリカは実

に3, 390,000総トンを建造した。19世紀後半以降の発展をみると，アメリカは

各種の船舶を合計して1855年が583,000総トン，1860年に215, 000総トン,18

86年では95, 000総トンに低下している。これ以後建造量は回復するが, 1908年

を除けば第一次大戦の造船ブームの時期まで1855年の水準を超えることはなか

った。しかも両大戦間期になると，イギリスは言うにおよばず，ドイツ，フラ
（3）

ンス，日本にも抜かれる有様である。

1850年から南北戦争が終結する1865年の期間は，船舶の技術革新の面では鉄

製蒸気船が実用化され，石炭消費量を削減させる二段膨張機関が航洋船にも搭

載される時期にあたり，多くの航路で蒸気船が帆船とコスト面での競争を挑む

Vol．VI, Supplement, 1946, p. 110

(2) Ibjd.,p､110.

( 3 ) Ibid. , pp. 106-107.
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ことになった。ところがアメリカ造船業には木製帆船の建造で事足れりという

風潮がのこっており，船体材料と推進方式との両面で遅れをとっていたといえる。

こうした姿勢を造船業がとっていたのは，以下に述べるように鉄製蒸気船建

造には不利な情況があったためではあるが，アメリカ海運の特性にも関係があ

る。アメリカに船籍登録されている船舶のうち外国貿易に従事するものは時期

によって異なるが，およそ半分である。逆にいえば沿岸，河川，湖上，等の国

内輸送の占める比率が高いのである。従って造船業にとってこれらの輸送に適

した船舶の需要に依存するだけでも一応の存立が確保されるのである。外航海

運が需要する船舶は，外国建造船の登録が規制されていたので，コスト面での

競争にさらされることもなかった。それゆえに船籍法はアメリカ造船業の保護

には役立っても，海運業の育成には大きな障害要因となっていた。

19世紀後半のアメリカ造船業の情況をまず木製帆船についてみると，あれほ

ど豊富であった造船用木材にも不足傾向がみられるようになり，メイン州での

貨物船建造単価はトンあたり1860年の50～60ドルから, 1870年には65～80ドル
（4）

へと上昇した。

賃金水準でみてもアメリカは高く, John Roach & Son'sのチェスター造

船所の賃金と比べてスコットランドのクライド地域は約44％低いと見積られて

いる。労賃は全造船コストの40～50%を占めるから非常に大きい差である。鉄

製船舶の造船資材である鉄板も同造船所で1ポンドあたり2％～3％6セント

であるのに対し，イギリスでは3／4～7／8セント安いとみられる。アメリカ

では労働節約的器械の使用や他の節約をいれてもイギリスより鉄製蒸気船の建
（5）

造費が25～35％高くつくことになる。

( 4 ) HUTCHINS, John G. B., TFDe Ame"cQFz Ma"Zime I"dust"esa凡d

IPubZjc PoZiCy, 1 89-1914 .･ A〃欧o"omic HZstoF･y, ( 1st ed. 1941) , reprinted

ed、1969, New York, p.389.

(5) Ibid., p.455.
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1870年代，デラウェア川は「アメリカのクライド川」とよばれるようになっ

ていた。確かに質ではスコットランドのクライド川と肩を並べる造船工業地帯

になったが，量的には遠く及ばなかった。しかも造船所に投資された資本の利
（6）

潤は，他の企業の6％に対し通常3％にしかならなかった。

Ⅲ

アメリカ海運業にとって19世紀後半は，海運企業がこれまでにない発展を遂

げた期間であるが，同時に造船業の優位に陰りがみえ，さらにはヨーロッパ諸

国の海運に差をあけられるにいたり，衰退の局面にはいったとも考えられる時

期である。アメリカの商船登録トン数は，1850年の3, 536,000総トンから1914
（7）

年には5,861,000総トンへと66%の伸びを示しているが，外国貿易に従事する
（8）

船舶は同一時期に2,379,000総トンから1, 066, 000総トンに減少している。同

時にアメリカ商船隊の積取比率も急減しており, 1860年には輸出入価額の66.5
（9）

％を輸送していたが，1898年には僅か9％にとどまった。

このような事態に立ちいたった要因として次のような南北戦争の影響があげ
（10）

られる。1）南軍による北部諸州の商船の破壊。2）北軍による商船の徴用。

3）危険を避けるための海外売船。4）南部綿工業地帯が戦争による打撃をう

(6) TYLER, David B., Z7zG Amer･jca凡ayde f A HZstor,y Q/ Iro〃α"d

SteeZ SんjpbujZdmg o" tﾉze Delauﾉαr､e /r･orn Z8" to Wo'･ld Wqr･ I, Delawa-

re, 1958, p.110.

（7）1865年と1868年の間に統計基準の変更があるので正確な比較は困難である(MIT-
CHELL, B. R. (ed.), Irzte『凡α"o凡aZ HZstor･jcaJ Stα"stjcs .･ TWze Ame"cas

a凡d AIJstmZqs", London, 1983, pp. 692-708)。

( 8 ) HUTCHINS, "The Declining American Maritime lndustries, '' p. 107.
(9) Ibid., p.108.

(10) ALLIN, Lawrence C., "The Civil War and the Period of Decline :18

61-1913,'' in KILMARX, Robert A．(ed.), Ame"cQ's Ma死"me Le"cy .･

A HZstoFy q/ t/'e u S. M台『cんα凡tMaｱmeα凡dSんjpbujZdj"9 1"dust y SmF

ce "Zo"jqJ Times, Boulder, 1979, p､66.
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けたことによる輸送需要の減少。

アメリカは南北戦争によって商船隊の大量喪失や輸送需要の減少をみただけ

ではなく，イギリスを中心とするヨーロッパ諸国に有利な情況をつくりだした

のである。海外に売却された船舶を取得したのは大抵イギリスであり，南北戦

争中アメリカの輸出入物資の輸送にあたったのもイギリス船であった。また戦

争中に船舶を失った者で戦後再び船舶に投資した者は少数であり，ほとんど他
（11）

産業へ資本とともに移っていった。こうしたことからすると南北戦争は世界海

運におけるアメリカ海運業の地位を低下させたのみならず，アメリカ国内にお

ける海運業の地位をも悪化させ，資本や優れた企業家の吸引を困難にする情況

を生起させたのである。

19世紀中葉アメリカ海運業が有利であったのはヨーロッパ諸国で外国籍船舶

の登録を規制する政策がとられていたため，廉価なアメリカ製の木製帆船をヨ
（12)

－ロッパ諸国は使うことができなかったためである。この点に関しても，鉄・

鋼製の帆船ないし蒸気船に移行するにつれて，もはやアメリカの優位は失われ

たのである。

次にアメリカ海運業が南北戦争後，木製帆船から鉄・鋼製蒸気船への移行に

遅れをとった要因を検討することにする。言うまでもなくアメリカ国内の造船

業が蒸気船，中でも鉄・鋼製蒸気船の建造において技術的にも，コスト的にも

ヨーロッパ諸国に劣っていた情況がまずあげられる。第二に蒸気船海運への移

行期に適切な海運政策がとられなかったことが指摘されねばならない。この時

期の海運政策の対応としては，船籍登録の制約をもうける方策と，補助金支給

の二つが考えられる。前者は造船業の保護を目的としたものである。ここでは

海運業の助成策として補助金支給を採用したアメリカ海運政策の有効性を検証

するために，19世紀後半の北大西洋航路における定期蒸気船の運航についてみ

(11) Ibid., p.66.

(12）イギリスでは船籍登録を規制していた航海条令は1849年に廃止された。
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（13）

ることとする。史上有名なアメリカのコリンズ・ラインとイギリスのキュナー

ド・ラインの競争の進展過程に当時の英米両国政府の海運政策に対する取り組

み方がよく現われている。

イギリスが蒸気船海運を育成し，戦時の必要にも備えるために定期蒸気船航

路に補助金を支給したのは，1837年にP.&O・の前身であるPeninsular Ste-
（14）

am Navigation Companyに年額29, 600ポンドを与えたのが最初である。北
（15）

大西洋航路のキュナード・ラインとは1839年に補助金支給契約を結んでいる。
（16）

1849年には年44航海に対して年額145, 000ポンド( 705,000ドル）支給されて

おり，キュナードは1850年までにニューヨークで1 18, 000ドル，ボストンでは

63,000ドルの貨物運賃収入を得ていた。こうした事態に，アメリカ国内では蒸

気船が就航する以前にもっていたアメリカの威信を取り戻す必要があるという

世論がまき起こつ(鐙そうした声に応えるかたちで北大西洋航路に参入するの
がコリンズ・ラインである。

コリンズ・ラインはニューヨークのE. K. COLLINSが創設した船会社で，

1847年11月1日，ニューヨークとリヴァプールの間に，5隻の優秀蒸気船をも

(13）正式名称は, United States Mail Steamship Companyである。

(14）アメリカでは1845年に郵便輸送に補助金を支給する法令が議会を通過し，1846年

にEdward MILLSに支給されたのが，最初である(HUTCHINS, TWDGAme"ca凡

Ma"ttme I"dust"es a"d RLb"c Po"cy, p. 351) .

(15) KIRKALDY, Adam W., B『此jsﾉZ SIMpping Its Histofy, 0屯α凡jsα〃o〃

αｱzd ImpoFtq"ce, London, 1914, pp. 56-57, 74.

(16）イギリスの場合，海外への郵便料金だけでは補助金額をまかなえない情況であっ

た。例えば，1864年に15,341ポンドの郵便料収入に対し，キュナード・ラインー社の補

助金だけで政府は35,586ポンドを支出した(TYLER, David B., Steam a凡q必

er.StﾉzeA"α'ztic, (1st ed. 1939), reprinted ed. 1972, New York, p.341.) .

(17) HYDE, Francis E., Q"α砥α刀dtﾉzG No7･tﾉzA〃α凡〃c, 18"-Z913 .･ A

HistoアツQ/Sﾉz加pmga凡dFmα"cjqZ Ma凡αまme"t, London, 1975, pp.36-37

両大戦間期，ドイツが北大西洋航路に巨額の運航損失を補填する補助金を支給して定

期蒸気船運航を維持したのは，ナチスドイツの威信をかけて国威発揚を主たる狙いと

していた。
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って年20航海の定期船航路を開設する契約を結び，一航海あたり19,250ドル，

年額385,000ドルの補助金を得ることになった。コリンズは1850年, A7'c"c,

Ba/"c,A"α""c, PGcj"cの4隻で運航を開始した。すべて木製で，外車を装

備していた。当時すでに鉄製の船舶が実用化されていたが，アメリカ国内では

鉄材が高価であり，3,000総トン程度であれば木製で十分建造可能であり，木

製なら船体に関しては帆船の技術の延長上にあったためである。スクリュー・

プロペラによる推進はアメリカではいまだ一般的といえず，振動や漏水によっ
（18）

て不快な事態を生じるのを避けたのである。

先発のキュナードの蒸気船もこの時期はすべて木製外車蒸気船であったが，

コリンズの方が1,000総トン程大きかった。それだけではなくコリンズは高速

力で航海日数を短縮し，航海の快適さを売り物にすることによって貨客の吸引
（19）

をはかった。ニューヨーク・リヴァプール間の両社の航海日数をみると，東航

・西航ともにコリンズの方が少ない。例えば1851年の後半におけるコリンズの

東航平均所要時間は，11日と8時間で，キュナードの12日9時間より1日以上
（20）

少なかった。

コリンズは議会へのロビー活動によって，1852年補助金を年額853, 000ドル

に引き上げさせるのに成功したが，コリンズの運航成績は不良であった。運航
（21）

収入では表1に見られるように，両社の運航回数の差と競争を緩和させる協定

の存在を考慮に入れると大きな相違はみられない。輸送実績をみてみると，郵

便物輸送ではキュナードがコリンズを引き離していた。1851年にキュナードは

2,613,000通の郵便物をはこんだが，コリンズは843,000通に過ぎなかった。

(18) TYLER, Steam Co7zquers tﾉzEA〃α"tic, p.234.

(19）コリンズの出現によってキュナードは年額30,000ポンドの収入を失っている

(HYDE, op. cit., p.37)。

(20) LINDSAY, W. S., HZsto y q/ MをFcﾉZα九tSﾉzjppmg a"d AFLcjg"t "m/
meF･ce, Vol. 4, (1st ed. 1876) , reprinted ed、1965, New York, pp.601-602.

(21）従来激烈な競争の側面のみが強調されてきたが，両社間の協定についてはHYDE,
op. cit., pp. 39-45を参照。
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表1 北大西洋航路からの収入
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コリンズの収入キュナードの収入 合 計

62，351塁

141,402

162, 707

215,733

219,227

1850

1851

1852

1853

1854

115,485f 9s

218,729 5

233;477 2

323,50910

311.68513

ｄｏ
１

６
６

３
１

16s Od

l9 0

12 1

14 9

8 11

177,838足

360,132

396,184

539,:243

530,913

5s 10d

4 0

14 7

5 3

2 2

注 ：1850年から1852年までは1月1日から12月31日までの数字で, 1853年からは4

月1日から翌年の3月31日までのものである。

出所: HYDE, Francis E.,Q"Da7d and "e NNoftﾉzA〃α几〃c, 1840-Z9":A

HjstoアツQ/SﾉDjppj"ga凡dFma凡cZqZ Mtmqgeme"t, London, 1975, p.42.

旅客輸送では，高速性と快適性でコリンズが優っていたので，1852年の最初の

11ヶ月間にコリンズが4,306人を輸送したのに対して，キュナードは2,969人
（22）

にとどまった。

表2に示すようにコリンズの運航収支をみると，多額の損失をだしており，

1852年の補助金増額を考慮に入れても赤字が続いたことがうかがえる。その理

由として第一にあげられるのは高船価である。その要因として次のようなもの
（23)

があげられる。1）木造船としては経済的にも技術的にも限界に近い大型船と

した上に，高性能を追求した。2）戦時には重い大砲を搭載可能な設計にする
（24）

ように海軍当局から求められていた。3）労賃が高くついた。4）アメリカで

(22) ALBION , Robert Greenhalgh, TJle Rjse q/ NNeuノYoF･虎恥F､t, 1815 - 18

6q (1st ed. 1939), reprinted ed. 1970, Newton Abbot, p.328.

(23) HUTCHINS, TJIG America凡Ma"time I"dustJ･jes a"d Pub"c PoZjcy,

pp. 355-356.キュナードの同型船, As", A/ricaの船価は約1/4安かつた(ibid.,

p.356)｡

(24）建造に際してはC・PERRY准将が戦時には巡洋艦として使えるように派遣され
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表2 コリンズ・ラインの運航収支
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支 出

賃金・賄費

燃料費

機器類の修繕費

機器類の特別修繕費

通常支出

保険料

利 子

年7％の減価償却費

計

8, 845.O4ドル

8，612．28

4，571．90

4，643．00

12，76273

8，904．64

8，438．00

8，438．00

65，215．59ドル

収 入

旅客運賃収入

貨物運賃収入

逓送補助金

計

一航海あたり平均損失

２
４

０

９
４

５

２
７

２

Ｌ
Ｚ

９
２

１

65ドル

20

00

48，286．85

16，928．74ドル

注 ：1851年12月15日付報告書。ニューヨーク・リヴァプール間の28航海について実際

の収支に基づくA"α兀匝c, Pac"c, Ar､ctic, Ba雌c4隻の一航海あたり平均

額。

出所: TYLER, David B., Ste@m a凡qIﾙer.stんGA〃α〃"c, (1st ed. 1939), re-

printed ed、1972, New York, p.390.

もっとも建造コストの高いニューヨークで建造した。

その結果，金利・償却負担を増大させた。

さらにコリンズはキュナードに比べて高速を売り物にしていたから，当然の

た。コリンズ・ラインは甲板を厚くするように求められたが，それでなくとも重い船

体の重量増加を嫌って，うまくこの要求をかわした(HYDE, op. cit., p37)。
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ことながら石炭消費量が多く燃料費が嵩んでいるのも一因であった。それだけ

ではなく速力をあげるために機関に負担がかかり，故障が頻発していた。その
（25）

ため毎航海後かなりの修理をおこなっているという噂まであった。キュナード

は速力を犠牲にしても定期運航を目指す方を選んだ。キュナードの運航収支を

示すことはできないが，配当を継続していたのに対し，コリンズは8年の間一
（26）

度も配当することはなかった。

コリンズの挫折の直接原因は相次ぐ海難であった。1854年に衝突事故でA"c-

"cを失ったのに続いて，1856年には濃霧のなかを航行中のPac城cが，氷山

に衝突したのか行方不明になった。" ""cの事故の後すぐに議会は補助金を

1 850年の最初の契約額へ減額することを決定し, 1858年には完全に支給を停止

させた。その結果，コリンズは所有船舶を売却し，定期船運航から撤退を余儀
（27）

なくされ，会社自体，崩壊するにいたった。

コリンズの海難をたんに偶発的なものとかたづける訳にはいかない。コリン

ズがキュナードに対抗するために，当時としては高速で運航し航海日数の短縮

を重要な戦略としていたことと無関係ではなかろう。事故の内容をみると無謀

とも思える運航形態が浮かび上がってくる。交通輸送機関にとって安全は重要

なサーヴィスであるにもかかわらず，他に競争手段をもたない場合，速さを追

及するために安全が犠牲にされる。その結果，人命や財貨が失われるだけでは

なく，企業の生命も奪われるのである。

しかしながら，コリンズの失敗をたんに一企業の経営戦略の誤りにのみ帰す

ることもできない。イギリスに比較して，蒸気船建造コストに大きな格差があ

る以上，イギリス政府と同程度の補助金支給だけでは解決できない事態に対

して，造船業の保護を継続しながら，ある意味では安易な手段で立ち向かおう

７
Ｊ
』

５
６

７
２

２
２

く
く
く

ALBION, op. cit. , p. 328.

Ibjd., p､330．

HYDE, oP. Cit., pp. 38-39
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としたアメリカ政府の対応姿勢の問題が追及されねばならない。

南北戦争後も補助金支給は続けられたが，いずれもアメリカ海運の競争力を

高め海運企業を育成することはできなかった。

Ⅳ

次にアメリカ政府がなにゆえに海運業，とりわけ蒸気船海運の保護・育成に

熱心ではなく消極的であったのかが追及されねばならない。そのような議論を

するためには，国防上の面と，経済政策の二つの側面から検討する必要がある。

まず国防上の観点，特に海軍力整備の点から検討することとする。考察期間を

通じてアメリカはこの面での政策的配慮が乏しかったことは周知のことである。

HUTCHINSは海事産業の能力と戦時のニーズとの差を「国防上のギャップ

(defense gap)」という用語で示し,これを尺度として南北戦争後の海運政策の
（28）

検討を行なっている。HUTCHINSは本稿の考察期間に関しては1890年を境に

して二つに分けている。HUTCHINSによれば, 1890年以前は国防上のギャッ

プが大きくなく，政策の策定にあたっては経済的効率の方が重要であったとい

う。これに対し1890年以降は海軍の戦術に大きな変化が生じ，特に潜水艦の登

場は艦船の大量喪失をもたらすことになるから，造船能力を拡充し戦時の大量

建造に備える必要があったと説く。確かにアメリカの海運政策をみる限り，近

代戦争における海軍ならびに海上輸送確保の重要性の認識に手抜かりのあった

ことは否めない。しかし事後的に海運政策の評価をすることにも意味はあるが，

むしろ当時の海運政策の決定要因に注目する必要がある。

アメリカは南北戦争によって戦争における海軍力ならびに海上輸送確保の菫

(28) HUTCHINS, "The Declining American Maritime lndustries, '' pp. 110

-119. HUTCHINSの主張は，第二次大戦直後というせいであろうか，海運政策の

担うべき軍事的側面を非常に強調しており，海運業について海上輸送の確保と外貨獲

得の観点からの考慮に乏しい。
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要性を十分認識した筈にもかかわらず，なぜ戦時の備えにおいてこれほどの

手抜かりを犯したのか。一つにはアメリカがヨーロッパ諸国とは大西洋によっ

て隔離されており，ヨーロッパの戦争の国内への影響を，過小評価していたこ

とが挙げられよう。これは南北戦争が内乱であり，対外的な戦争でなかったこ

とも関係しているのであろう。

次いで経済政策の面から海運政策をみることとする。政策策定にあたっては

次のような段階を踏む必要があろう。まず第一に，海運業の情況を的確に把握

することである。第二に，当時進行しつつあった蒸気船海運の発達を促進する

必要があるかどうかについての判断が必要である。第三に，蒸気船海運の育成，

外国海運企業との競争力付与のために補助金を支給するという方策について検

討の要がある。第四に補助金の支給額，および支給方法をどのように決定する

かの問題がある。イギリスのキュナード・ラインと比較した場合，コリンズ・

ラインの補助金は航海回数の差を考慮に入れるとそれほどの開きはない。最後

に蒸気船海運への助成を，海運政策のなかでどのように位置づけるか，さらに

もっと広く経済・外交政策との関連について検討されねばならない。

実行された政策から判断する限り，定期蒸気船航路に補助金をだす以外は，

特別蒸気船海運を助成する政策はとられなかった。例えばアメリカ国内の鉄製

外車蒸気船の建造コストが外国より高くつく情況に際しても，外国建造の船舶

を輸入し海運業の発展に資する方策をとることもなかった。勿論，造船業の保

護との関係もあろう。しかし両産業の利害対立を考慮した上で，外国からの船

舶購入を阻止していたとは考えられない。

1869年に行なわれた議会のLYNCH委員会の調査結果をみると，情況は的確

に把握されていた。同調査は海運業・造船業の窮状は次の四点にあるとした。

1）木製帆船建造は衰退の道をたどっている。2）鉄船建造はまだ未成熟でコ

スト高に悩まされている。3）現在の情況ではアメリカ船主は競争上大きなハ

ンディキャップをおわされている。4）不況地域はニューイングランドの沿岸
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である。

（29）

そこで委員会は十分な保護と補助金支給を強く主張した。しかし，この主張

は従来の方針から一歩もでるものではなく，造船業者にとって有利なものであ

っても海運業者にとってはかえって不利であった。

政策当局の技術革新（この場合は蒸気船海運）に対する姿勢を知る上で，同

じ政府部内の海軍における技術革新の受容情況が参考になると思われる。この

点については，海軍における蒸気艦Wα加，α"0αgに対する取り扱いが好事例で

あろう。1863年ニューヨークで起工された同艦は1868年竣工し，同年試運転

で17．7ノットという蒸気推進艦船の当時の世界最高速力を記録した。しかし’

1869年9月海軍の蒸気機器特別委員会はアメリカ海軍の艦船としては設計が不

適当であるという判定を下した。その高性能にもかかわらず（というより高速

をだすために大型機関を搭載していたがためにかえって）「ほとんど海のガラ

クタ同然」というのが多数意見であった。このためWロ加”"Oagは帆走性能を
（30）

高めるためにボイラーを減らされ，改造後はほとんど活動せずに終わった。

南北戦争における蒸気艦の活躍によって，各国海軍は蒸気推進の有用性を認

識し蒸気艦船を増強していったにもかかわらず，肝心のアメリカ海軍はこれと

は全く逆に帆走艦を選好したのである。これには次のような議会の判断が作用

していた。1）ヨーロッパ諸国で蒸気艦船の実績が判明してからでもよい。2）

帆船に対する根強い愛着。3）世界各地での石炭補給の問題。4）アメリカは

帝国主義的志向をもたないから，海外への侵攻作戦はとらない。

以上の理由から帆走艦こそアメリカ海軍に適したものだという結論を引き出し
（31）

たのである。

(29) Ibid., pp､112-113.

(30) BUHL, Lance C., " Mariners and Machines : Resistance to Technolo-

gical Change in the American Navy, 1865-1869, '' Joz〃"αZ Q/ Amer･jca凡

Histoグツ, Vol.61, 1974/75, pp.703-704.

(31）堀元美『帆船時代のアメリカ(下)』，原書房，1982年，215ページ。
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アメリカ海軍はW"加”"oagが艦船として不適当と判断された同じ1869年

注目すべき訓令をだしている。海軍中将PORTERが．海軍の全艦船はすべて

帆を装備するように命じたのがそれである。同時にまた，海軍艦船の帆走訓練
(32）

を強化し，蒸気航行をやむを得ない場合に限ることになった。これによって蒸

気推進の道を歩み出した海軍もまた帆船へ逆戻りすることになった6

V

アメリカは史上敗れたことのない海軍の伝統をもつ「島国」である。にもか

かわらず，時として十分な海運力を保持する努力を怠たるという弱点をみせる
（33）

国でもある。これは明確で一貫した海運政策の欠如が原因である。しばしば政

策目的が誤って設定され，政府の介入が必ずしも海事産業のニーズに適合して

いない憾みがある。特にこれは海事産業をとりまく環境が激しく，急速に変化

する時に顕著である。またアメリカが工業化を進展していくなかで，相対的に

海運業の収益性の低さが明らかとなり資本にとって魅力ある業種ではなくなっ

たことも関係がある。その結果 優れた企業家が船会社には見受けられなくな

り，それが収益性を低下させるという悪循環を生むことになる。

19世紀後半は船舶技術革新が進展すると同時に，海軍における戦術が技術革

新の影響もあって変貌をとげ，国防上の要求が量的拡大と，質的充実を求める

時期であった。まさにこのような時期にアメリカ海運政策の弱点が露呈するの

である。同時に海軍の艦船整備の情況にも，事態の推移に適合しない弱点が顕

著にみられる。

ただ海軍における技術革新に対する抵抗を，たんにアメリカの技術的後進性

(32) BUHL, op. cit., p.705 .艦長は蒸気航行をした場合，その理由が正当とみな

されないと消費した石炭の代金を支払わねばならなかった(jbid., p､711)。

(33) MORRIS, James M. and Robert A. KILMARX, @4The Shipbuilding
Industry : A Summary of Developments and Commentary, '' in KILMA-
RX, op．cit., pp.256-258.
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ととらえるのは早計である。アメリカ海軍は早くも1814年に蒸気推進の実験を

行なうという先駆者的役割も演じているのである。また〃α加加"oagを海軍で

不採用にしたという側面が強調されるが，当時の水準をはるかに超える先進的

な高性能艦を建造した事実が評価されていない。技術開発能力と技術開発の結

果たる技術革新を受容する能力とは区別されねばならない。アメリカ海軍の場

合，革新的技術の採用を試みる段階まではきわめて積極的である。しかし受容

する段階では逆に消極的行動にでる。よってこの時期の政策の妥当性を検討す

る時，問題にすべきは後の段階である。受容段階で適切な行動をとるように政

策が誘導できなかったのは，アメリカのおかれた地理的条件に安住し，海軍の

あるべき姿を模索する努力を怠ったためだといえよう。

さらに付け加えるならば，蒸気推進の発展からみてあまりにも早い時期に，

換言するなら技術が未成熟な段階で高性能艦を実用化しようとしたために，失
（34）

敗しただけではなく，受容する側に逆に抵抗を生み出したともいえよう。もし

仮にWα加”"Oagが10年後に現われ，二段膨張機関(compound engine)を搭

載できたならば，燃料消費効率の改善により経済的であったばかりでなく，機

関の重量も軽く，機関の占めるスペースが節約できたであろう。当然，鈍重で

あった欠点は解消され，軍艦に要求される機動性も備えていた筈である。しか

し事実は，ヨーロッパ諸国を中心に蒸気艦船の拡充をはかる時期に帆走艦を主

体にするような構成をとることになったのである。

アメリカ海運・造船が19世紀中葉の繁栄から，第1次大戦に至る後退の期間

へと立ち入ったのは，旧来の技術の優位が意味を失う急速な技術革新の時期に，

適切な海運政策がとられなかったことが大きな要因となっている。勿論，海運

政策だけで解決しうる問題ではなく，海運業・造船業の構造全体に関わるもの

(34）先進的な技術の受容の問題は，ブルネルの建造した航洋蒸気船の場合にもみられ

る（拙槁「航洋蒸気船建造における1. K.ブルネル｣，国民経済雑誌，第147巻第6号

（佐々木誠治博士記念号)，1983年, 96-111ページ，参照)。
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である。ただ19世紀中葉の時期に政策誘導がうまく作用しておれば，少なくと

も蒸気船への移行段階はより抵抗なく通過したであろう。

アメリカは帆船から蒸気船への移行にともなって海運業を取り巻く環境が大

きく変貌していく過程において，旧来の環境での適応性が高かったことに逆に

禍されて世界海運に占める地位を低下させる結果となった。いかに順調に事態

が推移しているように見えようとも，その中に危険な兆候を見つけそれに対処

する努力を怠ってはならないという訳である。

本稿ではアメリカ海運政策を国防上の観点からであれ，経済政策の観点から

であれ，検討するに際して財政的制約についてはほとんどふれることができな

かった。言うまでもなく海運政策を実効あるものとするためには，かなりの財

政的負担を強いるものではある。しかしながら，アメリカのとった政策が財政

的理由で不十分なものにおわったとするなら，政府部内でもっと激しい意見対

立があった筈である。やはりアメリカにおいては官民ともに海運業に対する評

価が低く，重要産業とは考えられていなかった，ということができよう。また

本稿の分析が政策立案者の側からの接近にとどまり，海運業あるいは造船業の

側から政策当局への働きかけについては，補助金支給の交渉等の若干の例を除

けば，十分に取り扱えなかった。今後の課題として残したい。





米国海運と" EUSC '' Shipping
-安全保障と便宜置籍船一

東 海 林 滋

「外航海運は，競争のはげしい産業であります。たしかに，アメリカの船主は，便

宜置籍船あるいはいわゆる逃亡船なるものを利用しないで，その代わりに，イギリ

スやノルウェーに船籍をおいたり，あるいはそれらの国の船を長期契約によって利

用することもできるでしょう。われわれも，そのことはよく分かっております。し

かし，その場合には，国家の緊急事態に際して，それらの船を利用することはでき

ません。と同時に，それらの船によってわが国の海運業が脅かされるという状態は，

依然としてつづくでありましょう｡」

1961年6月25日，記者会見の席上，質問に答えて；ジョン。F・ケネディ大
（1）

統領

I 米国海運の「第4の顔」

米国海運の衰退がいわれて久しい。すなわち，第2次大戦が終了した翌年の

統計では，アメリカは4, 088万総トン，実に世界船腹の56.1 %を保有してい

た。上記ケネディ大統領の時代，いわゆるキューバ危機によって東西の冷戦が

一触即発の事態にさらされた1962年においても，その保有量は2，327万総トン，

世界船腹の16．6％を占め，もちろん世界第1位であった。これに対して，ソ

連の商船隊は，当時わずかに468万総トン，世界船腹の3．3％にすぎず，よう

やく世界第11位の地位にあった。しかし，後者はこの危機を転機として船腹の

(1) Naess, E. D., T"e C"" Pα"〃6〃0〃②””"eU': T"eFjgWo"γ＃"2

Fﾉagso/S"ゆ〆"g) 1972, p. 94.
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増強につとめ，両国の保有船腹量は10年後の1972年には順位が逆転した。さら

に10年後，1982年のロイズ統計によれば，ソ連の2，379総トン（第5位）に対
（2）

して，アメリカは1，911万総トン（第8位）にとどまっている。ミサイルや潜

水艦ほどではないにしても，このような数字は，アメリカ国民に潜在的な緊張

感を与えずにはおかないであろう。

ところで，よく知られているように，アメリカは海外に数多くの船舶を所有

している。その多くは，タンカーであって，たとえば1974年々央の統計では，

西欧諸国の保有するタンカーのうち，約4分の1はアメリカ資本（石油会社）
（3）

の所有に属するものとされている。すなわち，アメリカ資本による海外置籍船
（4）

の規模は，1958年末には422隻520万総トンであったものが，その後次第に増
（5）

加して，1977年末には687隻3,396万総トンに達している。上記米国籍船のト

ン数が五大湖その他の国内航路船を含むことを考えると，アメリカの海外置籍
（6）

船は本国籍外航船の2倍（タンカーについては4倍）以上になる。「米国海運」

について論じようとする場合一実は，日本海運も今日それに近いのである

（2）米国船の積取比率は，1980年において「史上最低」の3.6％にすぎない（ただし，

定期船については約26％)。大阪商船三井船舶『海運調査月報』1981．10, 7ページ。

( 3 ) H. P. Drewry (Shipping Qnsultants) Ild.,Woγ〃S""j "g """ F,/ggs

o/ Co""""ce, 1975, p.57, Table 24.

(4) Boczek, B. A., F/αgso/Co""e"jg"ce .･ A" I"""α"0"αノLggaノS "djﾉ, 1962,

p. 25, Table 7. 高村忠也「便宜置籍船の現状とその背景一ボーチェック著『便

宜船籍」から－」（上）『海運」1妬5，3，53ページ第6表。

(5) Frankel, E. G., Reg秘ﾉα〃0〃α"d比〃cjes Q/ AwFe7'jca〃S師""& 1982, p.19,

Table 2-7. 著者によれば，この数字が，公表されたものとしてはもっとも新しい

ものである。なお，この間の数字については，海事産業研究所『諸外国における戦後

海運助成史』1972,134-35ページ，第37表（1963,65および68年末について）， 同

「外国海事情報」N0 362, 1977．4. 25, 23ページ，表6 (1974年末), Nq424, 1979.

2．5，3ページ（1976年末，いずれもMARADの発表にもとづく）などを参照。

（6）1981年々央における米国籍外航船の船腹量は，政府・民間合計856隻1,604万総

トン（うち不稼動船323隻398万総トン）である。Frankel, jbid., pp. 14-15,

Table 2-2.
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（7）

が－こうした海外置籍船の存在を無視するわけにはいかない。

ところが，これもよく知られていることであるが，アメリカの海外置籍船の

うち，その多くはいわゆる便宜置籍船である。すなわち，上記1977年末の政府

発表の数字によれば，リベリア，パナマ，ホンジュラス，キプロスおよび英国

植民地に登録されている米国資本の船は，合計493隻2,581万総トンで，隻数

では全海外置籍船の71．8％，総トン数では76．0％（重量トン数では77．2％）
（8）

に当たる。国際海運市場において，あるいは海運における南北問題を討議する

UNCTADの場において，今日大いに問題になっているのがこの船舶群である。

当然，それはアメリカにとっても海運政策上重要な意義を有する。仮に，米国

籍船隊をアメリカ海運の「第1の顔」とし，全海外置籍船隊を同じく「第2の

顔」であるとすれば，これはまたその「第3の顔」である。

便宜置籍船は，現代の怪物である。人はこの「怪物」に向かって，さまざま

な角度から分析の斧を入れようとしている。そのなかで，地田知平教授は，便

宜置籍を「外国置籍の一場合」にすぎないと規定し，便宜置籍が他の外国置籍

と異なる点は，前者によって得られる利益が複合的かつ大量であること。した

がって，「便宜置籍とその他の外国置籍の相違は，量的であって質的なそれで
（9）

はない」といわれる。しかし，私はこれには賛成しかねるのである。

（7）米国海運の表現法に関連して，ちょっとした挿話がある。1957年3月29日の「ニ

ューヨーク・タイムズ」によれば，国務省は" U. S. Shipping lndustry "の代表

者を招いて, " U｡ S. Shipowners "に対して〔再開後の〕スエズ運河を早急には利

用しないよう注意した，とのことであった。そこで，同日開催された下院商船漁業小

委員会の公聴会において，同委員会のドルーリー(Drewry)法律顧問がこの件につ

いてただしたのに対して，モース( Mors e)海事局長の答えは，「自分はその会合に

は立ち合っておらず，したがって,'上の言葉が" A merican - controlled companies "

を意味するのか，それとも" American- flag companies " を意味するのか全く分

からない」というのであった。Boczek, 01. c"., p. 195, n．22(ただし，同公聴会
の記録をも参照)。

(8 ) Frankel, j6jd., p, 19, Table 2 - 7.

（9）地田知平「海運をめぐる国際関係と日本海運」「国際法外交雑誌』第80巻第6号，

1982．2，21ページ。
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それは，なぜか。少なくともアメリカについて考える場合－そのアメリカ

が，今日世界最大の便宜置籍船の保有国であることは，まぎれもない事実であ
（10〕

るが－われわれは，およそ商船のもつ安全保障上の意義をないがしろにする

わけにはいかない。そもそも，「海運業のもつ決定的に重要な特性( a crucial

characteristic of mer℃hant shipping )は，当該産業の設備が容易に軍用に転
（11）

換しうる点にある｡」もちろん，商船が直接軍事輸送に利用される，その点だ

けが重要なのではない。実際，資源大国のアメリカでさえ，第2次大戦中に，

一般物資の輸入や非連合国向けの「戦略輸送」用に，相当多量の船腹が動員さ
（12）

れたのである。

もし，アメリカが非常事態に立ち到ったとき，現状のような米国籍船だけで
（13)

はたちまちお手上げである。当然，米国人の所有している海外置籍船の利用が

(10)最近のUNCTADの発表によれば, 1982年々央における便宜置籍船のうち，ア

メリカを真の船主国とするものは29．7％：5，867万重量トンである（日本は10．6

％：2,098万重量トン)｡ UNCTAD , ,, Beneficial Ownership of Open - reg -

istry Fleets - 1982 " , TD/ B / C､4 / 255 , 1982．11, p. 3, Table 1． 他方，

便宜置籍国としては，リベリアが71．1％，パナマが26．5％で，この2国で便宜置籍

船のほとんど全部97．6％を占める(p、5, Table3;残りは，キプロス，バミューダ，

バハマ)。ただし，同報告において，1981年以降シンガポール（とくに日本と関係が

深い）が対象から外されている点は，多少問題がのこる。この点，榎本喜三郎「熟ジ

ェヌイン・リンク蝋の迷いと焦り－UNCTADにおける便宜置籍船問題一」『海

事産業研究所報」NQ203, 1983．5, 26-27ページを参照。なお，同年の統計で本国

籍と便宜置籍のほかに，約1,600万重量トン（1977年末）の他の海外置籍船を加える

と，アメリカの船腹保有量は約1億360万重量トン，実質的に世界一である。

(11) Lawrence, S. A., """edS""s Me〃加瀬Sh j""g Po""" "" ん〃〃“，

1966, p. 24.

(12）第2次大戦中，3,500隻に及ぶ膨大な乾貨物船のうち，直接軍の指揮下に入った

のは15％にすぎなかった。残り3,000隻は文民統制の戦時海運管理局(War Shipping

Ad mi nistration)の管理にしたがった℃そのうち外向けの輸送においては，約半分が

軍事貨物を輸送し，残りの60％は連合国向けの援助物資，そしてその残り（外向けの

20％）は非連合国向けの「戦略輸送」に従事した。他方，砂糖など必需物資の輸入量

は外向けの3分の1にすぎなかったが，それでも配船はかなり窮屈であった。Law-

ren", j"d., p，25.

(13）米国籍の船だけでは，米国経済の必要とする輸入量を運ぶのに，ほんの2，3週
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考えられよう。しかし，そのすべてが利用可能であるといえるだろうか。冒頭

に掲げたケネディ大統領の言葉は，その点について否定的である。それでは，

米国政府は緊急時に国家の安全保障に役立つものとして，一体どのような範囲

の船を考えているのであろうか。表題にいう" Effective United States Con-

trolled " mlipping (or Fleet)とは，そうした船を指すものにほかならない。

そして，それがいわゆる便宜置籍船に属するものであることは，これまた前記

大統領の発言から容易に理解されるところである。

このようにして，便宜置籍船は，少なくともアメリカにとっては，他の外国

置籍船にくらべて，単に利益の量が大きいというだけではなく，明らかに質的

な相違がある－と私には思われる。その相違点は，くり返していえば，安全

保障上の利益である。いいかえると，安全保障上の観点から，米国政府が自国

民の保有する便宜置籍船を（何らかの基準に照らして）とらえなおしたものが

l{ E US C '' Shippingにほかならない。われわれはここに，米国海運のいわば

「第4の顔」を見るのであり，本稿はこの「顔」について，アメリカでの議論
（14)

を紹介しようとするものである。

間分の力さえない。KilgOur, J. G､，“Effective United StatesControl？”，ノ0”‐

〃αo/ M"j""e Lα〃α"αCO""Ww, VoI, 8, N0 3 , 1977．4, p.338.

(14）私はさきに，海運政策の法制的側面として，船籍の要件について考察し，その角

度から便宜置籍船の特異性を指摘した。拙稿「カボタージュと船の国籍一海運政策

の法制的側面一」関西大学『商学論集』第28巻第1号，1983．4．本稿はその続篇

に当たる。私としては，前述のように，リベリアとパナマが便宜置籍船の大部分を占

め，他方アメリカがその一番の利用国であることから, EUSCを取り上げることは，

便宜置籍船の特性を考えるうえでかなり重要であると考えている。と同時に，こうし

たアプローチの仕方が，上記地田教授の帰納法的な論理とは，多分に対照的であるこ

とを自覚するものである。

ついでに補足すると，この場合の" shipping "とは，曰本流の「海運」ではなく

（上記論文の注37でも述べたように)，ある範囲の船の集合体をいう。すなわち，た

とえばC. O. D. (6th ed.)によると, " ships, esp. the ships of a country,

port, etc. "であり, "fleet"にひとしい。
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n " EUSC''の形成と政府の態度

まずはじめに, :{EUSC"の概念がどのようにして（政府部内で）形成さ

れてきたか。その点から見ていくことにしよう。すなわち，そもそものはじま

りは，第2次大戦中，前記戦時海運管理局が，その管理下にある米国籍船と外

国籍とくにパナマ籍船とを区別するために，後者について" EUSC"の語を
（15）

用いたのがはじまりである。つまり，それは明らかに大戦の落し子であり，ま
（16）

た米国とラテン・アメリカ諸国との特殊な政治関係を基盤にしていた。

もっとも，戦時中，米国人所有のパナマ船がすべてアメリカの役に立ったわ

けではないし，また，そもそも何人がいかなる手続きによってそのような船を

利用し得たのかも，今日では明らかにするよしもなさそうである。ただ，確か

にいえることは，パナマ籍船は，技術的にも法律的にもパナマ政府の管轄下に

あったのであって，同政府の意思いかんによっては，アメリカよりもパナマ自
（17）

身のためにそれを使用することができたはず，だということである。

しかし，それにも拘わらず, "EUSC''は米国政府部内において，一種の
(18）

「計画概念」( planning concept )として戦後も生きつづけてきた。つまり，

それは何ら法律的な裏付けのない，まさに政治的な行政府独自の概念なのであ
（19）

る。したがって, (! EUSC"の対象範囲は当初は必らずしも明確ではなく，

(15) Kilgour, " op. Cit., " p. 339 ;海事産業研究所『外国海事情報』NO 362 , 1977.
4．25，「リポート：米国海運の現状」23ページ。

(16）米国人所有のパナマ・ホンジュラス・ベネズエラ3国の船は，1946年までは93隻

80万重量トンであった。しかし，同年の商船売却法にもとづいて，これらの船は急増

し，1949年にはリベリアがEUSC Shippingの中に入り，他方ベネズエラは1 959

年にそこから外された。Kilgour, " op. cit ., " pp. 339 - 40．なお，戦後期におけ

る米国船の移籍問題については，山本教授の論文が詳しい。山本泰督「アメリカ海運

政策と便宜置籍船」『国民経済雑誌」第111巻第6号，1965．6。

(17) Boczek, 0P．c"., pp. 193-94.

(18) Boczek, j6jd., p. 190.

(19）概していえば，政府は立法の手続きを経ないで便宜置籍船の支援を政策として採

用してきたことになる。便宜置籍船の問題については，1950年代の終わりに上・下院
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ある時期には，米国人所有の外国籍船〔第2の顔〕はすべて，海軍の所持する

有効支配船のリストに含まれるべき潜在的な適格船である，と考えられていた

こともある。しかし，その後，朝鮮戦争（1950-51）およびスエズ動乱（1956

-57）を経て，1961年頃には，対象ははっきりとパナマ・リベリア・ホンジュ

ラスーいわゆる「パンリブホン」－3カ国の船〔第3の顔〕に限られるこ
（20）

とが明らかにされるようになった。

いま，比較的新しい文献として，ヤンチャーにしたがって, "EUSC"

Shippingの3要件なるものを示すと，それはつぎのようである。

（1）米国市民または法人が所有権の半分以上を所有している船舶

（2）海事局との契約にもとづいて米国籍から外国籍へ移籍された船舶，もしくは戦争

保険契約にもとづいて米国政府が保険を引き受けている船舶
（21）

（3）パナマ・リベリアもしくはホンジュラス籍に登録されている船舶

いうまでもなく，このうちでとくに重要なのは(2)の要件である。それが具体

的にはどのような内容のものであるか。詳しいことは，すでにわが国でも紹介
（22〕

されている。簡単にいえば，海外に移籍する場合の条件として，船主が本船を

の委員会で何回も公聴会が開かれたが，結局何一つレポートも出されず〔公聴会の記

録はある〕，立法化もなされなかった。ロレンスによると，この点は，議会の側から

して行政府に対する不満の一因となっている。Lawrence, 0P. c〃 , p. 323.

(20) Lawrence, j6jd., p. 188. 1961年には，後述するように，海員組合の全国的な

ストライキに対して，タフト・ハートレー法にもとづくスト禁止命令が発動された。

便宜置籍船ひいてはE USC擁護の文書は，政府（とくに国防省）関係者からこの時

期に集中的に発表されている。Naess, 01. c"., pp. 95- 97; Boczek, 01. c"., p.190,

n. 4 ; also Wilson, R、E., " Is the present neet of ' Flags of Convenience '

shippi ng necessary to meet national security requirements under present

maritime operatinglaws？”，Reese，H，C・ed｡, M"℃加" Mg""2助〃"．．

P7'oc"dj"gs Q/オヵg Z5/" Oc " S""j" M""堰g"”＃I"s〃"", 1963.

(21) Jantscher, G. R., B""郵加冗肋eW""s.･ F"eγロノAjds /0＃舵A化”〃加e

I"d"s＃γjgs, 1975 , p､130 ;拙稿「米国内における海運政策批判論」『海運』1 976．9,

30ページ。

(22）山本泰督「前掲論文」とくに47-48ページ；海事産業研究所「外国海事情報』NQ

362，「前掲：現況」24-25ページ。
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有事に際して，商船法第902条に記されている「米国市民所有の船舶」と同じ

条件で，国家の徴用または購入に応ずることを書面で誓約した場合，これが第
(23）

1のケースである。第2のケースは，同様に有事の際の利用を条件に，商務長

官が保険料なしで戦争保険の仮引受を行うのである。おそらく，今日では

(@ EUSC ''船隊の大半は後者にかかわるものと思われる。

すなわち，キルガーによれば，上記の戦争保険仮契約こそが" EUSC"制

度の核心であるという。そして，1974会計年度においては, 105億ドルの戦争

保険が海事局によって承認されており，そのうちの約半分が「外国船」である。

したがって，この年度に米国政府は" EUSC''船隊に対して，約50億ドルの
（24）

保険を引き受けたことになる。

いずれにせよ，このようにして，アメリカ政府は，ハンリブホン船に対して

特別の関心を示してきた。しかし，他方，労働者の側では当然のことながら，

これらの船につよく反対してきたのである。組合の運動方針は，当初は米国船

籍からの移籍に反対するものであったカメ，1950年代の後半になると，移籍すべ

き船も底をつくようになったので，米国船主は船を（日本など）海外で建造し，

便宜置籍を行うようになった。そこで，運動の重点は，米国人所有の便宜置籍

船に乗船している外国人船員を米国の海員組合に加入させる問題に移行した。

(23）ロレンスによると，この場合，船舶の権利証書に有事における政府の利用権が記

入され，その保証として25,000～250, 000ドルの保証金が約束された。L awrence,

叩．α＃., p. 188．このような誓約書は，ゲーツ(Gates)海軍長官の証言によれば，

EUSC概念の" a genuine link "をなすものである。Boczek, 0P. c"., p、192.

(24) Kilgour, @'op. cit., " p_ 340．ただし，このような制度は，大統領によって「国

家非常事態」(national emergency)の存在が宣言されている期間に限定される。こ

の宣言は，第2次大戦後，朝鮮戦争のとき1950年12月16日に発表され，その後数次に

わたって延長されたが，1976年9月14日施行のNational Emergency Act (PL 94

－412）によって，その2年後の1978年9月13日をもって最終的に打ち切られた（は

ず－私のしらべた限りでは－である)。 したがって，もしこの点に間違いがなけ

れば，少なくとも戦争保険の仮引受を伴ったEUSC Shippingは現在は存在しな

いことになる。しかし，新造船の置籍についても船主が誓約すれば，第1のケースが

生きるであろう。後述注40を参照。also, cf. Lawrence, 0P. c"., p、188, n. 51.
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すなわち，組合は，米国に入港中の便宜置籍船に運動員を派遣して，乗組員

による組合加入（組合による代表権承認）の選挙を実施させようとし，全国労

働関係委員会(National Labor Relations Board)に選挙の証明を要請した。

これに対して，船主の側では，外国船内における労働者の組織問題に介入する

ことは，米国政府の管轄権を逸脱するものであるとしてこれに反対し，裁判に

よって争った。この問題は，結局最高裁にまで持ち込まれることになり，1963
（25）

年2月18日の判決によって最終的に船主側の勝利に帰したのであるが，注目さ

れるのは，この間において政府のとった態度である。

すなわち, NLRBは上記の選挙に関連して，いわゆる「コンタクト」の理

論( (! comacts " approach)にもとづき，自己に管轄権があるとする見解を多数

決で決定した（1961年2月)。 この決定を知らされたとき，労働省を除いて，

他の政府機関は－ロレンスによれば－「びっくり仰天」した。というのは，

それぞれつぎのような判断がはたらいたからである。すなわち，

「商務省と国防省とは, NLRBの考え方が米国の労組をして， 米国人所有のパンリ

ブホン船における賃金その他の労働条件につよい影響を及ぼすようにさせ，そのこと

が船主をして船をそれ以外の外国に移籍させることになると，国家有事の際に利用で

きる可能性ははるかに乏しいものになる，としてとくに心配した。また，国務省は，

NLR Bの決定は，到底支持しがたい域外管轄権を主張したものであり，それは諸外

国から見ると，米国が外国の国内問題に今後とも介入してくることの前触れのように

(25）この間のいきさつを（国際関係を含めて）詳しく取扱っているのが，当時「米国

必要船籍委員会」(American @mmittee fOr mags of Necessity)の初代委員長

（1958.11～'61．5）として活躍していたネスの「大論争』である（余談ながら，ネ

スは1952年に2度目の来日をしており，たとえば神戸で川崎造船所の接待を受けたと

きの様子など，そのときの想い出を自伝のなかで興味深く語っている。Naess, A"0-

"o97""jﾉo/ g S""j"9 Mg", 1977, Ch. 17)。その他, Boczek, 01. c"., Ch. 6 ;

Lawrence, oP. c"., pp. 186-87 ; Kilgour, " op. cit., " pp. 341 - 42 ;山内惟介

「国際私法における“便宜置籍船”の問題一アメリカ判例を中心として－」（3。

完）中央大学『法学新報」第82巻第10．11．12号, 1976．9, 41-42, 57-59ページ

を参照。
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解される恐れがある，と考えた。そのほか，さらに予算局としては，こうした決定は

政府に対して，米国籍のもとにある文字どおりの「有効支配』船の運航に対して補助
（26）

金を支給するよう要求する声が一段とつよくなるであろうことを恐れたのである｡」

1961年6月15日，組合は便宜置籍船問題を中心に全国的なストに突入した。

7月3日，ケネディ大統領はタフト．ハートレー法の国家緊急措置条項にもと
（27）

づいて，連邦裁判所にスト禁止命令を要請し,80日間の冷却期間が設定された。

さらに，大統領は上記懸案の問題について閣僚級の委員会を設置し，また司法

次官に命じて，法延助言者として最高裁での訴訟に介入させた。各省は，便宜

置籍船の船主に働きかけて，名のある共産主義者やそのシンパを乗組員からは

ずさせ，また有事に際して米国籍に移す手筈を用意させるなど，「有効支配」
（28）

を確保するために協同して積極的に動いたのである。

当時は，1960年5月にソ連の領内でU2機が撃墜され,62年10月には前述の

ようにキューバ危機があるなど，冷戦が1つの頂点に達した時期でもあった。

その点を割り引く必要があるとしても，われわれはここに，便宜置籍船ひいて

は" E USC '' Shippingに対する－というより，まさしく後者〔第4の顔〕

をとおして前者〔第3の顔〕を見るにひとしい－米国政府の姿勢をうかがい
（29）

知ることができる。と同時に，最高裁も，また大筋では議会も，パンリブホン

(26) Lawrence, 0P. c〃.,p.187． 著者によれば，海事局は船舶の移籍申請を査定す

るのに際して，(1)国防上・通商上の必要性(2)米国の外交上に及ぼす影響，および(3)米

国籍船の競争力に与える影響は考慮したけれども，(4)米国船員の雇用に及ぼす影響に

ついては，これを考慮しなかった。必jd., P. 186.

(27）冒頭のケネディ大統領の記者会見は，この頃のものである。同じ時期(5月26日），

退役海軍少将D. V.ギャラリー( Gallery)氏は海軍連盟(Navy l_eague)で演説し

て，「もしわが国が，これらの船を手離せば，われわれの国防動員計画はそのままホ

ゴになるであろう。･･･…パンリブホン船は〔有事には) " Flags of Convenience "

でも" Flags of Necessity "でもなく, @@ Flags of alrvival "となるにちがいな

い」と述べた。”e""ﾉYり液T"es, 1961．6．21, p. 10 (全面ACFNのキャン

ペーン) ; Boczek, oP. c"., P、191 .

(28) Lawrence, 0P. c"., pp. 187-88.

(29）海洋法会議やIMCOの舞台で，米国が西欧各国の要求を却け，断固として便宜
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船を「国家の防衛上の資源」(nation' s defence resources)と見る点において
（30）

は，政府と意見力:一致していたのである。

m " Eusc ''の信頼性

それでは，いわゆる" EUSC '' Shippingなるものは，有事の際に本当に

アメリカの役に立つのであろうか。もしそうであるならば，無理に補助をして

米国籍船をふやす必要はない。しかし，反対にそうでないとしたら，やっぱり

米国人船員の乗ったアメリカ船をふやす必要があり，そのためには強力な補助

と保護（国旗差別）とが必要となるであろう。I{ EUSC"の信頼性いかんは，

ただちにもって米海運政策の基本方針を左右することになるのである。

いま，この議論を振り返るまえに－はなしが前後するけれども－" EUSC"

船隊の規模について，知り得た数字を掲げると，それはつぎのようである。す

なわち，1962年のはじめについて，ウィルソンは420隻，1,084万重量トンと
（31）

いう数字を示したが，この数字はその後（とくにトン数において）着実にふえ
(32） （33）

つづけ，1970年3月末には394隻，1,841万重量トン，1975年4月には461隻，
（34）

3,200万重量トン，そして1980年10月1日には457隻, 5,020万重量トン（リ

置籍船を擁護したのも，その根本の理由は，安全保障という国家最高の任務にあった

といえる。前掲拙稿「船の国籍」を参照。

(30) Lawrence, oP. c"., pp. 185 - 86, 187 - 88． 議会は立法こそしなかったもの

の，最高裁の決定を－ボナー法の時のように－くつがえしはしなかった。

(31) Wilson, " oP. c"., " pp. 77 - 78． ただし，この数字は便宜置籍船の船腹量に

ひとしいものとして示されている。他方, ACFNは1962年の文書で，パンリブホン

船の85％が有効支配と呼べるであろう，とした。Lawrence, OP. c"., p. 189, n. 52.

(32) 1963, 65および68年末の詳しい数字が海事産業研究所『前掲：助成史』131ペー

ジ，第34表に見えている。

(33）海事産業研究所『外国海事情報』NQ 362 , 1977．4．25,「前掲：現況」25ページ。

(34) Kilgour, " 01. c"., " p. 340．このうち，リベリアの337隻，パナマ116隻に対

して，ホンジュラスは8隻にすぎない。同国は，最近では便宜置籍国の中にも入れら

れなくなっている。
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（35)

ベリア籍とパナマ籍のみ）に達するものとされている。

しかし，実際には，このような<, EUSC"船隊の信頼性が試されたことは，
（36）

戦後を通じてこれまで一度もなかった。したがって, "EUSC''の有効性な

いしは信頼性をめぐる議論は，なかば「水かけ論」的にならざるを得ない。そ

の中で，前述の冷戦期に際して, "EUSC"の有効性を国際法の見地から吟

味したのはボチェッチである。彼の結論によれば，国際法の一般的原則のもと

では，便宜置籍船を支配し徴用する権利は，あくまで登録国にある。しかし，

緊急時においては，船舶の最終的所有権を有する国は,登録国の承諾または黙

認(c onsent or acqui escence)を取りつけることによって，当該船舶を完全に

支配し，または徴用することができる。もし，その船が自国の領海内にいる場

合には，登録国の承諾がなくても，これを徴用することが可能である。他方，

もし本船が公海上もしくは第三国の港内にいる場合には，本船の徴用が正当な

ものと認められるか否かは，置籍国がそれに与え得ないような保護を最終的所

有国として与えることの必要性，およびその場合の動機いかんによって判断さ
（37）

れる，と。しかし，これこそ，国際的に客観的な決め手のない，まさしく政治

的な判断基準といわなければなるまい。

さらに，彼ボチェックの場合，この問題のすべてにわたって決定的に重要な

のは，法律問題よりもむしろ事実問題であって，その場合，便宜置籍船はその

ほとんどが旗国の港には寄港せず，旗国自身は緊張時に際して自国船を支配す
（38）

る力をもたないという事実，この事実が決定的に重要である、という。裏を返

(35）山岸寛「米国海運と政策転換」『海外海事研究」第70号，1981．3，27ページ。

他方, UNCTAD事務局の資料によれば，同年々央における米国所有のリベリアと

パナマ船は合計835隻，6,412万重量トンである。そこで試みに，両者の比率をとっ

てみると，それは隻数において54.7％，トン数においては78.3％に当たる。

(36) Kilgour, " op. cit. ," p. 346 ; Jantscher, 0P. c"., p，131 .

(37) Boczek, 01.c"., p. 207.

(38) Boczek, 0P. c"., pp. 208, 290.
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していえば，このような条件の整った国でないと，便宜置籍国として，とりわ
（39）

け安全保障の見地からはふさわしくない，ことになる。と同時に，このような

条件がみたされている以上，法的には相当の不安が残されているとしても

" EUSC"の有効性は否定されない一一というのが，私の見るところ，きわ

めて現実的な国際法学者であるボチェックの，いわんとするところであるよう

に思われる。

しかし，時代が移って，ベトナム戦争を体験し，第4次中東戦争におけるア

ラブ諸国の戦いぶりを見てきた後では，識者の論調は以前よりもずっと慎重に

なってきている。たとえば，キルガーは，法律面と実際面との双方について

" EUSC"の有効性に疑問を投げかけている。すなわち，彼によれば，これ

らの船の多くは有事に際して第三国の港にいるか，またはそこへ入港しようと

しているであろう。つまり，たとえ，船主が船籍をアメリカに移そうとしても，

(39）実際，これまでにも，いわば「金もうけ」の目的で便宜置籍船ホスト・カンツリ

ーの名乗りをあげながら，一向に利用されないで，すぐに消えていく「泡沫」的な便

宜置籍国がときどきある。たとえば，「アフリカの角」ソマリア（1960年独立）の場

合，1968年の15隻6万総トンから1976年には255隻179万総トンにまで急増したが，

そのうちの多くが中国船であったといわれ，中国との関係が悪化した結果，翌1977年

には31隻16万総トンに激減した（1982年のロイズ統計では，わずかに22隻17,525総ト

ンである)｡ Polytechnic of Central London (PCL) , Transport Studies Group,

F/ggs q/ Co"か師j"" " Z978, 1978, p. 19.

要するに，便宜置籍国として発展（？）しうる条件の整っている国は限られており，

逆にいえば，便宜置籍の利用国は，現代の国際社会の中で，特殊な「きわどい」基盤

と選択に立脚していることになる。そこで，ついでにいえば，上記の中国は, UNC-

TADの前記資料によると, 1982年現在, 131隻300万重量トンの便宜置籍船（ほとん

どパナマ籍）を有している。また，ソ連については，上記のPCLの書物には「ソ連も

パナマに大船隊を有している」（18ページ）とはっきり記されている。実際，ソ連がリ

ベリアやパナマ籍の客船を有し，アメリカ人の専門家を乗せて，カリブ海でクルージ

ングをやっている等の記事が見られたこともある。海事産業研究所『外国海事情報」

Nu257, 276, 280 ; 1974 4. 25, 11．5, 12. 15．ところが，上記UNCTA Dの

資料では「98．9％までが識別された」としながら，ソ連の名を表には出していない。

不思議である。
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そのためには本船を有効に占有していることが必要であり，多くの場合その条

件はみたされていないのである。管轄権をめぐって訴訟が行われ，仮にアメリ

カの船主がそれに勝つにしても，そのためには長い時間がかかるのであり，そ

れだけでも{: EUSC "の有効性を弱めることはたしかである。

そのうえ，たとえアメリカの船主がこれらの船の上に有効な支配力を有して

いるとしても，果たして彼らはそれをアメリカのために行使するであろうか。

" E USC " Shippingの多くは，巨大な多国籍企業に所属している。現に1 973

年の第4次中東戦争に際して，サウジアラビアのファイサル国王はアラムコに

対し，在欧米軍向けにサウジの油を供給しないよう要請したが，アラムコを構

成する米国の石油会社はこの要請を受け入れ，その代わり別のルートで米国の

軍事的要求に応じたのである。

このようにして, "EUSC"の神話が崩れるとなると，米国の世論(議会）

は性急な国旗差別立法によって米国船を復興させようとするにちがいない。そ

して，現にその動きが出ている。これは，世界経済，とりわけ三国間輸送を重

視している米国の古くからの友邦にとって，きわめて不幸なことである－と
（40）

いうのが，キルガーの見解である。

よく知られているように，アメリカの商船法(1936年法）はニクソン政権の

もとで1970年に大幅に改正され，一段と刺激的かつ強化された補助制度が発足

したのであるが，そもそもこの商船法は，ベトナム戦争中，外国人船員がベト

ナムへの物資の輸送に抗議し，これを拒否したという体験から制定が促進され

(40) Kilgour, " op. cit., '' pp. 344 - 47. E USCの有効性について，レイノルズ
の見方もほぼこれに近いといえる。そして，レイノルズは，このほかに，近年では政

府と船主とのあいだの契約の更新が遅延している点を挙げている。Reynolds, C. G.,

" American Maritime Hwer since World War n " , Kilmax, R. A. ed.，

A獅g7･jcg's M"j〃加g Lggncy .･ A "js/07y o/ Mg U. S. A化流〃α" ""j"gα"d鋤幼-

6""d"g I""" s"ce Co/o"jαノTj"", 1979, Ch. 7 , pp. 244-45. 山本泰督

「第二次大戦後におけるアメリカの海運カーレイノルズの論文をめぐって－」『海

事交通研究』第20集，1982，とくに31-33ページを参照。
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（41）

た，といわれている。実際，この法律の第1の推進者であった海事局長ギブソ
（42）

ンは, ｢"EUSC"は理論的にはあるが，実際的ではない」と述べた。政府

部内の考え方も，以前とはちがってきているのである。

もちろん，より細かい実際上の有効性についての議論もある。すなわち，ヤ

ンチャーの場合, " EUSC''船隊は多くがタンカーとバルク・キャリヤーであ

って，直接の軍事輸送にはあまり役立たないが，しかし，経済的な安全保障の
（43）

ためには相当役に立つであろうとして，これを評価した。また，乗組員の問題
（44）

についていえば，1975年当時, F ACS (Fede ration of American Control led

Shipping)の会長が述べたところによると，その所属船隊の乗組員中，職員は
（45）

欧州友好国とくにイタリアの有資格船員が約83％を占めている，とのことであ

り，さらに1980年当時リベリア籍船の乗組員についても詳しい数字が示されて

(41) Frankel, 0p. c〃., p. 46. 1970年商船法は，世界的な不況のために，米国商船隊

を商業的に立ち直らせるのには失敗しているが，安全保障の見地からすると（それに

適した船が建造できた点で）きわめて正当であった，とレイノルズも述べている。

Reynolds, j"d., pp. 244-46 ;山本「同上」33ページ。
なお，ついでながら，戦後日本人船員で米軍に直接・間接に雇用されたもの（ベト

ナム戦争中1969年ごろには約2, 000人）については，篠原陽一「便宜船員の類型と量

的検討」『海事産業研究所報』NQ 156 , 1979．6, 29ページを参照。

(42）海事産業研究所『前掲：助成史」125ページ。Andrew E. Gibsonと1970年商

船法の関係については，つぎの書物にくわしい。Kilgour, J. G. , T"g U. S. M"_

c〃α"/Mα""2:Ⅳ‘〃0"α/M""〃"G Po"cyα"dノ"dzJs" "/ Rg/α〃0"s, 1975, Ch.

11．彼は，船長経験者でかつグレース・ラインの重役であり，労組にも近かった

（現在，デルタ･ラインの社長)。なお，拙稿「前掲：批判論」32ページを参照。

(43) Jantscher, QP｡ c"., p. 130 ;拙稿「前掲：批判論」30ページ。

(44）かつてスターミーは，パンホリブ船の船員中，戦時に使用できるのは7人に2人

との推定を述べた。Sturmey, S. G., B""sh S""j"g "d Woγﾉd Cowzp9〃"0"，

1962, p. 227 ;地田知平監訳:S. G・スターミー『英国海運と国際競争』1965, 284

ページ。

(45）海事産業研究所『外国海事情報」NO302, 1975. 8. 5, 3ページ。FAC Sは前

記ACFNが1973年に改称したものである。Kilgour, " op. cit.," p. 343．ついで

ながら，技術的にいうとイタリアそのものは，1964～76年において，リベリアよりも

もっと事故率が高いとされた4伝統海運国の1つである。PCL, op. c"., p. 42.
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（46）

いる。

いうまでもなく，問題はこれら船員の国籍そのものではなく，緊急時におい

ての信頼性である。つまり，船主が本船に対して実際に支配の可能な国に向け

て航行することを命じた場合，船長以下の乗組員がそれに従うかどうか，であ

る。この点について，ボチェックは議会の公聴会の記録を引用して，一般的に

は，彼等の行動は賃金を手に入れたいという欲求に左右されるであろう，との
（47）

考え方を紹介した。しかし，その後，前記のように，ベトナム戦争中の体験と

していわれるところは，こうした観察が必ずしも当たらないことを示している

といえよう。

さらに，置籍国である両国，とりわけリベリアの政情も，実際問題としての

" EUSC''の信頼性に微妙なかげりを投げかけている。リベリア政府はかね

てから，有事に際しては米国によるリベリア船の利用を保証する旨を明らかに
（48）

してきた。しかし，1980年4月のクーデターによって，1955年以来一党独裁を

つづけてきたトルー・ホイッグ党の（このときはトルバート）政権が倒され，

28才ドエ軍曹の率いる人民進歩党が政権を握った。この政変が「便宜置籍船主
（49）

に与えた精神的苦痛は計り知れないものがある」と評されている。

(46）海事産業研究所『外国海事情報』Nq 476 , 1980．7. 25, 11ページ。

(47) Boczek, 0P. c"., pp、203- 04.

(48）たとえば，海事産業研究所「外国海事情報』N0306, 1975 9．15, 3ページをみ

よ。アメリカとリベリア・パナマ両国とのあいだには，緊急時における利用について

「非公式な合意文書」(an informal letter of concurrence)があるといわれてい

るが，他方では一切の協定の存在が否定されている(EUSCはもっぱら米国政府と

船主とのあいだの私的な協定にもとづく)｡ Boczek, oP.c#ｫ., p. 2".客観的に確か

にいえることは，リベリアの海事規則(Liberian Maritime Regulations)の第1.

41条に，政府当局がとくに認めた場合には，リベリア船を外国の利用に供しうるとの

規定がある。したがって，この規定にもとづけば，有事に際してアメリカはリベリア

政府承認のもとに, EUSC船隊を利用することができる。FA CSの会長もこの点を

指摘している。海産研「同上」No302, 1975.8. 5, 2ページ。

(49）山岸寛「1銘0年代初頭の便宜置籍船」（上）「海外海事研究」第76号，1982．3，

28ページ。ちなみに，1銘0年以降，リベリアの船腹量は減少をつづけ，他方パナマの
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前述のように，1961年にアメリカでは, NLRBが便宜置籍船の労働問題に

ついて管轄権の存在を主張したが，そのとき，パンリブホン3国はこぞってこ

れに抗議し，とくにパナマの場合，外務大臣力式直接ワシントンを訪問してラス

ク国務長官に申し入れを行った。すなわち，このような決定は旗国の管轄権を

侵害するものであり，パナマはそれに対する報復手段として，12マイル領海権
（50）

を発動し，パナマ運河の入口を封鎖するかもしれない，と警告したのである。

それは，主権国家としていかにも正当な抗議であり，便宜置籍国政府の態度を

再認識させるに足りるかのように思われる。

しかし，この場合にも注意すべきことは，そうした抗議が結局は便宜置籍を

擁護し，利用船主および大勢として米国政府の意を迎えるものであったことを

忘れてはならない。さらに，ボチェックが同時に記すところによると，この場

合パナマ外相は，自国の関心事は便宜置籍船の登録収入がこれによって減るこ

とにある，と抗議の真の理由をかくさなかったという。国家財政が便宜置籍受
（51）

け入れの主要な契機となっていることは，これまた否定できない事実である。

いいかえるならば，便宜置籍船ひいては" EUSC " Shippingなるものも，

一面ではそうした受入国の財政事情に立脚しているといえよう。しかし，船舶

の登録をいわゆる" salable servi" '' (PCL)として財政収入を得たいとす

る国は，他にもあるであろう。やはり，便宜置籍とりわけ" EUSC"の対象

とされるためには，そこに何らか特別の政治的紐帯がアメリカ自身とのあいだ

に存在しなければならないはずである。それは，法律的にいうならば，アメリ

カ政府の徴用に対して，相手国政府から承諾ないしは少なくとも黙認が得られ

る可能性があることを意味する。前述のような，ボチェックのいわゆる実際的

船腹量は増加をつづけている。

(50) Boczek, 01. c"., pp，185-86 ; Naess, OP. c"., pp、82 -83.

(51）リベリアは，1983年6月にベオグラードで開催の第6回UNCTA D総会でも便

宜置籍船の廃止に反対の態度を採っている。その場合の政府声明のなかにも，この理

由が挙げられている。海事産業研究所「外国海事情報」N0576, 1983.6. 5, 6ページ。
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条件なるもののなかには，当然こうした政治的条件が含まれているものと解さ

れるべきであろう。

その点でいえば，パナマは，率直にいってアメリカがパナマ運河を作るため
（52）

に，コロンビアから1 903年に分離独立させた国である。また，リベリアは，

その国名および首都モンロビアの名が物語るように，1822年にアメリカ植民協

会が自由奴隷をアフリカへ送り返して建設された国である(独立は1847年)。か

つて，ある米国石油会社の役員は，議会で行った証言の中で，アメリカにとっ

てリベリアは「教名の名付け子」(g odson)であり，アンクル・サムがリベリ
（53）

ア船を支配するのは当然である，と述べた。しかし，これらの国が，今後もア

メリカにとって絶対安心できる国でありつづけるかどうかは，誰にも分からな

いのである。

Ⅳ む す び

以上, "EUSC"船隊の実態とその有効性について見てきた。しかし，結

局のところ，後者について確かにいい得ることは少ない。そもそも，ヤンチャ

ーのいうように，安全保障の議論には疑惑と不確実性が付きものであり，もと
（54）

もと安全保障の議論そのものが不確実な根拠の上に立っているのである。その

(52）山口広次（前パナマ大使）「パナマ運河－その水に影を映した人びと－』中公

新書，1980にはパナマ独立時のドラマが生々しく語られている。

(53) Boczek, 0P. c"., p. 63 ;高村「前掲」（下）「海運」1965. 4, 61ページを参照。

前記1980年のクーデターについて，『ブリタニカ国際年鑑」（1981年版，71ページ）は

「かくして，恵まれない兵士たちによるクーデターは，100年にわたるアメリカ＝リ

ベリアの緊密な政治関係に終止符を打った」とさえ述べた。ただし，その後の政情は

依然不安定のようである。『日経』1984．9．3，夕刊「ニュース問答」を参照。

なお，通貨について一言すると，パナマの貨幣単位はバルボア(balboa)であるが，

米ドルと等価値であり，実際には紙幣は米ドルのみが通用している。リベリアも1 942

年以来米ドルを使用しており，国立銀行は，アメリカのFirstNational City Bank

of New Ybrkの子会社である。いずれも，米国との特別な関係を象徴しているとい
えよう。

(54) Jmltscher, 01. c", p. 131．
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意味で，この問題について至極穏当な見方をするとすれば，ロレンスのいうつ

ぎのような見解が成り立つのかもしれない。すなわち，

「海軍の考えている蝋有効支配心の考え方は，緊急事態に際しての外国籍船の利用可

肖誰に係わるものである。しかし，通常の商業目的のためには，アメリカの商業関係

者は，彼等が所有しまたは用船している船舶については，その国籍のいかんに拘わら

ず，これを有効に支配し得ることはいうまでもない。そこで，合理的な推定としては，

つぎのように考えることができる。すなわち，大抵の緊急事態に際しては，パンリブ

ホン以外の国でも，彼らの国に登録されているアメリカ人所有の船舶が，アメリカの

大義( cause)に参加することを容認するであろう。、有効支配魁のリストをパンリ

ブホン諸国の船に限定することは，この可能性を否定するものでは，もちろんない。

しかし，そのような限定を設けることは，、有効支配建のドクトリンが不必要に拡大

され，そしてそのためにそれ以外の国に不当な国際的侮辱を与えることがないように，
（55）

アメリカが気をつかっていることを立証するものではある｡」

つまり－はじめの議論に戻ることになるのであるが－この考え方によれ

ば，安全保障の見地からしても，パンリブホンとそれ以外の海外置籍船とを区

別する必要はなく，そうした区別はただ外交上の配慮から出ているにすぎない，

というのである。しかし，それにしても，他の海外置籍船についてはそうした

配慮がなされるということ，逆にいえば，パナマとリベリアについてはそれを

要しないということ自体，やはりそこに何らかの特別な関係が存在しなければ

ならないはずである。それは，ボチェックの議論をふえんしていえば，法律上

の諸困難一この点では，他の海外置籍と変わりがない－にも拘わらず，事

実上（強引に，しかし「国際的侮辱」を与えることなしに）自国の利用に供す

ることが可能だとする政治的判断に他ならない。" EUSC ''の有効性は，要

するにこの判断の上にのつかっている，といってよいであろう。

他方，わが国でも，昨年（1983）3月議会において，自衛隊による外国船の

(55) Lawrence, 01. c"., p. 189.
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（56）

護衛問題が論議された。「総合」であれ「経済」であれ，ともかく安全保障と

の関係において海運政策を論ずることが，今日では当然のような空気になって

きている。私自身は，なおこのような空気にはなじまないでいる。いわゆる

「シーレーン」の論議なども，どこか遠い国のはなしのような気がしてならな

い。しかし，そのこととは切り離して，以上のような議論が，わが国として仕

組み船や便宜置籍船の問題を考えるうえで，何らかの役に立ち得るのではない

かと思うのである。

と同時に，より基本的な観点からするならば，この問題は，一切の資源を安

全保障という自己の最高目的のために奉仕させようとする国家意思と，他方，

自己の経済的欲求をみたすために，ときに国家を利用し，ときにこれに反発し

ようとする海運資本と，この両者の提携・相克を示す典型的な一例である，と

見ることができよう。拙稿をもって，あえて本共同研究の一環と考えるのも，

そのために他ならない。

（1983年6月執筆；提出に際して一部訂正加筆）

（56）この問題については，『日本海事新聞」1983．5．2紙上の萩原正彦氏の解説を参

照。ちなみに，1957年当時，スエズ運河の閉鎖（再開）およびアカバ湾の通航に関連

して，議会の公聴会で明らかにされたところによれば，アメリカは，相手国の合意，

条約もしくは議会の決定がないかぎり，たとえ米国人所有の便宜置籍船といえども，

それを武力によって護衛する権利はないものとされた。Boczek, 0P. c". , p. 195. (前

記注7で引用した挿話も，この当時のものである｡）
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一ソ連の海運戦略一

國 領 英 雄

I はじめに

最近10数年のソ連海運の活動に対する西側先進海運諸国からの種々の論評に

は，「出る杭は打たれる」のたとえをおもわせるものがある。

自国外国貿易貨物の輸送を第一義としたソ連は，7カ年計画（1959-65年）

にもとづく船腹増強策を一つのバネとして船隊の整備拡充につとめ，やがてそ

の船隊を三国間航路へも進出させることになった。1968年に最初の航路開設が

あってから，このような動きは1970年代にはいって次第に顕著になり，とくに

同年代後半には数多くの三国間航路を開設し，ソ連海運の国際定期航路におけ

る跳梁は西側諸国の海運にとってまさに脅威となってきた。

わが海運白書（'「日本海運の現況」）がはじめて，日本海運をとりまく国際

環境の一つとして，海運における南北問題とならんで「東欧圏諸国海運の既存

海運市場への進出」と題してこの問題をとりあげたのは，昭和50年度（1975）

版においてであったが，その後もしばしばソ連・東欧圏海運の問題に言及して

いる。またOECD海運委員会も1977年次報告のなかでソ連船社の国際定期航

路における活動状況をかなり詳細に論じて以来，毎年，東欧圏諸国商船隊の動

きをつたえている。

ソ連海運の世界定期航路への進出がこのように注目されだしたのは，政治・

経済・社会体制の異なる国の海運が既存の海運秩序に対して挑戦してきたとい

う印象が強かったからにほかならないであろう。かつて鉄のカーテンの国とよ
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ばれたソ連の実態は，その後の雪解けにもかかわらず依然として不透明な部分

が多く，われわれの海運論議にしてもその不透明さのなかで，いうなればソ連

海運の虚像と実像とのあいだでなされているという部分が多いのではなかろう

か。

東欧圏諸国海運のうちわけてもソ連海運がもっとも強大であり，しかもその

海運活動に注目が集っていることにかんがみ，ここでの対象はソ連海運にとど

めている。しかも，周知のようにソ連における海運の役割は外航面だけでなく

国内輸送においても重要なものであるが，ここではもっぱら外航海運の面にか

ぎって問題を考察する。その場合，われわれの関心は，ソ連海運の政策や行動

全般のなかで戦略的なものがどのように作用しているかにおかれ，したがって

個々の事実にはかならずしも十分に触れることがないという点を宥恕ねがわね

ばならない。

Ⅱ ソ連の海運政策

社会主義国における海運の機能としてSchelzelらは,1)輸送機能(Die Trans-

portfunktion, 2 )所得創出機能(Die Gewinnfunktion), 3 )外貨獲得機能

(Die devisenwirtschaftliche Funktion), 4 )軍事的・戦略的機能(Die
（1）

militarische-st rategische Funktion )の四つをあげているが，これはそっく

りそのままソ連の海運政策にあててみてもよさそうである。しかし．ここでさ

らにそれをしぼってみると，

1）安定輸送の確保

2）国際収支への貢献
（2）

の二つが政策の根幹であるように考えられる。

( 1 ) Schelzel (19] pp.10-11 ;Moore (44] , p.138, Chrzanowski [37), p.200ら
の指摘はSchelzelによる。

（2）何をもってソ連の海運政策とするかについての見解のいくつかを紹介すると，つ
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ソ連にとって安定輸送の確保とは，自国の外国貿易貨物を輸送するに足る自

国船腹を保有することを意味し，したがってそのために船腹増強政策が具体的

な目標として設定される。第二の政策はこの船腹の増強と深く関連しており，

かくして増強・整備された船腹をもって外貨の節約あるいは獲得に資すること

にある。これは，ソ連のハードカレンシー不足に関係する事柄である。

Ⅱ－1 船腹増強政策

1950年代末にいたるまでのソ連では，自国商船隊の拡張についても造船施設

の拡充についても積極的な政策は打ちだされていなかった。そのかぎりにおい

て，ソ連は外国の海運サービスの有力な買手であり，外国造船所の良き顧客で
（3）

あった。しかし, 1950年代末における海運政策の転換によって自国の商船隊を

ぎのとおりである。

Bakayev氏(1964年当時のソ連海洋船隊相)は，ソ連の海運政策の目標は(1)ソ連産

品の海上輸送を確保し，ソ連貿易の発展をはかること，(2)ソ連が資本主義国海

運の独占に依存しなくてすむようにすること，であるとのべ(BP[4],p.38), Han-

son(5 ]は(1)ソ連外国貿易貨物の輸送が将来船舶の出入港禁止|によって妨げられない

ようにすること，(2)国際収支を支援すること，にあるという(Hanson( 5 ), p.44)。

またAthay( 8 ]がソ連側の見解として紹介しているところによると(Athay ( 8 ] ,

p.11), (1)自国船で輸出CIF,輸入FOBによりすべての貨物を輸送すること, (2)少

なくとも外国用船によって流出する外貨を補填するために外貨収入を増やすこと，と

いわれる。

商船三井〔52〕では(1)歴史的性格一国民性,(2)第二の海軍，(3)ソ連友好諸国への援助

一共産主義活動の拠点確保，および(4)外貨獲得があげられ,児玉〔22〕も政治的・戦略

的な意味を強調しながらも，緊急最大の国家目的は，外貨の獲得にあるとし，三国間

航路での外貨獲得を意義づけている。

すべての関係国家との間で同権・内政不干渉と互恵の3原則にたって協力しあうこ

とを，沿岸航路および外国貿易輸送の分野でソ連邦の独立を確保し，かつそれを維持

すること，とともに指摘するソ連人もいる（海産研〔64〕，1978.11.25)。この場合，前

者の具体的内容を(1)二国間協定，(2)社会体制の異なる国々の船社とのジョイント・ベ

ンチュア，(3)共同代理店，(4)同盟参加，というように示している。あるいはまた，ソ

連海軍人の終局目的は，(1)自国の外国貿易貨物輸送の確保(2)国際経済新秩序樹

立のための国際間協力，(3)ソ連国民の福祉の一層の向上，であるという者もいる（海

産研(64] , 1982. 1.15)。

( 3 ) O'Loughlin ( 3] , p.62.
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拡充し，造船施設を増強して強い海運国への脱皮がおこなわれることになった。

それは，1950年代後半から西側諸国や発展途上国との貿易が増大し，つれて海

上輸送に対する需要が増加するにおよび，これまでどおり不足する船腹を外国

用船に依存することが国策として検討しなおされねばならないことになったか

らにほかならない。つまり，自国の外国貿易貨物を輸送するために外国船を用

船すればそれだけ外貨の流出をともなうわけで，それだけソ連の国際収支を悪

くし，輸入にともなう外貨支出とともにソ連にとってハードカレンシー不足と

いう問題を生むことになった。まず強力な商船隊を保持し，それでもって輸出

CIF,輸入FOBにより自国外国貿易貨物の輸送を確保し，外国船に流出する外

貨を節約することが緊急の課題となったことは，けだし当然のことであろう。
（4）

この政策は明示的には1959年にはじまる7カ年計画において発現される。

ソ連の船腹増強のきっかけをなしたのは1962年のキューバ紛争であったと性
（5）

々説明されるが，それはたまたま7カ年計画の期間中に突発した事件であって，

叙上のようにソ連当局はすでに船腹増強を決定していたのであった。キューバ

紛争がこの計画に拍車をかけたであろうことは容易に想像できるが，この点に

関していえば，1963年の穀物の大量買付けもまた船腹増強の動機を強めたもの
（6）

とみることができる。さてこの期間中のソ連の外国貿易をみると，貿易総量は

1 960年の99. 3百万M/Tから1965年の173.9百万M/Tと2倍近くに増加してい

る。これを海上荷動量についてみると, 1960年には積み38. 8百万M/T,揚げ5.9

百万M/Tであったが, 1965年にはそれぞれほぼ倍増し，積み79. 1百万M/T,

(4) Jong [15) , p.6. ; Hanson ( 5 ] , p.48 : 1958年に海上輸送による外国貿易量

が2,600万トンに達しても，ソ連船は250隻，140万D/Wにすぎなかった(Seat rade

[12], p.15)。

(5) Athay(8), p.88 ;商船三井(52) , 1ページ；織田(41], 89ページなど。

（6）この計画では，当該期間における計画目標が定められても，実際にはその後にお

ける内外情勢の変化，計画の遂行状況，前もって予見されなかった変化などによって

計画目標の修正が必要になる。この修正は年度計画の作成と実施の過程で行なわれる

（岩田〔58〕。23ページ)。
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揚げ12.8百万M/Tになっている。これに対する船腹は, 1959年初で長距離航海

適格船は250隻，140万D/Wにすぎなかった。しかし1 965年末には1,200隻，

850万D/Wに達している。これまさに7カ年計画の成果であって，この船腹量

によってソ連は世界における船腹保有量の国別順位を一躍12位から6位に引き
（7）

上げることになったのである。

1966年にはじまる第8次5カ年計画（1966-70年）および1971年からの第9

次5カ年計画（1971-75年）においてもソ連の船腹拡充はつづけられた。米合

衆国海事局の調査によると，ソ連商船隊は1965年から1975年末の間に, 990隻
（8）

800万D/Wから1,655隻, 1,540万D/Wに拡充されたという。そのなかでも

前半における伸び率はめざましく，年平均10数パーセントであり，その間の世

界の船腹伸び率をはるかに上回っているのである。後半にはさすがにこれほど

の伸び率はしめされないが，それでも世界の水準をこえていることはいうまで

もない。この船腹拡充で注目されることは，世界的な石油産品の需要増大にと

もない，この期間，全世界の船隊は主にタンカーが拡充されたが，ソ連船隊の

船腹拡充が1965年以来大部分新鋭設備を備えた一般貨物船一貨物船,冷凍貨物

船，インターモーダル船,木材運搬船一に向けられたことである。量的にはそ

れは，1965年に500万D/W以下であったものが1 975年にはほぼ900万D/Wに
（9）

なっている。

このようにソ連の船腹構成が一般貨物船を中心としているためソ連船の平均

船型( 9, 300 D/W)は，世界の船隊の平均船型( 24, 500 D/W)の2/5以下とな
（10）

っている。しかし，さすがにこの頃になると，第9次5カ年計画(1971-75年）

（7）文献[7], p､61.

（8）統計により船腹量は区々である。米国海事局のそれは1,000 G/T以~上の船舶であ

る。なお，単年の船腹増加では1965年が最高で，この年, 171隻, 130万D/Wの増加

があった(Moore (44], p.139 )。

（9）日本郵船〔29〕’5ページ。

(10）西側の基準からすると，ソ連の一般貨物船のほとんどは技術面で効率が劣ってお
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達成の記事のなかでV. Dubchak氏（ソ連海洋船隊省科学技術局主任)がのべて

いるように, 40,000 D/Wのタンカーや105, 000 D/Wのバルクキャリアのほ

か，フルコンテナ船，種々の大きさのRo/Ro船などの建造がすすみ，状況は
（11）

かなり急速に改善されてきている。

ここで10年間におけるソ連の外国貿易の動きをみておこう。さきにも触れた

ように，1965年における総貿易量は173.9百万M/Tで，そのうちの52.8 %が

海上輸送にゆだねられていた。外国貿易量は1970年には246.4百万M/T に増

加し，海上荷動量はその49．2％を占め，輸出106.9百万M/T,輸入14.4百万

り，またタンカーおよびバルクキャリアは小型であるとみられる。ソ連および共産圏

諸国には23,000 D/Wをこえる貨物船, 50,000 D/Wをこえるタンカー，あるいは最

新のインターモーダル船を受け入れることのできる港湾がほとんどなく，こうした水

深および沿岸施設の制約のため，船型開発に技術的制約が課せられていた。したがっ

て，これまでのソ連船隊の構成は，近代的港湾施設の開発が遅れていたソ連国内およ

び共産圏諸国の貿易にソ連船隊が使われていたという過去の歴史を反映して，近代的

な高能率船隊の開発を必要としなかったのである（日本郵船〔29〕’8ページ)。

(11）ソ連における新技術にもとづく高度に特殊化された船舶の建造状況はつぎのよう

なものである（日本郵船〔29〕’8ページ)。すなわち，

・種々の船型の130隻をこえる一般貨物船

・約30隻の木材運搬船

･ 27,800 D/Wの"Sukhumi"型および40,000 D/Wの!!Pablo Neruda''型のよ

うなタンカー27隻

･ 105,000 D/Wの{lMarshal Budennv"型のバルクキャリア

・工業用木材チップ運搬船

・フルコンテナ船（例: 798 TEU積み"Khudozhnik Saryan")

・20隻以上のRo/Ro船（例: 1,100TEU積みl@ Magnitogorsk " , 774 TEU 積

み"Skulpmr Konenkov", 242 TEU積み"Ivan Skuridm", 235 TEU積み

"Akademik Tupolev")

・20隻の冷凍船

第9次5カ年計画の5年間に伝統的な在来型貨物船の需要は著しく減少し，一方経

済効率の高い各種コンテナ船，特殊化船，大型タンカーの需要が増大した。その結果，

ソ連商船隊に補充された在来型船は，5カ年計画初年の1971年が24隻，約25万D/W

なのに対し，最終年の1975年ではわずか6隻，約7万D/Wにすぎない。逆に，セミ・

コンテナ船は，1972年の3隻が1975年には28隻建造されている。Ro/Ro船もまた19

75年末までに14隻が稼動している（近藤〔21〕)。
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（12）

M/Tとなり，さらに1975年では海上荷動量のうち輸出は1 19.8百万M/T,輸入
（13）

は35．5百万M/Tと伸びている。

第10次5カ年計画(1976 - 80)は｢効率と質｣の5カ年計画とよばれる。それは，

これまでの「量産一本槍」の計画により経済部門の発展にアンバランスが目立

ち，それがムダとなって現れてきたことに反省が加えられた結果である。しか

も今次の計画は今後15年間の主要方向をも示すものという点でも注目しなけれ

ばならない。というのは，今次計画の準備は，1990年までの長期展望に立つ国
（14）

の経済発展基本方針の作成と同時に行なわれたものだからである。

第10次5カ年計画における商船隊拡充計画は, 500万D/Wの新造と160万
（15）

D/Wの解撤によって340万D/Wの純増をめざしたものであった。5年間の新

造船腹は426万D/Wで計画量を下回ったものの, 1980年末の船隊は1,743隻

1,850万D/Wに達した。最新技術を駆使した新型シリーズ船の建造がはじめら

れ，その結果，この5年間に船舶の平均トン数は乾貨物船で18％，液体貨物船
（16）

で21％増大した。また専用船のトン数は57．9％から65．3％に増加した。

第10次5カ年計画期間中の対外貿易取引高は1976年568億ルーブルから1 980

年941億ルーブルになっている。総貿易量では1980年のそれが428.3百万M/T

で，海上輸送量はその48％を占め，輸出149.8百万M/T,輸入55. 6百万M/T

(12）文献〔10〕，53ページ。

(13）輸入が2倍以上となっているのは，1972年以降の穀物の大量買付けによるものと

おもわれる。すなわち，ソ連の輸入量は1972年30.0百万M/T, 1973年36.9百万M/T ,

1974年22.0百万M/Tと推移し, 1975年には本文のとおり35.5百万M/Tとなってい

る－いずれも国連統計による。

(14）近藤〔20〕。

(15) Seatrade (12), p,7;松本(28)。

(16）たとえば, 720 TEU積みコンテナ船，積載容量55,340と12,000立方メートルの

Ro/Ro船, 25,000, 19,500, 14,500 D/Wのバルクキャリア, 6,200 D/Wの木材パ

ッケージ船, 116,000 D/Wまでのバルクタンカー，各種容量のタンカーと液化ガス

輸送船などがある（近藤〔49〕)。
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（17）

である。

第11次5カ年計画における輸送の基本課題は従来の5カ年計画と同様，発展

する国民経済の要請を完全かつ適時に満たし，運輸システムの稼動の効率と質

を高めることであるが，海運業の課題は，船舶の特殊化促進と北極・極東海運

の増強とを二本の柱として，船隊．港湾，工場を効率的に稼動させ，貨物と旅

客の輸送サービスを改善し，もって8－9％の増大が見込まれている貨物の輸

送任務を遂行することである。船隊計画についてみると，船隊の補充は，廃棄

予定の老齢船のあとを埋めるとともに，計画輸送量に見合うものだけにする方

針で，これを根拠として約250隻，320万D/Wの建造が計画されている。こ

のうち乾貨物船は約170隻，200万D/Wで，その結果全船隊のなかで乾貨物

船の占める割合は，10次末の59．1％から11次末には63．1％となる。また新造

船と解撤船とを差し引くと，海洋船隊の船腹量は3．8％増加して10次末の1,850
（18）

万D/Wが11次末には1,920万D/Wになる予定である。

第11次5カ年計画は現在4年目にはいっている。ソ連の船腹拡充計画の一端

を造船発注状況からみると，つぎのとおりである(Fairplay 1984. 4. 19)。

船 種 隻数 D/W 平均D/W

乾貨物船（除コンテナ船） 124 783，377 6，317

（同世界総計） 642 5，156，924 7，917

タンカー(150, 000 D/W以下) 46 729,126 15,851

（同世界総計） 327 10，933，507 33，436

(17）海産研(64] , 1982. 1. 15 ;近藤[49]。

(18）新造船は量的には10次の426万D/Wより25%も少ないが，構造や設備などの質

は著しく改善されるので，トン当たり単価は10次の2倍近くにもはねあがる。このこ

とからも船隊の効率的利用が叫ばれている。Ro/Ro船，コンテナ船，ラッシュ船，

フェリー，砕氷船などを主とする新型特殊船は10次の経験蓄積により，在来船に比べ

て多くの有利性が確認されている(近藤〔49〕)。なお,この期間の解撤予定船腹量は

240万D/Wであるから，実質的には80万D/Wしか増大しない（海産研[64] , 1981.

11.15)。
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タンカー( 150,000D/W以上）

（同世界総計）

コンテナ船

（同世界総計）

１
５

１
１

２
５２

370,000 370,000

1，166，400 233，280

233，540 11，121

4，078，622 16，249

（1984．3．31現在）

要するに，ソ連海運の発展は，(1)外国船を用船する必要がなくなり，したが

って(2)用船に支払う外貨を節約することができ、3)ソ連の対外貿易が世界の用

船市況に左右されることがなくなる，というような効果をもたらすものである
（19）

とソ連側ではみているようである。

Ⅱ－2 ハードカレンシー対策

西側諸国や発展途上国との貿易がすすむにつれてソ連の外貨不足が顕著にな

ってきた。したがって，西側諸国との取引関係が深まるにつれて積極的に外貨

(ハードカレンシー)を獲得する必要性が強まった。このことは海運についても

あてはまる。1950年代におけるソ連はいまだ十分な外航船腹を保有せず，その

ため自国外国貿易貨物を輸送するために西側諸国の海運に依存せざるをえなか

った。船腹増強政策にはまずもって外貨節約の要請がこめられていたのであっ

た。

（20）

この間の事情を少しみてみると，まずキューバ危機があげられる。キューバ

紛争後ソ連はキューバ向けの物資とキューバからの砂糖その他の物資を輸送す

るため大量の船腹を必要とするにいたった。そのために自国船腹をあてるとす

れば，自国の増大しつつある外国貿易をまかなうためには外国船を用船するほ

かなかったのである。このほかにも北ヴェトナムへの援助・救援物資の輸送が

あるし，その後には中東への軍需物資その他の需給品の輸送が起こっている。

これらの出来事はいずれも大量の船腹を必要とするものであった。この船腹需

(19）海産研〔64〕1972.3.5／1972.11.25。

(20) Bd[4], p.4&7.
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要はかなりの外貨を使って外国用船によって充足せざるをえなかった。

ソ連国内における凶作によって生じた大量の穀物輸入（1962年）もソ連のハ

ードカレンシーを枯渇させるものであった。このことは船腹増強のため行なっ

た西側諸国からの買船についてもあてはまる。

ソ連の外国貿易においては大量の金取引きが大きな役割を演じているが，さ

きのアメリカ合衆国やカナダからの穀物買付けでは主として金が支払いにあて

られた。外貨不足のため金で支払いがなされたのであって，このような金取引

きは緊急必要な輸入のための支払いに他にとるべき方法が残されていない場合
（21)

にかぎってなさるべきものであることはいうまでもない。この一事が示すよう

にソ連がどれだけハードカレンシー不足であったかがわかるし，同時にこの問

題を解決するためにどれほどの努力をはらっているかが説明されるのである。

ハードカレンシーに対する必要性はソ連の外国貿易構造を分析するとわかる。

すなわち，ソ連の輸出品の大部分は石油，木材などの原材料からなり，一方輸

入品は多種多様の製品からなっている。このように外貨を獲得するための輸出

品がほとんど一次産品であるため，西側諸国での輸出市場は限定されており，

外貨不足は種々の輸入品によってもたらされる。ソ連の工業製品は競争力がな

い。石油その他の原材料の輸出はいよいよ重要度を増すが，輸入代価を償うに
（22)

ははるかに不足するのである。

以上にみたように，1959年以降逐次の経済計画において船腹増強ないし拡充

(21）金は緊急の場合にのみ使用すべきであるというのは，金採掘業は儲らないからで

ある。ソ連の金生産は世界市場価格では採算に合わないが，外貨需要のためソ連は金

を掘りつづけている。その生産費は1オンスあたり73ドルであるという。ちなみに，

世界市場価格は1オンスあたり35ドルである(Bd[4], p.7)。

(22）このような事情のため西側諸国への原油その他の石油製品の輸出に努力を傾注

しているのである。これらの産物はソ連が輸出する比較的少数の品目であるからであ

る。ソ連が西側へ輸出する石油製品の約75％は西欧向けのものである。全地域に輸出

される石油総量!Dほぼ50%がソ連船で輸送され，残りの大部分はソ連の運航船腹で輸

送されているという。
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が標傍されてきたのは，ひとえにこのハードカレンシー不足にあったといっ

ても過言でない。その目標は，外国船の用船による外貨支出を節約し，世界市
（23）

場に海運サービスを輸出することにあったのである。

ソ連と西側先進工業諸国との貿易は，先進工業諸国のソ連外国貿易全体に占

めるジェアが1971-75年の27.5％から1976-80年の31．4％に上昇したのにみる

ように，1970年代を通じてソ連全体の貿易の増大速度を上回る伸びで発展し
（24)

た。この先進工業諸国との貿易拡大は，なによりも1970年代にソ連が経済の効

率と質の向上をすすめるうえで先進工業諸国から機械・設備を導入することに

つとめたためであり，また国内経済の不振により国内需要を満たしえない商品

を先進工業諸国から輸入したためでもあった。しかし，急増する輸入需要（穀

物需要も含めて）を十分まかなうだけの輸出増大は困難であり, 1970年代前半

に貿易赤字が増大した。この傾向は1970年代後半にもつづき, 1976-80年合計

では全体で133.2億ルーブルと黒字となっているものの，対社会主義諸国取引

が925.5億ルーブル，対発展途上諸国取引が1,103.8億ルーブルとそれぞれ黒

字であるのに対して，先進工業諸国との取引では697.5億ルーブルの赤字とな

っているのである。外貨決済を要する先進工業諸国との間の大規模な赤字は，

ローンの借入れによってまかなわれているので，ソ連の外貨債務残高は1979年

末現在102億ドルにのぼっている(CIA "Estimating Soviet and East Euro-
（25）

pean Hard Currency Debt'' )。それでも1 970年代後半における赤字縮小努力

の結果，先進工業諸国との取引総額に占める赤字の割合は，1970年代前半の11．

4％から6．1％に減少した。とはいえソ連海運にとって外貨獲得の使命が減少

したとみることはできないであろう。ただ単に定期航路における外貨収得にと

(23) Bd ( 4 ), p.9 ;1960年以来，ソ連の海運会社の目標は外貨の獲得にある，とソ連

海洋船隊省渉外局長Igor Averin氏はのべている（海産研(64) , 1976.5. 5 )。

(24）そのためとくにソ連の輸入に占めるシェアは1976- 80年には34 6 %と，輸出に占

めるシェア28．4％を上回っている。

(25）ソ連東欧貿易会〔45〕，165ページ。



海運における国家政策と企業活動100

どまらず，タンカーやバルクキャリアを大量に三国間の用船に出して外貨を稼
(26〕

いでいるのである。

Ⅱ－3 三国間航路進出 一政策の帰結

外貨不足を解消するためには単なる外貨節約だけでは消極にすぎる。さらに

積極的にその獲得にのりださなければならない。船腹増強政策の促進はまさに

そのためのものであったはずである。三国間航路への進出はいわばさきの二つ

の政策の帰結であったといってよいであろう。このことはさきにみたソ連の外

国貿易構造からもいえる。すなわち，ソ連の外国貿易輸送の特色の一つは，輸

入に比べて輸出の方が数量的に著しく多く，ということはソ連船が荷揚げした

のちには空船（フリー船）が大量にでることを意味する。この船舶を有利に利

用するためには，ソ連船は外国荷主の貨物をもっと積極的に確保しなければな

らない。このような空船はひとりソ連だけのものではない。そのような空船が

三国間航路に進出するのはいわば不可避的なものである。問題とされるのは，
（27)

外貨獲得を目的になされる「特殊な」三国間航路就航( !lspecial" cross trade)

である。ソ連の三国間航路でのシェアは1965年には7％であったが，1970

年には10％に増大している。この点については，1970年代なかばのことである

が, Payne (38)につぎのような指摘がある。すなわち，ソ連はその外国定期船

貨物を自国船で輸送したとしても，最大260万D/Wの船腹でそれは達成でき

る。しかるにソ連の一般貨物船隊は1，000万D/Wをこえ，自国の輸送需要を
（28)

はるかに凌駕するものである，と。このような状況がエスカレートして1 970年

代後半以降のソ連定期船隊の三国間航路での躍進があり，それが先進資本主義

(26）現在の低い運賃市況では損失は避けられないが，外貨の獲得には貢献するものと

みられる。約2,500万D/Wの船舶で，年5億ドルは稼ぐであろうという。ちなみに，

三国間航路における一般貨物船の外貨獲得額は4．8億ドルとみられている(海産研〔64〕，

1984.2.15)。

(27) Hanson ( 5 ), p.51.

(28) Payne (38), p.84 ;Branch (51], p.197.
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海運諸国に波紋を巻き起こしたのであった。

101

Ⅲ 定期航路におけるソ連海運の活動

ソ連の定期航路開設は，すでにのべたとおり，1968年におけるヨーロッパ／

オーストラリア航路およびヨーロッパ／ブラジル航路にはじまる。その後定期

航路への進出には目覚ましいものがあり，今日では60余航路に及んでいる。こ

こではソ連海運の実戦部隊の組織・機構を瞥見したうえで，問題の盟外活動を

中心とした定期航路における跳梁の様相とソ連の海運戦略の一端をみることと

する。

Ⅲ－1 ソ連海運の組織と運営形態

世界各航路におけるソ連の海運活動は資本主義諸国の海運会社に相当する船

舶公社によって実践されている。現在の組織・運営形態の原形は1973年につく

られたものであるが，それによると，ソ連の海運に関する諸計画を実施する海

洋船隊省(MORFLOT, Ministry of Merchant Marine,本部：モスクワ）の

下に(1)船舶取得／配船調整／船舶修繕，(2)用船契約(SOVFRACHT,全ソ用船

公団）および(3)外地代理店／燃料／海外法律問題(SOVINFLOT,外航船・船
（29）

舶代理店公団）の3部門があり，（1)はさらに南方船隊局(YUZHFLOT -South

Shipping State Corp.,出張所：オデッサ),西北方船隊局(SEVZAPFLOT -

North Western Shipping State Corp.出張所：レニングラード),東方船隊

局(DALFLOT-Far East Shipping State Corp.出張所：ウラジオストック）

(29) SOVFRACHT (全ソ用船公団）は1 929年に創設され，当初は外国貿易省に属

していたが, 1962年以降海洋船隊省に所属している(B.[4], p.31)。業務の中核は
ソ連の貿易輸送確保のための用船であるが，同公団は(1)ソ連における船主および用船

者のための唯一のブローカーであり，(2)船舶代理店であるだけでなく，(3)ソ連の定期

用船の下にある外国船のオペレーターでもある。SOVINFLOTは1969年設置された

ものであるが，1975年5月，全ソ用船公団に合併され, SOVINFLOTが扱っていた

ソ連船の定航活動の調整業務を除くすべての機能を同公団が引き継ぐことになった

（海産研〔62〕1982.4.25)。



海運における国家政策と企業行動102

にわかれ，その下に16の海洋船舶公社が所属している。そしてこれらの船隊局
（30)

はそれぞれ独立採算制の公団である。

1973年以来維持されてきた上記の海運管理機構は1982年7月1日付けをもっ

て改革された。それはさきの海運管理機構が確立されてから今日までに海洋船

隊省の仕事の条件は著しく複雑多岐となり，その規模が広がり，作業の量はと

くに外航において増加し，これまでの機構の下では行政に支障が生じるように

なったためであった。今回の機構改革は二つの眼目をもっており，その一つは，

まず本省における合理化と簡素化（部，課，庁，局の廃止）であり，もう一つ

は当省関係全ソ公団（複数）の統合であった。

この改革で，これまで地域的に機能していた南方，北西，極東の3つの船隊

総局を一本に統合し，輸送・船隊・港湾運営管理にあたる局としてグラフフロ

ート（船隊総局）がつくられ，また幹部船員の養成と再教育，船員の募集，配

乗と訓練についての管理を統合的に行なうためにグラフカードヌイ（船員総局）

が設けられた。これによって，従来3船隊総局にそれぞれ所属していた船舶公
（31）

社はグラフフロートの管理・運営下におかれることになったわけである。

(30）1982年の機構改革前に各船隊総局所属の船舶公社はつぎのとおり。

南方船隊局には, Azov, Black Sea, Caspian, Georgian, Novorossisk, Dag

nubeの各船舶公社(Shipping Company)が，西北方船隊局には, Baltic, Estoni-

an, Latvian, Lithuanian, Murmansk Arctic, Nothernの各船舶公社が，そし

て東方船隊局には, Far Eastern, Kamchatka, Sakhalin, Sovfractの各船舶公

社が所属していた。このほかにタンカー専門のPrimorskがある。これらの船舶公

社のうち, Black Sea Shipping Co., Baltic Shipping Co., Far Eastern Ship-

ping Co.が大きく, 1980年初における保有船腹量はそれぞれ243隻2,599千G/T, 162

隻1,140千G/T, 245隻1 ,536千G/Tとなっている。全公社では, 1,713隻1 3,232千

G/Tである。

(31）海産研〔64〕，1982．11．5／1983．1．15．3船隊総局を一本化したことにより海

運管理の図式は，省一船舶公社一企業体（港湾や船舶修繕工場など）となり，指導体

系の複雑さが解消されることになるといわれている。
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Ⅲ－2 定期航路への進出の態様

商船三井〔52〕によると，ソ連海運の定期航路への進出は，在来船によるサー

ビスの第一段階（1960-69年)，コンテナ市場への参加の第二段階（1970-74

年)，世界航路サービスへの進出の第三段階(1975 - 80年）を経て，現在は第
（32）

四の競争確立段階（1981-85年）にある，とされている。これらの発展段階は

船腹増強・拡充の過程にほぼ対応するものである。すなわち, 1960年代のソ連

ではまだ質より量の時代であったということができる。しばしばふれるように，

ヨーロッパ／オーストラリアおよびヨーロッパ／ブラジルの2航路が開設され

たのは漸く1968年のことであった。1970年代は質量ともに劣る定期船隊を拡充

整備する時期にあたり，在来貨物船に代わってコンテナ船を投入する必要性に

せまられていた。ソ連海運が運賃ダンピングをもって三国間航路に登場するに

ついて，かれらはしばしば「質の劣るわが国海運が先進資本主義国海運と競争

するためには」という抗弁を用いているが，それはある程度妥当な主張である

とおもわれる。それはともかく，ソ連は世界の定期船市場で活躍するために定

期船隊の質的改革を必要とし，それに約10年の歳月を要したのであった。しか

し，この10年ほど世界の目がソ連商船隊の活動に注がれた時期はほかになかつ
（33）

たのではなかろうか。

質的にはともかく，量的に保有船腹に余裕を生じたソ連海運がより積極的に

三国間航路に進出し，外貨獲得にのりだすのは時間の問題といってもよかった。

(32）商船三井〔52〕，12ページ；これは米国海事局がいう米国航路に進出するソ連船隊

の拡張パターンの3段階と符合する（日本郵船〔29〕，39ページ)。

(33) Seatrade (12) ; OECD (59) 1977によってソ連海運の活動状況を説明すると，

つぎのとおり。すなわち，1960年代には既存の海運同盟の枠内で活動していたが，19

72年頃になって同盟メンバーとして，あるいはアウトサイダーとして航路開設の度合

いを増してきた。1976年には数多くの新規三国間航路を開設し，翌1977年1－9月に

は33航路のうち14航路において新規サービスを開設し，航海数を増加し，大型・高性

能の船舶を投入して既存の盟外船活動を拡大している。そして同年末には約43の国際

定期航路でアウトサイダーとして活動している。
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効率と質の経済運営をめざす以上それが船質の改善に向かうのも同様である。

さきに競争確立段階とされた現段階は，いわばソ連商船隊が質量ともに充足さ
（34)

れつつある時期であるというようにみることができよう。

「西側船主らはいまや世界第6位となったソ連船隊の増大に対してますます

神経をとがらせている。ソ連はすでに世界最大の在来定期船隊を擁し，1979年

までには膨大な大型で近代的な高速コンテナ船（36ノット, 2,500TEU) ､Ro

/Ro船を保有するであろう。ソ連には固有の定期船航路はかぎられているので，

新造船は米合衆国，欧州，日本航路のような三国間航路に投入されるであろ

う｡」とかつてSeatrade [12]はのべたが，その後の事態はまさにそのとおりで
（35)

あった。このような三国間航路への進出の際の武器は，一律あるいは選別式の

タリフ．カットであり，この武器を有効に行使するためソ連がコントロールす
（36)

る世界にはりめぐらされた海運代理店網がこれを支援している。ソ連船は定期航

路においてまず盟外船として運賃値引きで参入し，当該航路で手掛かりとなる

シェアを獲得し，漸次そのシェアをのばしていくという方式で市場を拡大して

(34）競争確立段階とされる現段階はやはり米国航路におけるそれを指すものというべ

きであろう。1974年初めから76年末まで，ソ連は，米国航路へまずセミコン船を投入

し，ついでフルコンテナ船を，そして最後にRo/Ro船を投入した。船隊の近代化と

インターモーダル船の追加投入は1985年まで続行されるものとみられ，この船隊輸送

能力の質的向上と低運賃活動によってかれらの積取シェアを増加させるであろう。こ

れまでの積取比率は1973年0．9％，1976年2．9％，1980年5％のように推移している

（日本郵船(29] , p､39)。

(35) Seatrade [12] , p.3.

(36) OECD (57) 1977, para. 81 ;東欧共産圏では(1)自国中心航路では輸出CIF ,輸

入FOBにより貨物の船積み指定を行ない, (2)三国間航路では運賃ダンピングを行な

い，(3)2国間では政府対政府の海運協定を締結し，(4)外国では船舶代理店および合弁

で海運会社を設立する，というのが基本的な政策であるとCENSAは指摘している

(Seatrade [12], p､5)。

なお，ソ連の最初の海外代理店は1969年8月創設のTransworld Marine Agen-

cy Company N. V. (Antwerp)である(Jong [15), p.7)。
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（37) （38)

いる。ソ連海運は現在'4の海運同盟に加入しているが，それらはおおむね盟外
（39)

船活動のしにくい状況ないし事情のある航路にかぎられており，したがって，

多くの場合依然として盟外にとどまることが多い。それは，ソ連船社が定期船

同盟に加入する場合にあっても，かれらは盟外活動によってきずいた実績にも

とづくシェアが加入後に確保されることを条件としていることが多いからであ
（40）

る。

(37）日本郵船〔29〕，22ページ。

(38）ソ連船社が加入している同盟はつぎのとおり。

1．Brazil / Europe / Brazil Freight Conference

2. Europe Argentine Freight Conference

Argentine Europe Freight Conference

3. Continent to Australia Conference

4. Australia to Europe Shipping Conference

5｡ New Zealand European Shipping Association

6. Continent West Africa Conference (COWAC)

7. Ziirich Agreement (Outwards)

8. Cyprus Agreement

9. US South Atlantic / Spanish, Portuguese, Moroccan and Mediterran-

ean Rate Agreement No.10261

10. Continent / India - Pakistan - Bangladesh Eastbound Conferences

11. India - Pakistan - Bangladesh / Continent Westbound Conferences

12. UK / India Pakistan Bangladesh Eastbound Conferences

1 3. India Pakistan Bangladesh / UK West bound Conferences

14. Pacific Coast European Conference (ScanPacific)

(39）注38記載の航路のうち，1）と2）は旗国船主義の強硬な航路であり，3）から

6）は閉鎖同盟的で同盟結束が強固であり，10）から13）の航路は同盟が伝統的に強

く，かつソ連が援助物資を輸送すべき友好国とをむすぶものであり，9）と10）は実

質的にはソ連船によって配給されているが，表面上はフィンランド船の名で運航して

いるため加入しているものである（商船三井〔52〕，12ページ)。

なお，1981年前半期におけるソ連船社の三国間航路就航船舶は，225隻191万D/W

（平均船型8,473 D/W)( Bromst r6 ms (43) ) , 1982年同期のそれは,233隻212万D

/W(同9,089 D/W) (商船三井[52) )である。

(40）ソ連船社を同盟に加入させる場合の条件はそれにとどまるものでない。たとえば，

盟外活動時の運賃水準を考慮して加入後も一定期間同盟運賃より割安のレートを承認

するというのがそれである。Balt Atlantic Linesの米国東岸／西独航路（東行と
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ところでソ連当局の自国船の運航政策は一般平均より10 - 40%安い運賃での
（41）

運航であるとも，ソ連商社は商業ベースで運航している西側諸国の船社に比べ
（42）

て相当低い運賃（20-25％レス）で成約しているともいわれている。それはあ

る程度事実であるが，それではソ連海運はまったく軍事戦略的に低運賃を提示

し世界定期船市場を撹乱しているといいきることができるのであろうか。ソ連

海運の行動基準は利益追求にある，とIgor Averin氏（海洋船隊省渉外局長）
〔43）

らはいう。

在来定期船が多かったとか，船質が劣るとか，運賃値引きを説明する理由づ

けはいくらもあろう。そのような理由がある程度解消しているのではないかと
（44）

おもわれる今日でも，運賃ダンピングという武器が使われているのは何故であ

西行）の2同盟への加入勧誘の場合がそのような例である。もっともこの場合，米国
司法省と運輸省の反対で米連邦海事委員会(FMC)の承認が延期され，結局成功しな
かったのであるが。

(41) FIRS (60] , 1976. 8. 19.

(42）オランダ，英国，西独，ベルギー4国は，ソ連船が欧州，アフリカの若干の航路

で西側船社の40％引きの運賃で取り引きしていると非難している(FIRS (60], 1976.
1．15）。

(43）海洋船隊省には独立採算制の船舶公団が三つあり，17の船舶公社の業務を管理し
ている。船舶公社は船舶公団に所属しているが，その業務上の基本的な問題を自主的

に解決している。商船隊や船舶公社の活動の基本原則は収益性である，とAverin氏

はのべている（日本海事新聞，1976．8．17：郷古〔23〕)。郷古氏はソ連海運の運賃ダ

ンピングについても利益追求の原則がつらぬかれているとしてつぎのように指摘され

る。ソ連船は一般的にいって船の質も悪く，国営であるからサービスも悪い。同額の

運賃ならだれもソ連船には積まないであろう。最大の収益を上げるためには運賃を割

り引いても満船にした方が利益である。……･･･一時期ソ連は，コンテナ時代がはじま

り，在来定期船の新造がほとんどなくなった頃にも，国営であるため，時代に適応す

ることにおくれ，在来定期船の建造をつづけた。そのために過剰になった在来定期船

をできるだけ損失を少なく運航するためにダンピングを行なわざるをえなかった，と
(44）たとえば，一昨年（1982年)，極東／オーストラリア航路でも問題となったのは

ソ連の安値攻勢であった。ソ連のアフガニスタン侵攻の結果として起きた米国港湾労

働者の荷役拒否は米国航路におけるソ連定期船隊全体の貨物輸送量を1979年の196万

トン（積取比率3．2％）から56．4万トン（同0．9％）に減少させる影響をもたらした。

(OECD (56] 1980, para.40)その結果, FESCO (Far Eastern Shipping Co.)は
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ろうか。それを支えているものは何か。

これに対するソ連当局の弁明はいまのところ寡聞にして知らないが，ソ連海

運を支えていると思われる低コストの理由については，従来からつぎのような

指摘がなされている。

（1）国が社会保障の全体を負担しているので社会保障費が必要でない

（2）船舶の耐用年数が長い

（3）船体保険がない

（4）燃料油は大部分が国内で低価格で供給されている

（5）船員の職業教育費の国家負担（ソ連商船隊とソ連海軍の相互間で乗組員

の定期的交代が行なわれる）

（6）ソ連船員賃金の低さ

（7）海運予算によって商船隊のかなりの部分を吸収

（8）国内造船所での修理

さらに投資に必要な資金は直接中央政府から支給されるし，償却も－もしあ

るとしても－西側諸国とは別の基準にもとづいている，とノルウェーの関係
（45)(46）

者はのべている。

その船隊を極東／米国西岸航路から撤退させたが, 1980年春,前記航路に進出,同盟メ

ンバー船社より30-40%安い運賃でシェアを拡大, 1982年末頃には南航の定期船向け

貨物のうち，日本積みの10% ,香港積みの25% ,フィリピン積みでは38%をも積み取

っているという（朝日新聞1982.11.5：日本経済新聞1982.8.31／11．10／11．12)。

(45）海産研〔64〕，1976．5．5。

(46) Igor Averin氏は，西側の論評に対する反論のなかで，ソ連船の利点としてつ

ぎの諸点をあげている。(1)ソ連の社会保障制度一国が社会保障の全体を負担している

ので，ソ連の会社には「社会保障費」の項目はない，(2)賃金は相対的に低い（1976年

当時able-bodied seamanの平均月給は145ルーブル(US$190)),(3)ソ連船は耐年

数が長く（18-20年)，したがって償却率力〕低い，(4)船体保険がない，(5)ソ連の燃料

油価格は西側に比べて大幅に安い（1973年の石油価格の値上がりによる苦痛を経験し

ていない｡)，そして外貨の節約のため(6)燃料油の大部分をソ連国内で購入するほか，

一切の修繕をソ連造船所に留保している（海産研〔62〕，1976．5．5：日本郵船〔17〕73

ページ)｡
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ソ連側のこれまでの弁明にもかかわらず，「三国間輸送の運賃は，詳細は不

明だが，欧州共同体(E C)のモニタリング，各地の定期船同盟の情報収集に

よると，商業的には全く採算がとれない低いものであることは間違いない」（朝

日新聞1982.11.5）という発言に代表されるように，西側諸国の疑惑は依然と

して変りないものといえる。西側諸国海運企業は，いまやまさにソ連海運とい

う巨大な海運企業を相手として，世界市場で競争しなければならない立場にた

たされているということになる。ゆきつくところ各国は，個別にあるいは共同

して，ソ連海運の定期船活動に対抗するほかないということになりはしないか。

しかしそうなれば，ますます政府の海運への介入が強まることになり，自由な私

企業としての存在理由をみずから否定することにならないであろうか。UNCT-

ADにおける海運問題の討議以来，海運問題に果たす各国政府の役割はいよい

よ大きくなっている。このような事態がつづくことを是認するとすれば，国営

船社化に手を貸し，海運競争は国対国の競争に堕してしまうであろう。定期船

航路における競争は，発展途上国海運の躍進をも含めて，かつての自由な競争

を許さない環境の下で行なわねばならないものに転化しつつあるといえるので

はないか。

Ⅳ 海運におけるソ連の対外関係

海運におけるソ連の対外関係はソ連が諸外国と締結する海運協定によって表

現される。ソ連が外国との間で海運協定を結びはじめたのは1960年代なかばで

あるが，その目的は，ソ連商船隊の海外における活動にとって望ましい政治的，

経済的および法律的条件をつくり，かつそれらを強化・発展させることにあっ

た。1982年3月1日までに40余カ国との間で34の協定ができており，そのうち

32は2国間，一つは3国間（ソ連，ベルギー，ルクセンブルク），残る一つは

7カ国間（ソ連，ブルガリア，ハンガリー，東独，ポーランド，ルーマニア，
（47）

チェコスロバキア）のものである。
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ソ連が対外関係でもっとも重視しているのがコメコン諸国であることはいう

までもない。ここでは，「バルトアメリカ｣,「バルトアフリカ」で知られるよ

うに，ソ連のバルト船舶公社はポーランド，東独の各機関と共同して定期航路

を運営している。この実績に加えて，多国間海運協力を行なおうとするのが前

述のコメコン7カ国による多国間海運協定である。それはなによりも「朴会キ

義経済体制のより一層の強化と発展」の原則に立ってコメコン諸国の結束を固

め，ソ連の世界海運市場における活動を保障することを狙いとしているものと
（48）

いえよう。キューバやヴェトナムへの航路開設あるいは援助物資輸送もその一

環とみられる。

コメコン諸国，わけてもソ連が連係を深めることに熱心なのは発展途卜国と

のそれである。社会主義諸国間の貿易を除けば，ソ連の対外貿易は対途卜国貿
（49）

易が大きな部分を占めている。そしてそれらの国々への物資の海上輸送を通じ

てソ連はみずからの威信を高めようとしている。このことは，たとえば1975年

における外航海運の重点目標の一つとして掲げられた「世界中の航路において
（50)

ソ連海運の権威と名声を高めること」によって裏書されているとおもわれる。

ソ連は，海運が通商の手段としての従たる地位から独立し，それ自体重要な

要素をもつようになってから，海運固有の協定を行なうようになった。1970年

(47）海産研〔64〕，1982．7．25：これはソ連邦海洋船隊省中央学術情報局1981年編「海

運部門における国際協力シリーズ1981年NQ2｣ (著者V.A.オルロフ氏）とソ連外務

省1981年編「ソ連と外国との間で締結された現在発効中の条約，協定および協約」に

もとづくノース通信社の情報である。

(48）この協定では，社会主義陣営各国が航海自由の原則確立の必要性を確認し，正常

な航海の発展を妨げるいかなる差別待遇にも断固反対するという政治目標を掲

げ，つぎのように記している。「米国をはじめとする先進資本主義国が民族独立闘争

に武力を行使し，国際航路上の各国商船の安全を脅かしている現時点で航海自由の原

則をここにあらためて宣言することは意義深いものがある｡」と。

(49）ソ連と発展途上諸国との貿易額は，1980年が120億ルーブルで，ソ連貿易総額の

12．7％を占め，1981年にはそれぞれ164億ルーブル，15％となっている。

(50）海産研〔64〕，1980．3．5。
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代後半からは，国際海運協定における途上国の役割がふえてきたことにかんが

み，主として発展途上国を相手とした海運協定を結んできたが，その数は今日

では21（その内訳は，アジア：5，アフリカ：12，ラテンアメリカ：4）にた
（51）

っしている。その共通的な内容は，(1)海運自由の原則にもとづく当事国間の商

業航海の発展，(2)海運協定の自由についての協力，(3)国際間の海運の発展にと

って損害となりうる行為の抑制，(4)当事国海運に対する監督官庁相互間の実務

的連絡の奨励と発展，(5)海運担当政府機関同志また海運会社間での相互協議・

情報交換，などである。これは，いわばソ連が多年にわたって途上国に対して
（52）

行なってきた海運政策の一つの表現とでもいえよう。

ソ連はまた海運市場としてのASEAN地域に対して関心をよせ､1)合弁

代理店会社の設立，(2)ソ連船の修繕発注､3) ASEAN諸国に対する協力などを
（53）

通じて関係を深めようとしている。

社会主義諸国，発展途上諸国との関係にとどまらず，その一方でソ連は自国

の総貿易額で30％余(1981年の対先進工業諸国貿易額は354億ルーブルで，

32.2％である｡）を占める西側先進工業諸国との関係を重視し，これらの国々

との間で海運協定を結び，その海外における活動を有利に展開しようとしてい

る。いまその数は13にのぼっている。ソ連がこれらの海運協定によってもとめ

ているものは，相手国におけるソ連船およびソ連船員の安全と保護であるとみ

(51）海産研〔64〕，1982.7.25．主な国はベルデ岬諸島（アフリカ西岸)，アンゴラ，

インド，リビア，ザイール，ジャマイカ，メキシコ，ガーナ，エチオピア，パキスタ

ン，マダガスカル，セーシェル諸島，ギニア・ビサウなど。

(52）具体的には，ソ連は，(1)途上国の固有の（国営の）海運力の創設，(2)港湾施設の

開発，(3)スペシャリスト養成のための協力，(4)自国の外国貿易，とくにその国際収支

上重要な役目をする輸出面での輸送サービスにおけるソ連の広範な援助，などを行な

っている（海産研〔64〕，1974．1．25）。

(53）現在ソ連がASEAN諸国でもっている合弁代理店はシンガポールの「ソシアク

ライン｣，フィリピンの「フィルソフ」およびタイにおける「タソス」の3代理店で

ある（海産研〔64〕，1982.6.15)。
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ることができる。いまそれらの海運協定にほぼ共通してみられる内容を要約す

るとつぎのとおりである。すなわち，

・締約国の港の官憲は，上陸船員の違反が公の秩序および安全を損なうもの

でないかぎり，出先外交官の事前の承認なくして，それら乗組員の1また

は多数を起訴することはできない。（なお，この協定は，船舶の難破，損

傷の場合，とくに乗組員の救援に関する規定を含んでいる｡）

・両国の双務的海運活動を一層発展させ，「航海自由の原則」にもとづ

いた国際貿易航路の発展を促進させる。

・海運についてはいかなる差別的性格の行動をも差し控える。

．（特別の場合を除き）乗組員のビザなしでの入国，滞在を許可する。

・相手国の船内で生じた争いや法律違反に関しては，沿岸国である他の相手

国の民法・刑法の規定が適用される。

・貿易航路は，船舶にとって，あらゆる種類のリスクや危険をともなうもの

だから，相手国の沿岸における協定国の船舶の海難 事故などの場合，船

舶は，自国の船舶や貨物に対して，同じ場合にとられる規定を適用される。

そのような場合，船長，乗組員 旅客に対して必要な援助が与えられる。

このような先進資本主義諸国との海運協定が意味しているところは，コメコ

ン諸国や発展途上諸国との海運協定の場合ほど明らかでない。コメコン諸国や発

展途上国との海運協定によって，みずからの防護壁をかため，しかる後に世界

航路への進出を容易にするためにとっている戦略一融和策にほかならない，と

いうような見かたもできないわけではない。しかし，ソ連当局者が「資本主義
（54）

諸国との協力を進めたいと志向している」と語るところを素直にうけとるなら

ば，まさにその線に沿った行動の成果であるといえるであろう。

(54）海産研〔64〕，1980.11.25。
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V おわりに

ここにたどりついて考えることは，ソ連海運あるいはソ連の海運戦略につい

て何が確実にいえるかということである。西側諸国の中傷と非難あるいは脅威

論の中で，それに対するソ連の弁明，反論あるいは主張が真実をどこまで語っ

ているかということである。われわれは目にうつるソ連の海運行動自体のなか

になにかを読み取らなければならないだろう。しかし叙上の考察を通じてわれ

われにいえることといえば，船復増強一しかも在来定期船のそれ－のツケとハ

ードカレンシー不足というアキレス腱，これが引き金となってとにもかくにもソ

連海運は自国航路外で運航しなければならなかった，ということである。そし

て，その結果，西側諸国からみれば，既存の海運秩序に一大危機をもたらすこ

とになったのである。

UNCTADの定期船同盟憲章条約に対するソ連の肯定的態度は，そのルール

が自国にとって有利であるという判断のほかに，途上国の海運活動を支援する

という態度を表明するという効果をもつ。現実のソ連は対途卜国向けに自国船

隊を積極的に配船しており，とても途上国海運を積極的に使うというようには

うけとれない。したがってそれは途上国寄りのジェスチュアにすぎないとみら

れないわけではない。それは明らかにそれらの国々を自己の勢力圏にひきいれ

ようとするものであり，戦略的色彩の濃いものであり，それは政治的なもので

もある。

ソ連の海運行動を規定する海運戦略が同国の（共産主義の）世界戦略に根ざ
（55）

すものであるかどうかについては，明言できない。それは一般論か憶測的見解

かのいずれかというべきものであろう。戦略が真に戦略といいうるためにはま

だまだそれを実証するだけのものをわれわれはもたない。ソ連の海運企業一船

舶公社一と資本主義国のそれが行動原則あるいは基準において異なるのはむし

ろ当然のことである。行動がフェアーであるかアンフェアーであるかは評価の

(55) Marine Engineering / Log (40) , p､42;商船三井[52) , 3ページ。
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問題であるが，基準の異なるものを同列に論じることにもともとの問題がある

のではなかろうか。海運におけるソ連・東欧社会主義諸国と先進資本主義諸国

との対立・抗争は，政治の論理と経済の論理との相剋であり，とすればソ連の

海運戦略が政治戦略の一端であるということも容易に理解できるのである。
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香港，ノルウェー，ギリシャ海運の

経営戦略と海運政策

士ロ

茂田

は じ め に

ある企業なり産業が発展するには国際競争力が必要である。それを支えるの

が何であるかは国ご､とに異なるが，経済学的には比較生産費の原理にもとづく

生産性格差によると考えられている。そして，生産性格差は賃金と資本コスト

およびその効率性から決定されるものであろう。ただしここでの賃金，資本は

それぞれの国固有のものである。しかし，多国籍化した現代の大企業はこのよ

うな制約を越えて活動しているのが現実である。そのような場合，この原理が

そのままの形で適用されると考えることは出来ない。また，この原理には明示

的に経営学的な要素が含まれていない。経営風土といったことは別にしても，

戦略如何が企業の業績を左右するように，ある国のある産業が持つ経営的特性

は産業の国際競争力に大きく影響すると考えられる。

本稿で対象とする香港，ギリシャ，ノルウェー海運は，その主たる活動分野

を三国間貿易に求めることを常態とし，国家補助を何等要求しないといった観
（1）

点からみれば，佐波博士の第三類型に属する海運である。更にこの類型に入る

海運は，それぞれの国の固有の経済構造からその果たす役割が異なることもあ

（1）佐波〔34〕によればイギリス，ギリシャ，ノルウェー海運が典型的な第三型として

類型化されている。勿論これは歴史的に変遷するものではあるが，現代に於いてもこ

れらの海運に妥当するであろう。しかし香港海運の類別は本論で述べるように微妙に

異なると考えられる。
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るが，比較生産費の原理に基づく国際競争力を背景に，国際収支の獲得源とし

て大切な地位が与えられている。しかし，上述の視点からこれらの海運を見れ

ば，必ずしも比較生産費の原理に基づくような形で国際競争力がある訳ではな

く，また経営戦略的観点からみても決して同じ性格のものではない。

以下では，それぞれの海運について，個々の国民経済に対して海運業がどの

ように位置付けられるかを概観した後，海運業の発展と国家の役割および企業

戦略との係わり方を分析することとする。本来，自由な競争を建て前とするこ

れらの海運業に対して，規制を本質とする国家の役割を問うことは意義がない，

ナンセンスと考えられるかもしれない。しかし，現実には国家そのものが，あ

るいはその政策が海運業の在り方を規定し，それが企業経営の在り方に影響し

ている。また，比較的国家の役割が少ないこれら海運国の船主行動あるいは戦

略はどこまで同質化しうるのか，あるいは国ごとにどのように異なるのか，と

いったことが一方で問題となる。さらに秘められた問題意識は，日本海運業が

果たしてこのような海運業として発展しうる余地があるのかどうか，もしある

とすればどのようにして可能なのか，ということである。本稿はそのための予

備的作業でもある。

I 香港海運の特異性

戦後の香港経済の発展は著しく，その成長率は日本の高度成長と肩を並べる

程にすばらしいものであった。それを可能ならしめたのは輸出依存の加工貿易
（2）

体制にあったといえる。このような経済構造の下での海運の果たす役割として

は，貿易の補助と外貨の獲得といった事を挙げるのが一般である。しかし，戦

（2）下條，吉田〔8〕参照。このような発展の基礎は，中国革命から逃避してきた上海

系を中心とした中国人の資本，技術および経営によるところが大きかった。発展途上

国が殆ど何もないところから出発しなければならなかったことと比較すればある意味

では非常に恵まれていたといえる。
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後の高度成長を実現した香港経済にとって，海運業がそのような役割を積極的

に果たしたこともなければ，またそれを期待されたこともない。輸出依存型の

経済発展に及ぼす海運業の役割の意義については，歴史上イギリス，日本，そ

の他に事例を求めることが出来るけれども，これらの国と香港が異なるのは，

歴史的状況に大きく影響されてはいるものの，国内産業が海運業の力に依存し

なくても済んだという点である。国内産業それ自体が国際競争力を持ち輸出依

存型の発展が可能であるような経済では，外貨収支の困難に陥ったり，国際収

支の天井に突き当たることがない。そのような経済にとっては，外貨獲得のた

めの海運業が必要ではないし，貿易と海運の相互依存といった関係もそれ程密

接でもない。況してや自国貨自国船主義を採る必要など毛頭ない。もし，何等

かの国家補助あるいは優遇措置をとらねば国内産業が生き延びられなかったと

すれば，海運業の役割は重要なものとなっていたかもしれないが，現実はそう

はならなかった。そしてこのような経済発展を可能ならしめた香港の制度上の

特質は，レッセフェールに表現される自由主義経済制度である。この制度は香

港経済の構造に規定されるとともに，他方では香港経済が要求したものでもあ

る。つまり，両者は相互に規定し合っていたと考えられる。したがって，香港

海運の特異性は，海運の役割といったことが殆ど重視されないような経済に於

いて著しく成長した点にあり，問題は何故それが可能となりえたのかという

ことである。

ひとくちに香港海運といっても，中国系香港人が所有する海運と西欧系海運

と力§ある。また，規模は極めて小さいけれど香港に船籍を置き海運業を営む企
（3）

業と専ら便宜置籍船主義による海運企業とがある。以下で対象となる香港海運

とは，便宜置籍船主義を活用し拡大した中国系香港人船主の所有する海運のこ

とをいう。それ以外の海運は対象外である。というのは，上述の香港経済を前

提に発展した海運業は彼らのものであり，それ以外の者の海運業ではなかった

(3) G. A. Lobo(7)参照。
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からである。すなわち，西欧系船社と香港の地場産業的な船社は，香港が自由

主義政策を採ったとはいえ，香港に基盤を据えて海運業活動を行なっていたた
（4）

め成長の機会に乏しかったのに対し，中国系香港人による海運業は，資本，労

働力，貨物といった点に於いて香港から全く自由に活動した点に特徴があり，

それ故に大いなる成長が可能となったといえる。このことを言い換えるならば，

国際競争力がある輸出依存型の香港経済を前提にして海運業が発展するには，

香港自体に拘束されることなく自由に活動することが必要であったのである。
（5）

中国革命により本国から逃避してきた上海系中国人が，香港自体の不安定さ

の為に，彼らの資産を動く不動産としての船舶に投資したのが海運業の始まり

である。初期の段階では中古船を購入することから始めたが，その際，香港経

済構造の前提の下で海運経営の知識に乏しい彼らが採った戦略は，不定期船業

を中心に，日本のオペレーターへ用船に出す（貸船）ことであった。香港船主

が不定期船オウナー業に専念したのは，基本的には，その歴史が浅いために海

運経営についてのノウハウを欠いていた為であろう。この点はギリシャ，ノル

ウェー船主とは根本的に異なる。したがって，海運業に進出するには，この経

営資源がなくても比較的容易に参入しうる分野しか在り得なかった。それは定

期船業ではなく，不定期船業であり，それもオウナーに徹することであり，オ

ペレーターではなかった。また，不定期船業は本来世界を相手にする事業であ

るから，荷動に関する情報ネットワークが必要であるにもかかわらず，歴史の

無さ故にそれをも欠いていた。香港自身は輸出依存が高いとはいえ，量的にみ

れば荷主国ではないため，それを外国に求めねばならない。荷主国の日本の近

くに位置していたことが幸いであった。

（4）資料が限られるが, 1960年代半ばから1 970年代末までの船社別の船腹量の増加の

程度から判断して，このことが言える。1960年代の資料は原〔2〕，松本〔3〕，上田〔4〕
等があり, 1970年代のそれはG. A. Lobo (7)がある。

（5）香港の主要な大船主であるWorld WideグループのY.K.Pao, C.Y.Tungグルー
プのC.Y.Tung,Wah KwongクツレープのT.Y・Chao等すべてが上海出身である。
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1964年当時，香港の主要13船主の所有船腹量は約2500千D/W (1429千G/T )

であり，その3分の1の872千D/Wを日本の主要オペレーター8社が用船し

ていた。この量は8社の用船量の80％に当たり，日本全体の外国用船量の30％
（6）

に達していた。しかし，この当時の用船船舶は，その後急成長する時期の用船

船舶と比較すると，中古船が中心であるという点で異なっていたし，また香港

海運の規模は，後発国海運であることもあって，差して大きいものではなかっ

た。このことから，不定期船のオウナー専業であるような香港海運にとって，

ある条件下での中古船経営には限界があったと考えられるのである。

中古船は同型の新造船に較べて間接船費が安くてすむが直接船費が必ずしも

安くないし，新造船が大型化した場合には中古船はそれだけ競争力がなくなる。

したがって，中古船が長期用船市場に参入するのは容易ではない。また,60年

代前半では係船船舶が相当量あった為に中古船の競争環境は厳しく，60年代後

半に於いては自由市場が需給均衡にあったにもかかわらず固定市場からドロッ
（7）

プした船舶が大量に参入していた為，市況は低迷していた。このような市場状

況下で中古船をオペレートするのは容易ではない。そうだとすれば，別の方法

ででもなければ企業成長の機会は得られない。それは，船舶売買のタイミング

を上手に捉え，キャピタルゲインを狙う中古船経営である。つまり，確かなマ

ーケット予測に支えられた売買行動，すなわち市況の低い時期に船舶を購入し，

高い時期に売却するといったビヘイビアである。これは一見簡単なようで必ず

しもそうではない。というのは，マーケットが悪い状況＝採算が採り難い状況

で船舶を買うという意思決定，マーケットが良い状況＝好収益が得られる状況

で買船するという意思決定は，そう簡単には採れないのである。このような行

動をとることが出来るようになるには，リスクに耐え得る財務体質と海運経営

に関するノウハウの蓄積が必要である。香港船主の海運経営の経験のなさから

（6）桜町〔1〕参照。

（7）海事産業研究所〔43〕参照。
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すれば，このような行動は採り難い。とすれば，中古船による海運経営に限界

があるのは当然である。

60年代の香港海運の規模は取るに足りないものであり，世界海運界から殆ど

注目を浴びることはなかった。つまり，60年代末までの市場環境の下では，不

定期船オウナー専業である香港海運が発展しうる条件が整っていなかったと言

えるのである。香港海運と同列に論じられるギリシャ海運が戦後間もなく世界

海運界に再び登場したことからすると，その性格には違いがあることが分かる。

上記の事柄はその一面を指摘したものである。したがって，このような香港海

運の限界が突破されるには，大型新造船による用船（貸船）を可能とするよう

な市場環境が必要であったと考えられる。

さて，香港海運が顕著に発展するのは，60年代後半以降の日本の目覚ましい
（8）

経済成長の過程に於いてである。高度成長に伴い急増する海運需要に応えるに

は，邦船船社のみでは不可能であった。というのは，邦船各社が自社船を増や

そうにも建造資金がなく，またあったとしても計画造船の融資枠内での割り当

てだけでは到底足りない状況であったからである。したがって，邦船各社は船

腹不足を外国用船で賄い，運航船腹の拡充整備を図らざるを得なかった。この

用船需要に応えたのが香港海運であった。その際に採った香港船主の戦略は，

海運業を開始した当初から利用していた便宜置籍船制度と大型新造船による長

期用船（貸船）政策とを組み合わせたものである。この政策は，船腹不足に悩

む邦船船社に対して，日本の輸銀の船舶融資制度を利用して建造した新造船を

長期用船に出し，それから用船料を獲得する，という内容のものである。これ

だと新造船建造のための資金は比較的安く調達出来，自己資本も僅かですむう

え，原価を上回る用船料が確実に手に入るといったメリットがあった。そして，

便宜置籍船による税負担の軽減とアジア船員の低賃金とによりコストを下げて

競争力をつけたのである。また，香港にはOff Shore B usinessから生じる所

（8）大阪商船三井船舶〔5〕，日本郵船(6], G.A.Lobo(7]参照。
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得には課税されない税制上の恩典があったから，この面からも競争力の強化と

なるとともに，資本蓄積の面で有利であったといえる。香港船主が便宜置籍船

に走った理由は，香港自体の政治的な不安定さとともに，香港籍船は英国商船

法により英国士官を乗せなければならず，それだと船員費が高くつき，競争力
（9）

がなくなるからであった。便宜置籍船のメリットはそれまでの彼ら自身の経験

により実証ずみであった。また，東南アジア人労働者を利用できる地理的優位
（10）

さがこれを助長したといえる。この成長過程を実質的所有船腹量で見ると，19

69年に僅か500万D/Wであったのが, 1980年には5500万D/W, 11倍までに拡

大した。この間11年である。如何に目覚ましい発展であったかが分かるであろ

う。

香港船主は, C.Y・T UNGグループ°を除けば殆どがいわゆるオウナーであつ
（11）

て，けっしてオペレーターとはいえない。オウナー業は，船舶を運航管理する

必要はない。また一度長期契約を済ませば，その時々のチャータリングに思い

惑うこともない。このような船主にとっては，専ら如何に安い競争力のある船

を提供することが出来るか否かが問題である。競争力のある船を造る方法は，

船費を安くすることである。船費は直接船費と間接船費とからなる。間接船費

をきめる要素は船価，金利および一般管理費である。船価を安くするには大型

化により，金利は輸銀融資で低く調達でき，オウナー業に徹することから会社
（12）

組織を極端に簡素化して一般管理費を押さえる。他方直接船費はつまるところ

（9）海事産業研究所，「外国の船員関係法規一英国・香港編」昭58.9参照。

(10）各船主こ．とに違っているけれども，香港，台湾，フィリピン，その他のアジア船

員が雇用されており，その契約期間は半年から最大2年程度であるといわれている。

日本郵船〔6〕参照。

(11) C. Y. Tungは定期船事業(OOCL)を行なっており，オウナー専業でいることが

不可能であるからである。

(12）不定期船オウナー専業といった業務内容の性質から当然一般管理費が少なくてす

む。このような傾向はギリシャ，ノルウェー海運についても同様である。少ないデー

タではあるが，この費用がどれ程かを知るには日本郵船〔6〕が参考になろう。
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船員費である。これは合理化よりか低賃金による方が容易である。香港船主は

大型新造船による便宜置籍船化によりこれらの問題を解決してきた。このよう

な香港船主はギリシャ系船主のうち長期用船主義を採った船主と比較しても異

なっている。便宜置籍船と長期用船との組み合わせは同じではあるが，決して

スポットで運航させるようなことはなく，海運業経営に対する考え方が異なっ

ているようである。この違いは船主の出自あるいは経歴の違いに対応している
（13）

のであろう。

Ⅱ ノルウェー海運の特異性

自然的地理的条件のために経済諸資源が非常に限られているノルウェー経済

の主要産業は漁業，農業，林業それに海運業である。国内産業には見るべきも
（14）

のがないために，ノルウェー経済に於ける海運業の地位はきわめて高い。香港

のように輸出依存型の経済構造ではないから，海運業は数少ない輸出産業とし

て位置付けられ，これが獲得する外貨により貿易収支の赤字が穴埋めされると

いう仕組みになっている。近年，北海油田の開発により，このような海運業の

役割は相対的に低下したことは確かではあるが，依然として重要であることに

は何等変わりなく，他面では海運業におけるリグ部門の活動が脚光を浴びるに

至っている。重要な外貨獲得資源として国民経済に寄与することを期待されて

いる海運業ではあるが，国家によるこの産業に対する介入，つまり海運政策

は自由主義を根本理念としている。このような政策を掲げるのは，ノルウェー

(13) Y. K. Paoは戦後上海銀行の銀行員であり, C. Y. Tungは戦前上海の天津航業

に勤務していた。また, T. Y. Chaoは戦前上海の中興輸船公司の支配人であった。

彼らは間接的には海運業に係わっていたが，実際に海運業を営んだ経験はなかった。

特に, Y. K. Paoの経営は正しく銀行経営をそのまま海運業に適応したものであった〈

(14）ノルウェーの産業構造と海運業の関連については，文献リストに掲げたどの論文

も指摘している通りである。ただし，その経済構造に規定された海運ではあるが，決

していつの時代にも第三型にあったのではなく，その時々の歴史的状況により変化し

た点を見逃すべきではない。佐々木〔12〕参照。
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がそもそも荷主国でなく，海運業の活動分野が三国間貿易に多くを依存せざる

をえないからである。国家の過度の介入が相手国の貿易制限を助長するような
（15）

ことになれば，ノルウェーとしては何等うるところがないのである。

自由聿義を基本とするノルウェーの海運政策は，補助金あるいは助成金制度
（16）

こそないけれど，税制上の優遇措置が採られている。また，ノルウェー籍船に

は外国船員の乗船が許されているものの，自国船員と同じ労働条件が与えられ

ねばならないことになっている。更に，便宜置籍船主義が1975年の政策転換ま
（17）

で禁止されていた。自由主義とはいいながらも，自国船および自国船員でなけ

ればならないといった点は，純然たる自由主義という意味からは，それに反す

るものである。ただ，海運業がノルウェー経済に寄与するには，このような制

限も当然のように考えられる。しかしそれ故に，戦後のノルウェー船主は他の

海運国の船主とは違った経営戦略を考え出さねばならなかったともいえるので

ある。

ノルウェー海運の第二次世界大戦後の再建は，中古船の買船と新造船の建造
（18)

により開始された。前者は政府保証のもとで米国の戦標船を購入することとド

イツからの賠償とによって進められた。ところが，米国の戦標船の払い下げ力：

(15）ノルウェー海運が自由主義政策を掲げ定期船同盟コード憲章，バルクトレードシ

ェアリングに反対するのは尤もなことである。歴史上，ノルウェー海運はイギリス

の航海条例によってその発展を阻害されたのである。K・Petersen (18]参照。

(16）優遇であるかどうかは立場により意見が分かれよう。便宜置籍国，香港，ギリシ

ャ等との比較では優遇されているとはいえないが，日本との比較ではそのようにいえ

るのではないか。一般にはノルウェーの海運に対する税制は他の国内産業と何等変わ

りがないといわれるものの，実質的には色々な措置により優遇されているともいわれ

る。加地〔15〕参照。

(17）日本船主協会〔37〕，1975,12参照。なお，便宜置籍化されてもその運航利益はノ

ルウェーの課税対象となっている。また，政府の政策はノルウェー人の所有する船舶

にはノルウェー国旗を掲げ，ノルウェー船員を乗船させるようにという基本姿勢を崩

してはいない。しかし，この転換は重要であり，ノルウェー海運の置かれた状況がど

のようなものであるかを推測出来る。

(18）海事産業研究所[32] pp､329-334参照。
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世界的に大量におこなわれた為，海運市場は激しい過渡競争をきたした。ノル

ウェー船主はこのような状況に於いて中古船では競争に打ち勝つことが出来な

いと判断し，新造船の建造に踏み出した。この建造資金には戦時中の資本蓄積

と戦時補償とが頭金として充てられた。船主の旺盛な建造意欲はノルウェーの

外貨事情を困難な状況に陥れた為，政府は外貨割当制度を創設するとともに，

1948年末から2年間海外からの船舶輸入を禁じた。この間，ギリシャ船主は英

米大手石油会社と手を組んで急速に成長していったのである。しかし，このよ

うな反自由化政策は，朝鮮戦争の勃発による世界的な船腹不足が生じたことを

契機に，徐々に緩和されていった。それに伴い海外発注が盛んに行なわれた。
（19）

このための資金は外国銀行に依存していた。すなわち，1950年にはイギリスの

バークレース銀行とノルウェーのハンスブロス銀行との間に500万ポンドの造

船融資が取り決められ，また1951年には，スウェーデンとの間に造船融資が締

結された。更に1954年には，国際復興開発銀行から2500万ドルの借款を受け

ることに成功した。この一部は米国市中銀行であるアメリカ銀行が151万2千

ドル，フィラデルフィア・ナショナル銀行が50万4千ドル肩代わりするもの

であり，これによってノルウェー船隊の4分の1を増大させる計画が可能とな

ったのである。したがって，1945年から1954年までの10年間にノルウェー海運

は，外国より384.3万総トンの新造船と140.5万総トンの中古船とを購入し，

国内造船所より70．8万総トンの新造船を受け取り，合計595.6万総トンの船腹

増強を実現するとともに，一方では同期間に160.6万総トンの低性能船を海外
（20）

に売却処分した。

戦後復興期を終えた世界経済は，エネルギー革命による石油業の発展，なら

びに鉄鋼業を中心とした重化学工業の進展，それに伴う産業構造の高度化と大

規模化といった形で成長することになり，その過程で海上荷動量は着実に増大

(19）大阪商船三井船舶[38) , 1953-10, Nu 23, 1954-6およびNQ40, 1955-11参照。

(20）海事産業研究所[32] p.334参照。
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するとともに新造船需要が高まった。特に，石油荷動量の伸びとそれに対応し

たタンカーの大型化が著しく，他方鉄鉱石，石炭輸送のバルクキャリアの成長

も目覚ましいものがあった。このように新たな世界の海運市場構造が形成され

ていく過程に於いて，ノルウェー船主は積極的にこれに対処していったのであ

る。

戦後のノルウェー海運の発展については色々の要因が考えられる。そのひと

つとして大型新造船による長期用船主義が挙げられる。これは既に第一次世界
（21）

大戦後に出現したタンカーについて経験されたものであって，石油メジャーと

のあいだに締結された用船契約をもとに，船主が新造船を建造し，それをメジ

ャーに貸船として用船に出すといった経営戦略である。これが戦後にも採用さ

れた。その際，船舶は市場の船舶よりも常に大型船が選好され，国際競争力を

つけることが指向された。というのもノルウェー船員の賃金は国際的にみても

相当高いために，この側面からも大型化によるコスト低下が要求されたのであ

る。大型化は大型化を呼ぶ。競争力を確保し続けるには不経済化した既存船舶
（22）

は不必要となり，売船の対象となる。そして，この売船による資金は新造船建

造の重要な資金源でもある。したがってノルウェー船舶の船令は他の海運国の

船舶と比較して若い。

また，国際競争に勝ち残るために採られた別の戦略は，その所有船舶の多様

性を見れば明らかであるが，専用船化である。専用船化はタンカー，バルクキ

ャリア，兼用船などの高能率船のみならず，いわゆる製品差別化を可能とする

ような特殊専用船，例えばLPG, LNGタンカー，自動車専用船，木材専用
（23)

船等に見られる。この戦略は海運経営に長けているノルウェー海運の特徴でも

(21) Leif Norgard [19] English Summary参照。

(22）買船活動の積極さが1960年代末にはノルウェー船舶数の減少をもたらした。この

船舶を購入するのは主にギリシャ船主であった。山岸〔27〕参照。

(23）このことは現在のLloyd 's船腹量統計の船種別構成を見れば明らかである。差

別化は船種，船型，荷役装置といった点に関して採られるとともに，バルクコンソー
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あって，香港，ギリシャ海運には見いだせない特質である。

最も重要なノルウェー海運の特異性は，上記の長期用船によるリスクの少な

い経営と同時に，短期の用船市場あるいはスポット市場でも運航するといった
（24）

企業家精神に富む経営をミックスさせた点にある。これは安定的な収入確保を

最優先させた香港船主とは非常に異なるものである。その背景には海洋民族と

して海運業に歴史的に係わり続けたノルウェー船主のユニークさが伺い知れる。

このミックスには市況変動に対する臨機応変の対応が求められるのだが，長期

用船による安定経営には新造船か既存船かが投入され，短期市場での市況に対

応した経営には既存船が採用されたと予想される。その理由は次のように考え

ることが出来る。長期用船契約が保証されているならば，既存船は勿論，新造

船も建造資金調達ができるから，ともに運航可能である。しかし，新造船をス

ポット運航しようとする場合には長期用船保証もないし，したがって建造資金

も調達が容易ではない。ここで売船，償却引当金による資金調達方法が考えら

れるが，売船と新造船とが同じ船型であれば未だしも，通常，売船船型より新

造船船型の方が大きいから，それだけでは資金調達が困難である。したがって，

自己資本が相当あってリスクに耐え得る体力を持つ船主でないかぎり新造船の

スポット運航といった戦略は採り得ず，そうでない殆どの船主は，建造時には

用船契約を取り付けて何年か運航し，その船舶の用船切れの際にスポット運航

シアムを組みカーゴの確保を図っている。

(24）マーケットの状況によりスポットと中・長期用船とを組み合わせる比率が変化し

ている。特にタンカーについて顕著である。いま，これを色々な資料から拾ってみる

と，1957年前半にはタンカーの4/5，ドライの1/2が1年以上の長期用船のもとで運

営されていた。これが1962年年初にはタンカーの2/3，ドライの1/2が，1968年には

タンカー，ドライ全体の57％，1971年には全体の80％，1973年ではタンカーの75％，

ドライの1/2が長期用船されていた。タンカーについて見ると，マーケットが良好な

時期には長期用船の比率が低下し，スポット運航の割合が上昇している。データの制

約のために確固たることはいえないものの，一般にいわれているようなミックスが表

われているように思える。海事産業研究所〔32〕，大阪商船三井船舶〔38〕，日本船主協

会〔37〕等参照。
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が選択されると考えられるのである。もちろん，ヒルマー･レクステンのよう

に純然たるスポット経営を行なう船主も考えられるが，そのような船主は少な
（25）

いと思われる。

ノルウェー海運と香港，ギリシャ海運とを比較するとき顕著な差異がある。

すなわち，便宜置籍船を利用しているか否かである。競争力を維持するために

便宜置籍船主義が多くの海運国で採られて来たが，ノルウェー政府は海運業に

それを禁じていた。これは同国の国民経済に於ける海運業の位置付けからして

当然の帰結であるといえる。したがって，税制上の優遇措置にも拘らずこの面

では不利であった。このようなデメリットからノルウェー海運の経営戦略がそ

の他の海運業とは異なったものとならざるを得なかったと考えられよう。

Ⅲ ギリシャ海運の特異性

ギリシャは伝統的に海運国家である。国土の80％が不毛な岩山であって，山

間の狭小な農地は強風と冬期の寒気のために開発の可能性は殆ど見られず，僅

かにオリーブとブドーの栽培が行なわれているにすぎない。したがって，ギリ

シャ人が少年の頃から夢見る職業は船乗りになることであったといわれ}藍こ

のようなギリシャの産業構造からすれば，国際収支が慢性的赤字であるのも止

むを得ないといえる。そこで国家が海運業に何を望むかははっきりしている。

外貨の獲得である。ノルウェー海運と同様三国間貿易で活躍するギリシャ海運

は，自由主義政策が基本となっている。しかし，戦後のギリシャ海運は戦前と

は全く異なる便宜置籍船が大半を占めることとなった為，政府は外貨獲得を目

的にこれを本国に誘致させようと諸政策を講じた。つまり，戦後のギリシャの

(25）タンカーのスポット経営により60年代後半突如として出現したレクステンが70年

代のブームにより破産し，姿を消したことは象徴的である。純然たる意味での企業家

精神に富む行動にはこのような結果が伴うのは当然でもあろう。

(26）海事産業研究所(32] pp.369-372参照。
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ギリシャ海運の成長

132

百万

grt

50

，へ
〆 ､

〆

40

〆
ﾀ

ﾉ

メ
〃

〃

30 J
’↑

〃

二二r､
20

10

0

50(年） 60(年） 70(年） 80(年）

海運政策はギリシャを便宜置籍国化することであったといえる。

戦後のギリシャ海運（ギリシャ籍船と便宜置籍船）の成長過程をその船腹量

によって概観してみよう（図参照)｡ギリシャ海運の成長過程は，大きく3つ

の期間に区分できる。第1期は戦後から1968年までの便宜置籍船を中心に増大

した時期である。この時期は更に3つの期間に分けることが出来る。つまり，

便宜置籍船のみｶﾐ増加し，ギリシャ籍船が横這いであった1958年までの期間，

便宜置籍船からギリシャ籍船への転換が現われた1962年までの期間，そして，

再び便宜置籍船が増大し，ギリシャ籍船が横這いであった1968年までの期間，

これである。第2期は1975年までのギリシャ籍船の増加が便宜置籍船の増加を

上回る時期である。そして，第3期は1976年以降の便宜置籍船の減少，ギリシ

ャ籍船の増大が出現した時期である。以上をまとめると次の5つの期間に区分

できる。すなわち，

（1）1945-1958年：便宜置籍船の増大期
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（2）1959-1962年：便宜置籍船の減少．ギリシャ籍船の増大期

（3）1963-1968年：便宜置籍船の増大，ギリシャ籍船の停滞期

（4）1969-1975年：便宜置籍船，ギリシャ籍船の増大期

（5）1976年一 ：便宜置籍船の減少，ギリシャ籍船の増大期

これである。このような便宜置籍船とギリシャ籍船の成長の変遷にはギリシャ

政府の採った政策が大きく影響している。以下では各期間ごとの特徴を見てい

くことにしよう。

第1期は戦後復興過程である。大戦により激減したギリシャ海運は，残った

船舶の殆どが20年以上の古船であり，その規模は70万総トン程度であった。

このギリシャ海運の再建は，米国からのリバテー船とT2タンカーの購入を以

て始められたが，このような方法には限界があった。それはギリシャの国家そ

のものに対する不信に起因するものであった。このために，ギリシャ籍船の増

加は50年代には僅かであって，船腹量の増加は殆ど便宜置籍船に依存していた。
（27）

ギリシャ海運が便宜置籍船へ傾いたのにはふたつの理由が挙げられる。ひと

つはギリシャ国家の不安定さによるものであり，もうひとつは便宜置籍船がも

つメリットである。前者に関して言えば，内乱による国家の不安な前途，ギリ

シャ船上での反乱等諸種の要因の為に，外国の大きな金融機関がギリシャ籍船

舶の買入や建造に対して融資の便宜を与えることを渋ったり，抵当権の目的に

なっている船舶のギリシャ籍への移籍を好まず，したがって船主は，その安全

を確保するために外国籍にその船を移さざるをえなくされたといった背景があ

った。また，ギリシャは戦前と較べて税が高くなっており，この面からも便宜

置籍船化を促進させたといえる。後者の要因については述べるまでもないこと

である。低税制が最も大きい誘因であろう。ギリシャの場合船員費が高いとい

ったことではなかった。

このような理由の為に, 1950年から58年までの船腹量は，ギリシャ籍船は殆

(27）大阪商船三井船舶(38] NQ27, 1954-10, Nu86, 1959-9参照。
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ど増えず，便宜置籍船のみが約3倍にも拡大した。便宜置籍船政策は新造船の

タンカー，中古船の乾貨物船についても採られたのである。したがってギリシ

ャ系船主の船腹量が占める世界船腹シェアーは，58年には10％を上回るまでに

至った。いかなる理由で便宜置籍船主義が採用されたにしても，その効果は非

常に大きいものであった。そして,’この新しい経営方法を取り入れた企業家精

神は注目されてよいであろう。

第2期は便宜置籍船からギリシャ籍船への転換が行なわれ，ギリシャ船の増

加傾向は停止していた。外国籍からギリシャ籍への転換理由は不明な点が多
（28)

い。一般にいわれるところでは，ひとつは，国際運輸労連(ITWF )による便宜

置籍船排斥運動，英国及びその他の海運国による便宜置籍船に対する非難等で

あり，ふたつは，ギリシャ政府によるギリシャ置籍奨励策が持つところの経済

的メリットである。後者に関していえば，1953年の外国資本投資保護法並びに

1953年の税制優遇措置の拡大である。更に1958年には，ギリシャ籍船が融資を

受け易くするために，国際慣習および英国海運法に倣ってCorde of Private

Maritime Lawが制定されると共に，優先担保に関して外国の抵当権者にその

権利と資格を，またギリシャ政府による大幅な保証を規定する法令が発効し
（29）

た。これらの要因がどの程度の効果をもたらしたかは判断し難い。ただ，ギリ

シャ政府の採った税制上の優遇措置は，ギリシャ海運の成長には余り寄与しな

かったといえる。

この期間はスエズブーム後の不況期であり，世界的に船腹過剰にどの船主も

悩まされた時期である。ギリシャ系船主といえどもその例に洩れず大量の係船

を抱え，結果的には実現しなかったが共同係船プールといった不況対策に乗り

出した。係船率の高さはギリシャ系船主の係船点運賃が高い，言い換えると古

船が多かったことになる。このような状況に於いて，ギリシャ系船主の占める

(28）大阪商船三井船舶[38) NQ 86, 1959-9。

(29）大阪商船三井船舶(38) NQ86, 1959-9, N097, 1960-8, N0 102, 1961-1参照。
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世界船腹シェアーは低下していることは，逆に言えば彼らがブーム時に発注し
（30）

た船腹が相対的に少なかったことを示している。ここにも彼らの投資活動の一

面を見ることが出来るであろう。

第3期の特徴は，前期のギリシャ籍への転換が完全に停止してしまい，ギリ

シャ籍船が全くといっていい程増えず，便宜置籍船のみが増大したことにある。

それにも拘らず世界に占める船腹量シェアーが12.3％まで上昇した。船腹増

加は新造船のタンカー，バルクキャリア，それと貨物船，タンカーの中古船で
（31）

あった。便宜置籍船の著しい増大は，ギリシャ政府の誘致政策が効果的でなか

ったことを示している。この間にも色々と政策が改善されたにもかかわらず，

一向にギリシャ籍船は増えなかった。ギリシャ籍より便宜置籍の方が数段メリ

ットが大きかったからだと考えられる。

これまで採られて来たギリシャ政府による便宜置籍船の本国への置籍転換政

策は悉く失敗に帰したといえる。新政権の誕生と同時に新しい海運政策が打ち

出された。それが1967年の法律第89号であり，1968年の法律第378,465号であ
（32）

る。これらの法律による効果が現われ，便宜置籍船増加の鈍化，ギリシャ籍船

の急増が進展する第4期が次に来る。
(33）

そして更に，1975年の法律第27,29号により一段と誘致のための優遇措置が

強化され，ギリシャ籍船の増加が加速され，便宜置籍船が減少に転じる第5期

(30）このことからギリシャ船主がスポット経営を行なわないことにはならない。スエ

ズブーム後の不況期には大量の係船を抱えて苦労したのである。その解決策が共同係

船プール案であった。

(31）この時期のギリシャ船主の中古船の買船活動については国領〔31〕が詳しい。その

量を単純に合計すると300万D/Wである。

(32）この詳しい内容については海事産業研究所(32] pp.378-391参照。

(33) 1975年の税制は, (1)ギリシャ籍船に対する海運税(Shipping Tax), (2)海運税
の減免措置，(3)ギリシャ資本の保有による外国籍船に対する特別課徴金，(4)ギリシャ

で設立された外国資本の保有による海運会社の免税措置，(5)その他海運業に対する優

遇税制等の内容から成るものである。日本郵船〔29〕参照。
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が出現することとなった。この期に於いてギリシャが便宜置籍国に変質したと

言えよう。

上述してきたところから明らかなように，ギリシャの海運政策は根本的には便

宜置籍船を本国へ置籍させるためのものであり，ギリシャの便宜置籍国化であ

ったことがわかる。また，海運政策によりギリシャ海運が成長したとは言い難

いことを意味しているであろう。つまり，国家による介入は本国への転籍を容

易ならしめたかもしれないが，ギリシャ海運を発展させたとは言えない。そこ

で問題は発展を可能ならしめたのは何かである。われわれは企業家こそが賞賛

を受けるべきであると考えている。

ギリシャ海運の特徴は，便宜置籍船制度の活用のもとでの中古船主義にある

と一般に言われる。このことは一面では正しいものの，ギリシャ海運の全体像

を物語るものではない。ギリシャ船主には二通りのタイプがあり，上記の説明

は一タイプにのみ該当するが，他方の船主については正しくないのである。こ

こで二通りのタイプとは，第一次世界大戦後ギリシャ海運を急成長させたいわ

ゆる中古船主義と第二次世界大戦後の大型・新造船による長期用船主義とであ

る。前者は通常スポット市場で中古船を運航させるのに対し，後者はいわゆる

リスク回避のために長期用船市場で運営する。ギリシャ船主はこれらふたつの

経営戦略のどちらかか，あるいはそれらをミックスさせるかにより企業経営を

行なってきた点に，その特異性があるといえよう。
（34）

主要大手のギリシャ船主の保有船腹を見ると，タンカーとバルクキャリアを

中心に活動する大船主は，タンカーが大型新造船と中型中古船とのミックスで

あるのに対し，バルクキャリアがやや中古のハンディータイプである。またギ

リシャ船主は兼用船の保有が多く，それらは船型が10万D/W以上の船は若く，

10万D/W以下の船は古い。一般貨物船，バルクキャリアに偏る中堅船主は，

貨物船は中古小型船，バルクキャリアは中古のパナマクス以下の船型が中心と

(34）日本郵船〔29〕参照。
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なっている。
（35)

このような船舶の運営方法には様々な形態が採られている。大型新造のタン

カーは長期契約に基づき運航されている。このことはギリシャ系船舶の係船状
（36)

況から判断していえる。中型中古のタンカーは，米国系石油メジャーとの関係を

背景に，カリブ海域を中心に運航されている。これには必ずしも長期契約が締

結されているとは考えられない。というのは，75／76年当時の係船量の6－7

割までがこれらの船型の船で占められていたからである。しかし，仮にスポッ

ト運航されていたとしても，中古船による競争力をある程度保持していたと考

えられる。他方，バルクキャリアの経営にはタンカーのような大型船による長

期用船は見られない。これは世界的にみてドライバルクカーゴの荷主が日本に限

定され，この面でのコネクションが得られなかった為と考えられる。また，配

船航路は欧州向けが大半であるから，大型船は不必要である。それ故，中古船

のハンディーあるいはパナマックス型が選好されたのであろう。一般貨物船は

コンテナ船の出現のために極めて厳しい状況下にあるが，その運航は独特のも

のがある。一般貨物船の保有量は世界一であり，船型が殆ど1万D/W 以下の

中古船である。典型的なロンドングリークの中古船主義がここに見られる。そ

の就航航路は大西洋域が中心であり，最も多く配船しているのは西アフリカ航

路である。

長期用船主義の経営戦略については香港 ノルウェー海運について述べたと

おりである。そこで，ここでは中古船主義について考えてみよう。

中古船主義は，船舶を用船に出すにしる自社運航するにしろ，間接船費の安

いことが競争力の源泉となっている点に特徴がある。しかし，直接船費は船員

費を別にすれば，修繕費，船体保険料が高くつく為，係船点運賃が高くなり，

係船され易くなる。船員の解雇が簡単に行なえるとすればさらに係船が容易で

(35) Lloyd 's Shipping Economist, 1980, 9参照。

(36）森久保〔23〕参照。
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ある。この場合，間接船費が低いことから，係船船舶の赤字は係船されずに運

航される船舶の赤字より少なくてすむ。つまり，赤字幅は運賃と総費用の差で

あるから，係船点運賃の低い運航可能な船舶の赤字は，係船点運賃が高いため

に運航しえない総費用の安い船舶の赤字より大きいことはいくらでもある。と

はいっても係船期間が長期に及ぶ場合には資本の回収は容易ではない。したが

ってこの間の赤字に耐え得る財務体質が強くなければならない。もし，自己資

本でないとすれば破産の憂き目に会うことになるからである。しかし，ギリシ

ャ船主に有利であったことは,60年代の海運市場は前半こそ係船を余儀なくさ

れる状況であったが，後半から70年代の前半に至る10年足らずの期間はほぼ完
（37)

全雇用の状態であったことである。大型のタンカーやバルクキャリアの出現の

ために市況はそれほど高騰することはなかったけれど，この時期にはギリシャ

の中古船であっても運航の機会を見出すことが出来た。そして，何度かの市況

の上昇があった。この機会に中古船であっても利益を獲得しえたと考えられる。

ギリシャ船主の中古船購入には当然このような経済計算があったと考えられる。

また，彼らが中古船を購入する時期は比較的マーケットが低い時である。この

ことは中古船のキャピタルロスが余りなく，キャピタルゲインとなっているこ

とを意味する。

お わ り に

これまで，香港，ノルウェー，ギリシャ海運について国民経済，海運政策お

よび経営戦略といった観点からみてきた。それぞれの海運業の発展に及ぼす海

運政策の影響は，ある意味では少なかったといえるのではないか。香港には海

運政策はないといってよい。ギリシャの海運政策は便宜置籍船を本国に誘致さ

せる性格のものではあるが，その成長に寄与したとは到底考えられない。ノル

ウェー海運の間接助成としての税制上の優遇措置の効果は判定し難い。しかし

(37）海事産業研究所〔43〕参照。
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その他海運国も多かれ少なかれそのような措置を採ったし，日本のように直接

助成としての利子補給制度と計画造船制度により他の国よりも優遇されていた

国も多かったのである。このようなことから判断すれば，ノルウェーの海運政

策がその成長を助けたにしても，その影響は相対的にはなかったに等しいとい

えるのではないか。

また，経営戦略といった視点からこれらの海運業をみたとき，明らかな相違

がある。長期用船主義により拡大したのが香港船主である。ノルウェー船主は

長期用船主義をとりながらもスポット運航とのミックスに特徴があり，また，

いわゆる製品の差別化による成長機会を求める戦略を採っていた。ギリシャ船

主は一方では長期用船主義をとり，他方では中古船主義をとる戦略に特徴があ

った。一様に長期用船主義をとった点ではこれらの海運業は同じではあるが，便

宜置籍船主義であるかどうかに於いてノルウェー船主は他の船主とは違うし，

さらにそのなかでも，単なる船主業に止った香港船主とオペレーションをも含

む海運業活動を営んだギリシャ船主とは明らかに区別されねばならない。この

ような経営戦略の相違がどのような理由に基づき生まれたかは本論で述べたと

おりである。これを結論的に言えば，それぞれの国家あるいは経済が持つとこ

ろの制約を越えたところで，個々の船主が企業家精神を発揮した行動結果であ

る，といえよう。ただこの戦略上の差異が海運業の成長あるいは経営成果から

みてどれ程違った結果をもたらしたかを判定することは非常に困難である。そ

うだとしても。驚くべき発展はこのような戦略に負うところが大であったとい

えよう。
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ITFによる便宜置籍船乗組員の組織化

山 本 泰 督

問 題 の 所 在

多国籍企業の活動が拡大するにつれて，労働組合の側でも組合員の雇用・賃

金，労働条件の改善を図るために，多国籍企業にたいして新しい取り組みを要

求されるに至った。異った国の労働組合の間での相互の情報交換から，特定の

多国籍企業にたいする数カ国の労働組合の連携した形での団体交渉，あるいは

多国籍企業が労務費の低下を求めての工場の閉鎖，他国への移転を計画した場

合での関係する諸国の労働組合間の共同戦線の展開など，多国籍企業の活動に

たいする労働組合の対応の方法やその拡がりはきわめて多様なものがありうる。

そして，そのいずれもが国境を超えた労働組合間に連帯が維持され，かつ諸組

合の合同した，ないしは相互に提携した交渉戦略の選定，実施を必要としてい

るのである。

しかし多国籍企業の活動範囲が拡大してきているにも拘わらず，労働組合側

における現実的な対応には,かなりの遅れがあるといってよい｡ﾉｰｽﾗｯﾌ

(H､R. N orthrup )およびローワン(R.L. Rowan)は，国境をこえた多国籍
（1）

団体交渉について詳細な実態調査をおこなったが，その調査結果によれば，労

働組合が多国籍企業と国境をこえた多国籍団体交渉をおこなっている例は，ほ

とんどなく，北米のようにアメリカおよびカナダを支部とした労働組合があり，

しかも両地域において同一会社が交渉相手となっている場合ですら，その交渉

( 1 ) H.R.Northrup and R.L.Rowan, M"/〃"α〃0"" Co""""gBa酒α師j" Ar-

彫"rs; T"g Reco", Me C"" "d rheBり妙"rs, 1979.
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が国際的であることは極めて稀れである。さらに加えて労使間で定期的に多国

籍協議をおこなっている事例も少数に止まっている。

このノースラップたちの調査結果は，多国籍企業との国境をこえた団体交渉
（2）

の成果を誇示したレビンソンらの労働組合の主張とは，大きく喰い違っている

のであるが，ノースラップが聞き取りや関連文書等について実態調査をおこな

った結果では，労働組合の主張は事実によって裏付けうるものではなく，むし
（3）

ろ対外的な広報効果を意図したものであったとしている。このようにノースラ

ッフ｡は労働組合による多国籍的団体交渉の試みについては，ほとんど見るべき

成果がなかったと考えているのであるが，かれはその少数の例外のひとつとし

て国際運輸労連( International Tr ansport Worke rs Federation, IT F )が，

便宜置籍船の乗組員を組織化し，個々の船会社ないし船主団体と労働協約を締

結してきていることを挙げている。

なぜITFの場合には，他の諸産業の労働組合が意図しながらも,その実現

に成功していない多国籍交渉および協約締結に成功したのだろうか。

ITF加盟組合のなかには，アメリカ，日本や欧州諸国などの先進国海員組

合とともに，アジア諸国の途上国海員組合が含まれている。このように加盟組

合間で賃金，労働条件が相違しているとき, ITFが統一的な便宜置籍船の対

策を打出すことは必ずしも容易でないはずである。たとえば途上国船員が便宜

置籍船に乗組んでいる場合，便宜置籍船のボイコット運動は，途上国海員組合

にとって自国船員の雇用機会の喪失を意味する。また便宜置籍船乗組員の組織

化に当って，協約賃金をどの水準に設定するかは，賃金水準の相違する各国の

組合にとって，自国組合員の雇用，労働条件への影響の多寡に関係するだけ，

組合間の合意を得るのに困難があると予想される。このように加盟組合間で便

( 2 ) C. Levinson,〃＃”"α"0"αノT7"e U"oWs", 1972 (久野木行美・中谷滋訳
『多国籍企業と労働運動」1974)．

( 3 ) Northrup et al., op. cit., pp.533-4. esp. p.534. note 5.
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宜置籍船の組織化をめぐって利害の対立がある状況下で, ITFはどのように

して，便宜置籍船の組織化に従事し，労働協約を締結することができたのか。

この疑問に答えることが，ここでの課題である。

上に示した課題に答えるためには, ITFの便宜置籍船の組織活動の推移を

辿ることと同時に, ITFの組織対策についての加盟組合による審議状況が明

らかにされる必要がある。幸いにも, 1970年代以降については，全日本海員組

合の木畑公一氏が, ITF公正慣行委員会（便宜置籍船対策の決定機関）での
（4）

審議状況報告を，一連の著作や機関誌『海員」に発表している。そこで，1970

年代からの公正慣行委員会の討議については木畑氏の労作に拠ることとし，そ

れ以前の時期については, ITFの便宜置籍船対策の変化と関連して,加盟組

合の対応を探ることによって問題への接近を図ることにする。

I 初期の便宜置籍船にたいする組織活動

ITFの便宜置籍船乗組員の組織化は1950年以降のことである。ITF船員

部会は1950年4月に，パナマ籍の標準以下の船舶( substandard ships )への

ボイコットの即時実施とともに，関係船員の組織化を決定し，同年7月に開催

されたITF大会は船員部会の決定を支持することを決議した。この決定に基

いて, ITFは従来の産業別部会に加えて，便宜置籍船の乗組員の組織化のた

めに，新たに(ITF)特別船員部を設置した。これは便宜置籍船の乗組員の

うちには, ITFに加盟した海員組合が存在していない国の国籍を持つ船員，

たとえばスペイン，ポルトガルやアジア，アフリカ，ラテン・アメリカの特定

の諸国が含まれていること，また便宜置籍船の乗組員が数カ国からの出身者で

構成されている場合には，かりに乗組員の出身国にITF加盟の海員組合が存

在しているにしても，関係する国の海員組合が全乗組員の組織化を図るに当っ

（4）木畑公一『便宜置籍船」1975年，「マルシップと便宜置籍船』1977年，『アジア船

員と便宜置籍船』1982年．
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て困難があるところから, ITF特別船員部が設定されたものである。また便

宜置籍船との交渉で要求する乗組員の賃金の最低基準は，英国海事協同会( Na-

tional Maritime Board )の賃金率に社会保障の欠除を補償するための差額を
（5）

加えたものと決定された。なお1952年のITF大会では便宜置籍船の船主の資

金支出により，社会保障に代るものとして，船員国際福利基金が設立された段

階で乗組員賃金として英国海事協同会の賃金率に加えて差額を要求することを
（6）

中止することが決定された。

ITFは1954年の大会で，従来の（便宜置籍船）ボイコット委員会に代えて，

ITF傘下の海員組合および港湾労働組合の諸代表で構成される常設の公正慣

行委員会( Fair Practice Committee )の設立を決定した。同委員会はITF

の便宜置籍対策を決定し特別船員部を管理する権限を与えられた。またITF

は便宜置籍船乗組員に適用する協約賃金率の検討の必要上からと考えられるが，

1955年にはデンマーク，フィンランド，ノルウェー，スエーデンおよびドイツ

等の北ヨーロッパ諸国の海員組合の協約の英文への翻訳と比較をおこなってい
（7）

る。

このようにITFは1 950年以降，特別船員部の設立および公正慣行委員会の

設置にみるように，便宜置籍船乗組員の組織化の態勢を整備してきたのである

が，1958年のITFによる世界的規模でのボイコット運動の組織化まで，便宜

置籍船のボイコットおよびそれを通じての乗組員の組織化は必ずしも活発では

なかった模様である。ネスによれば1952年10月から1957年5月までの期間に便

宜置籍船のボイコットがおこなわれた件数は21件に止っており，またボイコッ
（8）

卜によって，対象船舶の全てが組織化されたわけでもなかった。

木畑公一，「便宜置籍船』1975年，34～35ページ。

同上，なお船員国際福利基金は1959年以前に発足していることはあきらかである

具体的に何時から発足したのか，確認していない。

Nolthrup, et al.,op.cit., p.478.

E.D・Naess, T"e G""彫""肋0" Coﾌ""""sy, 1972, p.15.
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しかし，その一方ITFによる便宜置籍船の組織化の動きが高まるとともに，

便宜置籍船主のなかにはITFによるボイコットその他の紛争を回避するため

に自発的にITF特別船員部あるいはITF傘下の組合と労働協約を結ぶもの

があった。たとえば『パンリブホン大論争』の著者であり，また米国必要置籍

船委員会の初代委員長を勤めたネスは，自分の所有するパナマ籍船にイタリヤ

人を雇用するに当って，イタリヤ海員組合(FILM-CISL )と労働協約を締
（9）

結し, ITFによるボイコットの危険を回避している。また，この時期のITF

活動報告書は，一部の便宜置籍船主との間では，妨害行為やその予告に訴える

までもなく，適切な労働協約の締結が可能であったし，これら船主は交渉過程

において，適切な賃金，労働条件を実施するために労働協約を締結することを
（10）

希望する意向を表明したと記載している。

この時期においてITFが組織した便宜置籍船の隻数や締結された労働協約

の類型別の数は不明であるが，この時期に締結された協約は，大別して，1．

ITF特別船員部と直接締結した労働協約, 2. ITF加盟連合がITFに代っ

て署名するITF監理協約( I T F Custody Ag reements )の2種類に分れる。

このいずれの協約においても協定された賃金および労働条件が英国海事協同会

の協約に規定されたものを下廻ってはならない建前になっていた。いわば英国

海事協同会の協約に代表される欧州船員の賃金，労働条件が，便宜置籍船乗組

員の賃金，労働条件の最低基準として設定されたわけであって，その点に注目

すれば便宜置籍船に乗組む船員の低い賃金，労働条件が，欧州の伝統的な海運

諸国の船員たちの賃金や雇用に悪影響を与えることを防止し､ようとした協約内

容とみることができる。

ただし，欧州の伝統的海運諸国のあいだでは各国海員組合の労働協約に規定

( 9 ) E. D. Naess, op. cit., pp､11-2., p､49.

(10) ITF, R"o7Ts l954～1955 B"d Pｿ℃C"ぬ"gsq/ We""αCo"g沌鐇, 1956, p. 79
cited by Northrup et al., ibid.
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された船員の賃金，労働条件が比較的類似した水準，内容であるにしても,な

お各国間で格差が存在することは避け難い。ITFが1955年に北ヨーロッパ諸

国の海員組合の労働協約の比較を実施したのも, ITF協約に定める最低賃金

率を，英国海事協同会のそれに基かせることが妥当かどうかの論議が関係者の

間であったことをうかがわせる。しかし，それにしても比較がおこなわれたの

は，英国海事協同会協約とその他の北ヨーロッパ諸国の協約であって，そこで

検討されたのは，あくまで欧州の伝統的海運国における海員組合の労働協約の

内容を，どのようにITF協約のなかに盛り込むかということであったはずで

ある。欧州諸国の船員よりはるかに高い賃金を得ているアメリカ船員や，また

逆にはるかに低い賃金，労働条件しか得ていない途上国船員と関連づけて便宜

置籍船の乗組員の組織化を検討することは，この時期にはなかったのである。

Ⅱ 1958年のITFによる便宜置籍船ボイコット運動

1958年7月のITF大会は, ITF協約を締結していないすべての便宜置籍

船にたいして全世界的規模でボイコット運動を実施することを決議し，公正慣行

委員会にその実施細目の決定を委ねた。同年11月に開催された公正慣行委員会

はボイコット期間を12月1日から4日までの4日間に設定した。

ボイコット運動は予定通り実施されたが, ITFに加盟するすべての海員組

合や港湾労働組合がボイコットに参加したわけではなかった。ITFは約200

隻がボイコットを受けたと発表したが，タイム誌によればその実数はそれより

少く125隻がアメリカ，カナダで,約30隻が欧州その他の地域でボイコットを受
（11）

けたとされている。

世界的規模での実施が計画されたボイコット運動であったが，実施結果から

みれば，ボイコット運動に参加しなかったか，あるいは小規模に止った地域が

多かった。アジア，アフリカでは便宜置籍船のボイコット運動はまったく行わ

(11) Naess, op. cit., p.62.
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れなかったし，欧州諸国においてもボイコット運動への参加は一様ではなかっ

た。イギリスではボイコットは活発におこなわれたが，便宜置籍船のボイコッ

トが違法行為と判決が下された国や違法の疑いがある国では，ボイコットに全

く参加しなかったか，あるいは早急に中止された。オランダ，ドイツ，ノルウ

ェーがこのグループに属する。ボイコットが合法的であり積極的に参加したの
（12）

は，スエーデンであり，また他の地域ではオーストラリアであった。

このボイコット運動は，その後における便宜置籍船の組織活動にいくつかの

点で影響を与えた。ボイコット連動が非合法であるか,あるいはその他の経済

的理由から便宜置籍船のボイコット運動に参加しない国が比較的多数にのぼる

ため，その後においては，同様の規模でのボイコット運動は組織されなかった。

しかし，その反面，ボイコットが可能な港においては，そこへ入港する便宜置

籍船に対して，ボイコットは便宜置籍船の排除に，あるいは乗組員の組織化

にきわめて有効な手段であった。ITFがのちに世界の主要10港に便宜置籍船

の点検員を置き，それをボイコットの脅威と結びつけて便宜置籍船の組織化を

図ったのは，このような状況に対応するものであったと考えられる。

Ⅲ アメリカ海員組合による便宜置籍船の組織活動とその挫折

1959年1月のITF船員部会および港湾労働者部会の合同部会では，便宜置

籍船の組織化, ITF協約締結について新しい方式の採用を決定した。その新

しい方式では，「かかる協約は，船舶運航の実質的管理権を有している国にお

けるITF加盟組合によって締結されるべきであり，また必要な場合には公正

慣行委員会を通じて特別船員部会がこれをおこなう」こととされた。1959年4

月の公正慣行委員会は，この合同部会の決議に沿って，新しい対策を推進する

こととし，それとともに従来受容されていたITF協約のすべてを終結させる

(12) Naess, op・cit., pp.81-4.
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（13）

ことを声明した。

このITFの便宜置籍船組織方式の変更について，ノースラッフ°は，便官置

籍船運航者の大部分はアメリカ人の所有する企業の子会社であることから，全

米海員組合(NMU)の組合長J.カーラン( J. Curran )および国際船員組合

(SIU)組合長P・ホール( P. Hall )が，ともに1958年に公正慣行委員会の
（14）

メンバーに指名され，かれらの影響が発揮されたためだと見倣している。とも

あれ，この便宜置籍船の新しい組織方式は従来の組織方式とは大きく変化した

ものであった。従来の方式であれば，便宜置籍船の乗組員の全員ないし大部分

が属している国籍のITF加盟組合によって，自国の協約賃金が－英国海事

協同会の協約賃金と類似した水準であれば－適用されえたのであって，たと

えば便宜置籍船に乗組むイタリヤ人船員については，イタリヤ海員組合が船主

と労働協約を結んでいたのにたいし，新方式の下ではもしその便宜置籍船の実

質的管理権がアメリカにあることが確定できた場合には，アメリカの海員組合

がこのイタリヤ人乗組員の賃金・労働条件について交渉権を持つことになった。

全米海員組合と国際海員組合は，アメリカ人の所有する便宜置籍船の乗組員

を，その船籍に拘わらず組織するために，協同して国際海上労働者組合( In-

ternational Maritime Workers' Union, I M W U )を1 959年11月に設立した。

IMWUによる便宜置籍船の組織活動の消長については，ネスが詳細に記述し
（15）

ているが，その主要な経過は，つぎの通りであった。

IMWUが結成されるとアメリカの便宜置籍船主の利益を代表する米国必要

置籍船委員会は，全国労働関係局( National Labor Relations Board, N L R B )

が他国の国旗を掲げる船舶内の労務問題を規制する権限を有するか否かにつき

検討を進めた。だが1961年2月全国労働関係局はアメリカ人が所有する外国籍
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船舶で，定期的に米国港湾に出入し非居住外国人船員の乗組んでいる船舶にも

同局の権限が及ぶと決定した。この決定によってIMWUはアメリカ人の所有

する便宜置籍船の乗組員の組織化にたいする法的な支持を受けることが明らか

になったわけであり，かつまた組織化のためのピケ行為にたいしても，裁判所

が禁止命令を出す権限はないことになった。このようにして，アメリカの海員

組合による便宜置籍船の組織化は順調に進行するようにみえた。

全米海員組合および国際海員組合は，それぞれ1961年5月の協約更改交渉に

おいて，各社の所有ないし運航する全船舶に協約を適用すること，あるいは所

有外国船に協約を適用することを要求してストライキに入ったが，7月3日大

統領の緊急争議禁止令によってストは中止され，結局組合の要求は容れられず

に終った。一方海員組合の組織活動は船主側の法廷斗争によって必ずしも円滑

に進捗しなかった。そして全国労働関係局の権限をめぐる係争は最高裁判所に

委ねられるに至った。最高裁は1963年2月18日の判決で，全国労働関係法の制

定に当って議会は同法の外国籍船への適用を意図したものではなく，したがっ

て全国労働関係局の権限は外国籍船に及ばないし，かつまた裁判所はこの種の

紛争に関して禁止命令を出すことにつき制約を受けることはないとの判断を示

した。

上の最高裁の判決によってアメリカの海員組合および港湾労働組合は便宜置

籍船のボイコットおよびそれを通じての乗組員の組織化を断念せざるを得ぬ状

況下に置かれることになった。アメリカの海員組合が，アメリカ企業の実質的

に所有している便宜置籍船を組織しようとする企ては，失敗に終った。

Ⅳ 便宜置籍概念の拡大と先進国海員組合間の利害対立

1958年12月のITFによる便宜置籍船の全面的ボイコット運動，これに続い

て，1959年からのアメリカ海員組合による便宜置籍船の積極的な組織活動の開

始は，1960年のリベリヤ置籍船腹の例にみるように，一時的にせよ便宜置籍船
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腹の減少ないし停滞を招き，それと同時にギリシャ船主の所有する便宜置籍船

のギリシャへの移籍およびアメリカ資本が新造船を英国に置籍する現象を招い

た。

このような状況に対応して, ITF船員部会は1961年9月，「便宜国旗への

登録とは，パンリブホン諸国に限定されるものではなく，同じ目的のためにお
（16）

こなわれるいかなる国旗への登録にも適用される」と決議した。この決議は，

船主が船員費の低下を求めて，賃金，労働条件の低い国へ船舶を移置籍しよう

とする行動を制約したいという意図に基いておこなわれたことは疑いないが，

しかし，この決議を具体的にこの種船舶に対する組織活動に適用した場合には，

ITFに加盟している各国組合間の管轄権をめぐる紛争を惹起することは明白

であった。

興味深いことには，この決議の採決された時期の直前にアメリカの国際船員

組合(SIU)と英国海員組合(NUS )の間で紛争が生じていることである。

1960年11月英国海員組合は国際船員組合のカナダ支部が同年夏の英国船員によ

る山猫ストを支持．援助したとしてITFに告発した。英国海員組合の告発を

受理したITFの委員会では, 1961年4月国際海員組合の権利停止を決定して
（17）

いる。この事件の背景には，セントローレンス運河の開通後，五大湖で使用さ

れる船舶の米国籍およびカナダ籍から英国籍，バーミューダ籍への移籍が増大

していたことがあり，国際船員組合では英国，バーミューダが便宜置籍国にな

りつつあるという見解をとっていた。この事件は，いわばITFの云う便宜置

籍船となった英国籍船の管理権をめぐる紛争であった。それだけに，1961年9

月にITF船員部会が便宜置籍船の概念を拡大した決議をおこなっていること

には，奇異の感がある。この決議がどのようなメンバーによって討議され採択

されたものか，その間の事情は不明であるが，参加メンバーにとっては英米2

(16) Northrup, op. cit. p. 485.

(17) Naess, op. cit, pp. 86-7．
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組合間の紛争は周知の事実であるし，また決議が拡大した概念での便宜置籍船

に対するボイコットないし組織方針に触れないことからすれば，この決議は，

低船員費を求めて便宜置籍国以外の諸国に移置籍しようとする船主への警告に

過ぎなかったとみるべきであろうか。少くとも，拡大した便宜置籍概念に沿っ

て，関係する2国の海員組合間で，移置籍船舶の問題について協同した事実や，

またITF特別船員部会がこの種船舶についてのボイコットや組織活動をおこ

なった事実は知られていない。

1963年1月の公正慣行委員会は，ボイコット運動の再開を主要議題として開

催され，会議終了後報道機関向け声明発表では, ｢ITF協約の締結されていな

い便宜置籍船をボイコットするという方針を断固たる決意をもって継承し，

ITF加盟組合は便宜置籍船に乗組む船員の賃金労働条件が適正であることを

確認する努力を続け，これら全船舶を実質的に管理している旗国に追い戻す目
（18）

的にむかって活動を続けることを決定した」と発表した。

この1963年1月の公正慣行委員会の決議は，1959年1月の船員・港湾労働者

合同部会の規定に沿って，それ以後，アメリカの海員組合が便宜置籍船の組織

活動の中核的な役割を担うことになったものの，その組織活動が進展しない状

況を背景として，その決議がおこなわれている。この決議が，便宜置籍船の組

織化の目的として「これら船舶を実質的に管理している旗国に追い戻す」こと

を掲げているのは，当時採用していた組織方針を再確認する意味合いを持って

いると考えられるが，この決議が発表された2カ月後に，合衆国最高裁の判決

によって，アメリカ海員組合の便宜置籍船の組織活動が事実上不可能となってし

まっている。また，この決議にも拘わらず，便宜置籍船を組織化する活動は，
（19）

北欧諸国を除いては，ほとんどみられなかったもようである。その点からすれ

(18) Naess, op. cit., p.111. Northrup, ibid.

(19) Naess, op. cit., p. 111-2., Northrup, op. cit., p. 489.
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ば，この決議は, ITFやその加盟組合の実際的な活動指針となったわけでは

ない。しかし，この決議が便宜置籍船を，その実質的に管理している旗国へ追

い戻すことを目的として掲げたことは，それが便宜置籍船の組織活動のまさに

「理念的な目標」であるだけに，その後の時期においても，それぞれの時期の

公正慣行委員会の定めた活動方針やあるいは協約賃金の水準に対して，それに

反対する国の海員組合からの批判の根拠として利用されることになる（後述参

照)。

1965年11月にも公正慣行委員会は，便宜置籍船に対する政策を発表している

が，その内容は，公海の管理に関する「真正の連係｣( genuine link )の原則の

定義方法について早急に関係国政府ならびに適当な国際機関が作業を推進する

ことを要請したことに加えて，これら船舶を前記原則を遵守する国に再登録さ

せるため，またその乗組員の保護をはかり適当な協約を獲得するために，ボイ

コット計画，立法措置ならびに直接船主への働きかけを通じ，その運動を拡大

する意図を表明したものであって，目新しい内容を織り込んだものではない。

ただし，ネスによれば，この時の公正慣行委員会ではアルゼンチン港湾労組か

ら便宜置籍船の全面的ボイコット計画が提案されていたのであるが，その提案
（20）

が具体化されることなく終っている。その点からすれば，この政策声明は，便

宜置籍船の廃絶のためには，この種船舶を実質的管理をおこなっている旗国に

戻させることが望ましいと考えながらも，ボイコット運動の実施にたいする諸

国の労働法制上の制約やまたITFに加盟する各国海員組合間の利害の相違か

ら，具体的な運動方針を打ち出せずに終ったITFの苦悩をこそ，読みとるべ

きであろうか。

(20) Naess, op. cit., pp. 114
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V 先進国海員組合間の対立と妥協

v－1 便宜置籍船組織化のための体制整備

ITFの便宜置籍船組織化のため具体的な運動方針に変化が生じるきざしは，

1船8年のITF大会で採択された便宜置籍船の定義にみることができる。この
（21）

とき採択された便宜置籍船の定義は，つぎの通りであった。

「船が伝統的海運国と考えられない国の旗を掲げ，船の所有権および管理力:，

掲げている旗国とは別のところにある場合，この船は便宜置籍船と考えられる｡」

この定義では1960年代前半におけるITFやその加盟組合の便宜置籍船組織

活動の混乱，紛争を招いた一因であるアメリカから英国その他の伝統的海運国

への移置籍船は，便宜置籍船の範晴から除外されている。したがって，この定

義では，船員費の低下を求めて賃金・労働条件の低い国へ船を移置籍しようと

する船主の行動に対して，労働組合は有効な戦術を取り難くなるが，他面では

移置籍に関係する海員組合間の利害の衝突や管轄権の問題を回避することがで

きる。その意味からすれば，この定義はきわめて便宜主義的であるにしても，

パンリブホン諸国やさらに外国人に自国船籍の利用を簡単に認めることによっ

て財政収入を得ようとしている新しい国々への先進国からの移置籍に対して，

先進国海員組合の共同戦線を組みやすくするものであった。

久しく停滞していた便宜置籍船乗組員の組織活動は, 1970年代に入り，よう

やく上記の便宜置籍船の定義に沿って，再組織化されることになった。1972年

7月の公正慣行委員会では，便宜置籍船乗組員にたいする労働協約として，欧

州諸国の船員の平均賃金水準を基礎とした賃金・労働条件（有能甲板員115ポ

ンドの賃金等を内容とする）が決定（1972年8月発効）されたし，またそれに

先立つ同年1月の公正慣行委員会では，世界の主要10港において, ITF加盟

組合の協力を得て，便宜置籍船の安全性や乗組員の雇用条件をチェックする

インスペクターを配置することを決定し，便宜置籍船の恒常的な点検・組織活

(21）木畑公一『マルシップと便宜置籍船」1977年1ページ。
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動をおこなう体制をとった。また，この時の公正慣行委員会では，伝統的海運

国の船主が低賃金の外国船員を雇用する事例が増加していることに注目し，そ

の慣行がその国の船員の雇用，労働条件に悪影響を及ぼすおそれがあるところ

から，低賃金で雇用されている外国人船員を「便宜船員｣( Crew of Conven _

ience )と呼び，便宜船員を船籍国の海員組合が組織化する方針を採用した。

世界の主要港にインスペクターを配置して，便宜置籍船の点検活動をおこな

い，便宜置籍船主に欧州船員の平均的な賃金・労働条件を内容とするITF協

約を締結させるという，この便宜置籍船にたいする組織方針は，1975年に極東

区域專航船には，若干低い賃金を認めるという極東專航船用ITF協約の実施

にみるように，アジア船員の雇用問題と関連した部分的な修正はあったものの，

70年代を通じてITFの便宜置籍船にたいする基本的な組織方針はそのまま維

持されたのである。これによってITFおよび加盟組合による便宜置籍船にた

いする組織活動は，地道ではあるにしても着実にその規模を拡大してゆくこと

になった。

V－2 先進国海員組合間の対立と妥協

上にみた1968年の便宜置籍船の定義採用にはじまるITFの便宜置籍船にた

いする組織方針の変更は，必ずしもITFに加盟する各国海員組合の全面的な

賛同を得て実施に移されたものではなかった。1970年代の前半においてはアメ

リカ，スエーデンなど高い賃金，労働条件を獲得している国の海員組合は，自

国船主が船員費の低い諸国への船舶を移置籍する動きを無効にするため，便宜

置籍船をより広義に定義しようとする動きを示したし，またITF協約に織り

込む賃金．労働条件についてもできるだけ高い水準に設定しようと試みた。他

面, ITFによる便宜置籍船および便宜船員の組織活動は，アジアの諸途卜国

の海員組合から，鋭い批判と反擢を受けることになる。ITFとアジア諸国海

員組合との紛争は，後に取扱うことにして，ここでは, ITF大会および公正

慣行委員会におけるアメリカ，スエーデンの動きに注目し，先進国の海員組合
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間の利害の相違が何度かの妥協を経ながら，結局は1970年代のITFの便宜置

籍船にたいする運動方針に収欽してゆく過程を跡付けておこう。

すでに述べたように，1968年にITFは便宜置籍船を「伝統的海運国と考え

られない国の旗を掲げ，船の所有権および管理が掲げている旗国とは別のとこ

ろにある」船と定義したのであるが，1971年のITF世界大会でスエーデン海

員組合は上の定義とは内容が大きく相違する「便宜置籍船に関する決議」を提
（22）

案した。この決議案は，伝統的海運国の船主が，近年，船員費の安い他の伝統

的海運国に船舶を登録する傾向が増加しており，この動向は組合員のために有

利な賃金・労働条件を獲得してきた国々の海員組合にとって，きわめて有害で

あると指摘した。この関連で，スエーデン海員組合は，便宜置籍船を「船主が

持つ国籍以外の国に登録されたあらゆる船を含むように定義する」こ.とを提案

した。また同組合は，現行ITF協約の賃金・労働条件ならびに福利基金拠出

額は，便宜置籍を抑止するという目的からすれば低くすぎるとして, ITF協

約の賃金・労働条件をスエーデン船員の労働協約に匹敵する内容とすることを

決議案中に要請していた。

ITF大会では，スエーデン海員組合の決議案を審議することを避けて公正

慣行委員会にその検討を付託したが，この時のITF大会では，便宜置籍船問

題について，いまひとつの注目すべき事案が取扱われた。それは便宜置籍船の

乗組員に適用されるITF協約の協約原案である。便宜置籍船乗組員の月額基

本給の原案として，下記が提案された。

ボースン 105（ポンド） セカンド・コック 80（ポンド）

操 舵手 97 通 常 船 員 70

有能船員 94 ボ ー イ 40

この賃金原案に対して，便宜置籍船への移置籍抑制のためには低すぎるとの

意見が多く，アメリカ海員組合は算定基準に北米賃金を導入するべきことを主

(22）木畑公一「第30回ITF世界大会報告」『海員』1971年11月,97ページ。
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張し，また他からは職員の賃金率も協約中に含めるべきだとの主張があったが，

アメリカ海員組合からの原案の賃金率を2倍にする改正案が，投票の結果，賛

成25,反対11,保留21で採択され，原案の修正は公正慣行委員会と書記長に委
（23）

ねられた。

1972年1月の公正慣行委員会では, ITF協約原案が改めて議題に取り上げ

られた。この議題の取扱いをめぐって議事は紛糾した。アメリカ，スエーデン

および日本は，すでに世界大会で賃金案は決定をみていることを指摘して議題

に取上げることに反対したが，書記長（英国）は，大会では賃金案を2倍にす

ることは決定されたが，協約案全体については討議がおこなわれていないこと，

さらに大会では意見保留が多数に上っているばかりではなく，イタリヤや開発

途卜国では協約実施が困難であることを挙げて，再審議の必要性を主張した。

討議の結果, ITF協約原案の検討が, ITF大会より付記された便宜置籍船

に関する決議案（スエーデン海員組合提案）の検討と合わせて進められること

になった。

スエーデン海員組合の提案した便宜置籍船に関する決議案中，「便宜置籍船

の定義」については，すでに1968年の定義が与えられているので，現時点では

改めて定義を与えることは不要であるとの見解が多く，またITF協約の賃金

率をスエーデン船員と同率にするとの提案は多くの地域で便宜置籍船の組織化

を困難にするという理由で拒否され，結局，この決議案は，その全部分が採択

されなかった。一方, ITF協約については，スエーデン，イタリヤおよびイ

ギリス代表からなる3人のITF協約起草小委員会を設けて，そこで作成され
（24）

た第1次案を本委員会で検討，決定することに落付いた。なお，このときの公

正慣行委員会で「便宜船員に関する決議」（後述)が採択されている。

(23）木畑，前掲論文，同ページ。

(24）木畑「便宜置籍船への取りくみ－ITF公正慣行委員会報告」『海員」1972年3月，

75～9ページ。
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1972年7月に開催された公正慣行委員会に，上記の小委員会で作成された
（25）

ITF協約原案が提出された。この協約案は，賃金，労働時間，定員，休暇，

災害補償，本国帰還，食料，船員設備，諸手当，雇用終結, ITF特別船員部

への加入，組合費等，26条に及ぶ整備された内容を持っており，賃金率は欧州

諸国の船員の平均的賃金水準を考慮して決定されたものであった。この原案は

公正慣行委員会で承認され，1972年8月よりITF協約として実施をみた。

ITF協約改訂案が1971年のITF大会に提案された当初からみれば，賃金表

は4度の変更をみたわけであり，有能船員の月間賃金率は，f94,品188，

f103そしてf ll5と変化した。先進諸国の海員組合は，便宜置籍船の排除と

いう点については共通の関心を抱きながらも，しかし具体的な戦術の設定につ

いては，各国間の利害の調整は容易なことではなかった。賃金表の設定に至る

ジグザグの歩みは何よりも雄弁にその事実を物語っている。しかし，少くとも

先進諸国の海員組合間では，曲りなりにも，一応の妥協は成立しえたのである。

もっとも，伝統的海運国の船主が賃金の低い伝統的海運国へ移籍する動きを

も便宜置籍船の範晴に加え，これを排除しようという動きは，終隠したわけで

はない。1974年1月の公正慣行委員会では，つぎのように便宜置籍船の定義が
（26）

改められた。

「船の所有権や管理が掲げている旗の国とは別のところにある場合，その船

は便宜置籍船と考えられる。

特定の船が便宜置籍で航行していないと船主，用船者または代理者が主張す

る場合は，その主張を充分受け入れられるよう証明するのは，船主，用船者ま

(25）小委員会ではスエーデン案と本部案が検討され，2対1で本部案が小委員会で採
択された。本部案では有能(AB)船員の月額賃金率は, 103ポンドであったが，公正
慣行委員会で検討を始めるに先立ち，「欧州船員賃金の平均に合わせるため」書記長
が口頭でAB船員115ポンドと訂正し提案した。木畑公一「アジア船員問題-ITF

公正慣行委員会報告｣，『海員」1972年10月, 39-40ページ。

(26）木畑公一「マルシップと便宜置籍船」3～4ページ。
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たは代理店の責任である｡」

この拡大された便宜置籍船の定義力:なぜ，この時期に至って採用されること

になったのか，またその時の参加メンバーや討議状況がどのようなものであっ

たかは，残念ながら判らない。ただ明らかなことは，この拡大された新定義は

きわめて短命に終ったことである。翌1975年3月の公正慣行委員会では便宜置

籍の概念を検討し，「便宜置籍船に関する政策指針」を撰択することによって，

ITFは再び海運業界の通念と合致する便宜置籍船の概念に復帰している。し

たがって1974年1月に採用された「拡大された便宜置籍船の概念」は, ITF

やその加盟組合の便宜置籍船に対する組織活動に大きな変更をもたらすことな

く終ったものとみてよいであろう。

1975年3月の公正慣行委員会における便宜置籍の概念の検討は，シュミット

の研究報告を中心に討議がおこなわれた。先進諸国の海運組合のあいだで便宜

置籍船問題にたいする取組み方を揃え，組合間の利害を調整するためには，真

正な海運国間の船舶移置籍をどのように取り扱うかが，キイ・ポイントになる

が，シュミットは真正の海運国間の移籍は関係するITF加盟組合間の協議に

よって解決されるべき問題として，これを便宜置籍船の定義から外すことを示
（27）

唆した。討議の後に採択された便宜置籍船に関する政策指針は下の通りであつ
（28）

た。

便宜置籍船に関する政策方針

1. ITFは必要に応じて再検討される便宜置籍国リストを採択する。そのリストの

決定には，ロッチデニル基準が指針として用いられる。

便宜置籍国リスト：リベリア，パナマ，キプロス，シンガポール，ソマリア，オー

マン，バハマ，バーミューダ，オランダ領アンチル諸島。

2．指定の船が便宜置籍で航行していないと，船主，用船者または代理人が主張する

(27）木畑，前掲書，82－7ページ。

(28）木畑，前掲書，87－8ページ，ただし訳文は若干の変更をおこなっている。
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場合は，その主張が充分に認められるよう証明するのは，かれらの責任である。

3．船舶の所有権が，その国のITF加盟海員組合がITF協約と同等か，またはそ

れ以上の協約を得ている国に在る場合には，その協約の実施を確保する活動は関係組

合に任される。所有権がある国以外の海員組合が組織する場合には，所有権がある国

の海員組合の労働協約と同等以上の労働条件が実施されるよう特別の要請がなされた

場合を除いて, ITF協約が適用されねばならない。

上記の政策指針中の第3項では，便宜置籍船の所有権がある国の海員組合に，

いわば優先的に組織活動をおこない，かつ自国労働協約と同等の労働協約を締

結する権限を認めている。これはかってITF協約中の賃金表設定をめぐり，

不満を抱いたスエーデンその他の高賃金国の海員組合にたいし，組合員の雇用，

賃金を確保する上で有効な便宜置籍船の組織戦術を工夫したものと云えよう。

もっとも，その有効性は，関係海員組合が便宜置籍船にたいしてボイコットを

おこなう能力を持たない場合には，その実効性を失うのではあるけれども，先

進国海員組合間のITF協約中の賃金設定をめぐる紛争は，この条項を設ける

ことにより，一応の終止符を打つことになった。

Ⅵ 先進国海員組合と徐上園海員組合との対立

ITFの便宜置籍船にたいする組織活動とアジア諸国の海員組合との関連に

ついては，木畑氏がその著書『アジア船員と便宜置籍船』で詳しく取り扱って

いるから，問題の詳細な歴史的経緯について辿る必要はない。ここでは，行論

に必要な限りで, ITFのアジア船員問題に対する取り組みとアジア諸国の海

員組合のそれに対する反応を跡付けておきたい。

Ⅵ－1 外国船に雇用されるアジア船員の問題

ITFが欧州諸国の船に低い労働条件で雇用されているアジア船員の問題を

最初に取り上げたのは, 1960年7月のITF大会であって，この時，船員部会
（29）

のなかにアジア船員委員会の設置を決定した。この委員会の構成は英国をはじ
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めとする欧州諸国が7カ国中の6カ国を占め，アジア代表としてはインドが参

加しているに過ぎなかった。この委員会の構成にもみてとれるように，アジア

船員の問題に対するITFの取組みは，すぐれて欧州の先進国海員組合の利害と

見解が強く影響することになり，そのことが後にみるように，1970年代に入っ

てITFの便宜置籍船，便宜船員に対する運動方針にアジアの途上国海員組合

が強く反擢する素因を形成することになった。

アジア船員委員会は1妬3年7月, ITFのアジア船員の雇用について，つぎ
（30）

の方針をまとめ，同年11月に船員部会はこの方針を織込んだ決議を採択した。
（31）

1 特定の関係国( Countries associate d )から募集した船員を船舶に配乗させるこ

とが多年の慣行によって伝統的となっている航路では，船主団体と関係海員組合との合

意により，この慣行の継続を認める。

2．これら航路では，労働組合の管轄権は関係船員の母国にあり，船員の賃金・雇用

条件は母国で交渉された労働協約で決定される。

3．これら労働協約は，当面の目標としては，すでに時代遅れになっているにしても

1958年のILO勧告第109号（賃金，労働時間および定員）に規定された最低基準を遵

守するものとするが，このことは既存の，あるいは近い将来に発効するより高い労働条

件の実施を妨げるものではない。

4．航路事情の変化やその他の要因により，従来の配乗慣行の変更力〕必要となった場

合は，船主団体と関係海員組合との合意により変更するものとする。

5．アジア船員の配乗が伝統的とは見倣されない航路では，アジアの船員は乗船期間

中，その船が登録されている国のITF加盟組合員となり，その組合が交渉した賃金，

雇用条件を享受する。

ITFは上記の方針に沿って国際海運連盟( Internati onal Shipping Fed -

(29）木畑公一『アジア船員の便宜置籍船』1982年，3ページ。ITFの1960年代にお

けるアジア船員問題への取り組みについては，同書3－6ページに，簡潔に要約が示

されている。

(30) ITF,物汀s l962 " 1964 "dか唖ge伽噌3q/28" Co7哩"" 1965, pp､100 -2．
(31）旧植民地ないしコモンウエルス諸国を椀曲に表現した用語かと思われる。



ITFによる便宜置籍船乗組員の組織化 163

eration, I S F,船主団体の国際的組織）と協議を開始したが，合意を見るに至

らず，1973年11月にようやく両者間でアジア船員にかんする了解事項がとりき
（32）

められた。その主要内容はつぎの通りである。

1．1973年12月現在，アジア船員の乗組んでいる船舶における有能船員の月額賃金率

は1974年1月以降48ポンドとする。

2．ただしインド，バングラデシュおよびパキスタン人船員については，つぎのよう
（33）

に調整する。

a)船員が母国で募集され，自国籍船に雇用された場合は，その船舶がISF加盟船

主協会の会員会社により管理運航されている場合であっても，船員の母国の海事協同会

が定めた賃金額を支払う。

b)船員が母国で募集され, ISF加盟船主協会の会員会社が管理運航する外国籍船

に雇用される場合は，会社は船員にたいし，船員の母国の海事協同会が定めた賃金額を

支払うとともに，48ポンドと支給賃金額との差額を，新たに設立する（船員福利）基金

に払い込む。

3 1973年12月以降にアジア人船員をはじめて雇用する船舶の場合は，船主と船籍国

の組合の間で処理する。

4．この協定は便宜置籍船には適用されない。

上記のISF, ITF間のアジア人船員協定では，当初のITFの方針より

後退して，協定時にアジア人船員を雇用している船舶については，その全てに

ILO勧告第109号の最低賃金での雇用を認め，また船員の管轄権は船員の母

国の海員組合にあることにしたが，それ以降，アジア船員を雇用する船につい

ては船籍国の海員組合が管轄権を持ち，賃金，労働条件の交渉に当ることにな

った。この措置によって，アジア船員の雇用拡大に一応の歯止めをかけること

(32）山本泰督「インド船員の労使関係と雇用」『経済経営研究年報」第30号（Ⅱ），87

～9ページ。

(33）この調整条項が挿入されたのは，インド，パキスタンおよびバングラデシュ各国

政府が，自国の低賃金構造，危大な失業者の存在する状況から, ITFの高賃金政策

に反対した結果，妥協案としてこの条項が追加，挿入をみたものである。Northrup -

et al, op･cit., pp. 509-10.
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ができたことになるが，一方，アジアの途上国海員組合にとっては，自国船員

の雇用機会の増大を制約されたに止まらず，自国の船員の一部にたいする管轄

権を失うことになるため，この協定に対する不満は大きかった。しかし, ITF

とアジアの途上国海員組合との対立がきわ立つ契機は，この協定の前年にITF

公正慣行委員会が「便宜船員」の概念を採用したことであった。

Ⅵ－2 便宜船員の雇用に関する決議と途上国海員組合の反擢

1972年1月の公正慣行委員会は，「便宜船員( Crew of Convenience )の雇用

に関する決議」を採択した。その骨子は，乗組んでいる船の国籍を持たず，か

つその国の労働組合が締結した労働協約の賃金，労働条件よりも劣った条件で

雇用されている船員は便宜船員と見倣され，これらの船員は当該国の海員組合

がその雇用を認めた場合には，雇用期間中，その組合に加盟し，同組合の協約
（34）

で定めた賃金，労働条件を受けねばならないというものである。

1972年初頭に, ITFが決定したこのような便宜置籍船および便宜船員にた

いする対策強化にたいして，インド，フィリピン，韓国，シンガポールの海員

組合からITFの方針に対する批判と要請が寄せられた。インド海員組合は，

欧州諸国の船員がアメリカ資本の所有する便宜置籍船に，アメリカ船員の賃金

よりはるかに低いITF協約賃金（欧州諸国の平均賃金水準）で働いた場合，

ITFの祝福を受けるのに対して，アジア船員が自国の生活水準に見合った協

約賃金で乗船したとき，それを便宜船員と呼ぶのは，インド船員に対する侮辱

であるとして，便宜船員の概念のあいまいさをつき，便宜船員対策がアジア船

員の雇用機会を奪うものであることを指摘し，あわせて途上国船員にたいする
(35）

差別感を指摘した。またアジアの途上国海員組合は, ITFにたいしその組合

員が自国労働協約による賃金，労働条件で便宜置籍船に乗り組んでいる場合，
（36）

他の加盟組合によるボイコットから免除されるべきことを要請した。

(34）木畑「便宜置籍船への取りくみ」『海員」1972年3月，78ページ。

(35）木畑「便宜置籍のことなど」『海員』1972年9月，78－9ページ。
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このような状況を受けて1972年7月の公正慣行委員会が開催されたが，公正

慣行委員会にはアジアの途上国代表が含まれていないため，この会議にはとく

にインド，フィリピンの代表の参加を求め，アジア船員問題についての議事が

進められた。途上国側の批判，要請にたいし，先進国代表は，便宜置籍船やそ

の他外国船に乗組むアジア船員の賃金が少くともILO勧告の最低賃金を下廻

らぬことを主張し，両者の見解が対立したが，ボイコット問題については，つ

ぎのように暫定的に妥協がおこなわれた。ITF加盟組合は，便宜置籍船およ

び便宜船員を雇用している船における賃金，労働条件に関しては弾力的なアプ

ローチをとる。ただし，いかなる場合でも，賃金等の条件がILO勧告109号
（37）

の基準を下廻らないものとする。

さきにみた1973年11月のIFSおよびITSのアジア船員の雇用にかんする

協定は，このような先進国海員組合と途上国海員組合との妥協を背景として締

結されたものであった。さらに両者の妥協の産物と目されるものとして，「極
（38）

東水域専用」ITF協約賃金の採用がある。1 975年3月の公正慣行委員会は，

(36）木畑「アジア船員の問題-ITF公正慣行委員会報告」『海員』1 972年10月,38
ページ。

(37）前掲論文，39ページ, Northrup et, al, op. cit. ,p. 487 .
(38）この極東水域専用賃金の採用に至る審議内容の詳細は不明である。この賃金表の

採用は，極東水域に就航する便宜置籍船の実質的所有船主には船員費の低下を容易に

する一方，その所有船主の国の海員組合にとっては，雇用，賃金への悪影響は大きく

なる。極東水域における従来からの海運諸国の就航状況から判断すれば，極東水域専

用賃金の採用による影響をもっとも大きく受けるのは，プラス，マイナスの方向は逆

だが日本海運業の労使であり，欧州先進国海員組合の大多数にとって実質的な影響は

小さいと云えよう。一方，アジア途上国海員組合の立場からすれば，この賃金表の採

用は, ILO勧告109号の最低賃金よりかなり高く，かつかれらの主張と遠く隔って

いるものである。極東水域專用賃金表の採用と関連して，いまひとつ注意を要する点

は，この水域で便宜置籍船の点検およびボイコット活動が活発におこなわれてきたの

はオーストラリヤだけである。

上に述べた諸事情を考慮に入れると，欧州の先進国海員組合は自らは傷つくことな

く，途上国海員組合へ歩み寄りの姿勢を示したと考えたくなるが，極東水域専用賃金

表の採用を, ITFの便宜置籍船にたいする取り組みのなかで，どのように位置付け
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便宜置籍船乗組員に適用される従来のITF協約に加えて，新たに極東水域内

だけに就航する便宜置籍船にたいして適用される「極東水域専用」(Far East
（39）

Only )賃金表の採用を決定し，同年9月からその実施をみた。「極東水域専用」

の賃金率は，世界全域に就航可能なITF協約の賃金率の約70%の水準に設定

された。

Ⅵ一3 インド海員組合のITF除名からトータル・クルー・コスト制の採用へ

1972年9月の公正慣行委員会においては便宜置籍船および便宜船員が乗組む

船の賃金，労働条件について弾力的なアプローチをとることで, ITFと途上

国海員組合の間で暫定的な妥協が成立した。このことは，先に述べたが，途上

国海員組合にとっては，問題の基本的な解決方向が明らかになっていないだけ

に, ITFないし先進国海員組合と途上国海員組合との間で紛争が再燃するこ

とは必至であった。

途上国海員組合にとっては，便宜置籍船の乗組員にたいするITF協約の適

用が，便宜置籍船排除という目的からすれば，便宜的手段であるにかかわらず，

欧州船員と違って途上国船員が自国協約賃金で乗船すれば，ボイコットの対象

となることは最大の問題点であり，さらに組合員が外国籍船に乗組んだ場合に

要求される二重組合員の問題も，管轄権の侵害につながる問題として看過でき

ぬものであった。途卜国海員組合のなかでも，インド海員組合はとくにITF

の便宜置籍船にたいする運動方針に批判的であった。

インド海員組合は1974年ITF大会で，便宜置籍船にアジア船員が乗組んだ

場合にも，外国籍船に乗組むアジア船員の賃金にかんするITS, ITF間の

了解事項（1973年11月）の一般原則が拡張適用されることが，アジア船員の雇

用拡大のために望ましいと主張した。また1976年には，同組合は便宜置籍船へ

のインド人乗組みに当っては, ITF協約を締結する代りに，乗組員費構想

るかは，今後に残された課題である。

(39）木畑公一「マルシップと便宜置籍船」1977年，77～78ページおよび50ページ。
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( Crew- cost concept )に基く協約の締結が望ましいと主張した。すなわちイ

ンド人乗組員にはインド海事協同会協約に規定した賃金を支給するとともに，

その支払賃金費とITF協約による賃金費との差額をインド船員福利基金に払

い込ませることにより，便宜置籍船主にはITF協約と同額の費用を負担させ
（40）

るというものである。インド海員組合の乗組員構想は，公正慣行委員会によっ

て採用されるに至らなかったが，インド海員組合は公正慣行委員会の同意を得

ぬまま，便宜置籍船にインド海事協同協約に基いて船員を配乗させるとともに，

乗組員費構想に従ってITF協約による船員費との差額を船主から徴収してイ

ンド船員福利基金に積立てた。

1978年9月，インド船員が乗組んだ2隻のリベリヤ籍船, Camilla-M ,

Anna- M jiグラスゴーでITFの点検を受け，乗組員がITF協約賃金を支

給されてないことが明らかとなり，ボイコットの対象となった。同年10月ITF

執行委員会は，インド海員組合がITFの便宜置籍船対策に反対する活動をお
（41）

こなったことを理由として，同組合の権利停止処分をおこなった。

ITFによるインド海員組合の権利停止処分は，アジアの諸途上国の海員組

合のITFにたいする反感と批判を急激に高める役割を果した。1979年4月に

はアジア地域における途上国の海員および港湾労働者組合12団体( ITF加盟

6組合）が，アジア船員会議を開催し, ITFアジア地域組織の設置, ITF

執行委員会その他各種委員会へのアジア代表の参加, ITFの便宜置籍船対策

の再検討，インド海員組合の権利停止処分の撤回を要求した。同年10月には再
（42〕

びアジア船員会議が開催され，前回と同趣旨の声明を採択している。

アジア途上国海員組合のこのようなITF批判の動きにたいして, ITFは

(40) National Union of Seamem of lndia ,Ⅳり""SW""”〃q/ "USI " ITF,,
( pamphlet ) 27 Dec. 1978.

(41) ibid.

(42）木畑公一，『アジア船員と便宜置籍船』47ページ，52－4ページ。
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1 980年3月, ITFアジア船員会議を開催して，途上国メンバーの意向を確認
（43）

した後, ITF執行委員会は同月インド海員組合の権利停止処分を解除した。

続いて1 980年7月のITF大会では，アジア地域から選出される執行委員の追

加およびアジア船員地域委員会の設置を決定した。アジアの途上国海員組合の

主張が, ITFの活動のなかに反映されるに至ったのである。しかし，先進国

と途上国海員組合の問での基本的な争点である便宜置籍船対策については，容

易に両者の合意が成立するには至らなかった6

1979年12月の拡大公正慣行委員会は，便宜置籍船の全乗組員あるいは職員な

いし部員の全員が同一国籍である場合は, ITF協約賃金に代えて「総乗組員

費」( total crew cost )で協約を結ぶことを認めるよう，公正慣行委員会に勧
（44）

告した。この総乗組員の概念はかってインド海員組合が提唱し実施した乗組員

構想と同様の内容である。1980年5月の公正慣行委員会では，アジア諸国の関

係組合および政府の見解を調整した上で改めて問題の審議をおこなうことが決

定され，これを受けて同年8月，第1回アジア船員地域委員会が開催された。

同委員会では次回の公正慣行委員会で審議されるべき提出原案として，つぎの
（45）

内容を骨子とする総乗組員費制を決定した。

1．アジア諸国（途上国）船員の最低賃金率は，その国のITF加盟組合，政府関係

当局およびITFの合意によって決定される。この賃金率がITFアジア最低基準賃金

（従来の極東水域賃金）より低い場合には，国内で協定された船員最低賃金とITFア

ジア最低基準賃金との差額を, ITFの規定した原則に基いて設定された（船員福利）

基金に払い込む。

2. ITFアジア最低基準賃金は，アジア地域の一般的賃金率および物価水準の動向

を考慮し，公正慣行委員会のガイドラインに従って，一年おきにアジア船員地域委員会

にとって調整される。

前掲書，72ページ。

以下の叙述は，木畑，前掲書，4章および9章による。

前掲書，83ページ。
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1 980年12月の臨時公正慣行委員会で総乗組員費概念および基金について検討

がおこなわれたが，前者については採択されたものの，基金については便宜置

籍船主が基金への払い込みを通じて，組合への影響力を強めることを懸念する

などの理由によって，先進諸国が反対し，基金制度が否決されたため，総乗組

員費概念の採用は見送られた。1982年6月の公正慣行委員会でようやく総乗組

員費概念および基金の採択をみた。また，それと関連して，極東水域賃金表を，

4年間で段階的に廃止することが決定された。総乗組員制が採用されたことに

よって，この方式での船主負担もまた従来方式でのITF協約賃金による支払

いも便宜置籍船主の船員費削減策にたいする抑制効果は同一であることから，

もはや二重の協約賃金も，またそれと結びついた就航区域の制限も不要となっ

たからである。
（46)

1982年6月公正慣行委員会決議

1982年6月ロンドンで開催された公正慣行委員会はつぎの点に同意した。

1．便宜置籍船乗組員の全般的利益のため，可能な限り，賃金と労働条件を同等にし，

現在の極東水域専航賃金率を段階的に廃止するため，同賃金率をつぎのステップで4年

間に世界全域就航賃金率に近づけるよう措置をとる。

1983年1月1日から 世界全域就航賃金率の 85％

1984年1月1日から 〃 90％

1985年1月1日から 〃 95％

1986年1月1日から 〃 100％

2．1984年1月1日から，乗組員にITF協約（世界全域）賃金率の90%以上の賃金

率，あるいはITFが許容しうる賃金，労働条件が適用されている便宜置籍船は，世界

全域の航海に従事する資格があるものと見倣される。（以下略）

3．次の条件のもとに総乗組員費制( Total Crew Qsts )および各国別「基金」制

度一本制度によって支払われる船員賃金（費）の一部を，その国の船員のための福祉

保護，退職手当のための基金に充当する－を採用する。

(46）前掲書，219-20ページ，用語は一部変更した。
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この制度が受諾できるためには，つぎのことを保証しなければならない。

A、船員雇用の経費は基準ITF協約の経費より下廻ってはならない。

B.「基金」の規定は，つぎの諸要件を満さなければならない。

i)船員賃金（費）のうち「基金」へ払い込む額は，その国で交渉し, ITFが許

容する賃金率表と，その時のITF協約の賃金率の差額とする。

ii)当該国のITF加盟海員組合とITFが受け入れられるものとする。

iii )当該国のITF加盟海員組合が「基金」管理で対等の発言権を有する。

iv)「基金」は，船員の福利，保護と退職手当のみに使用される。

4．「基金」制度のある国で，その制度を契約した船主が，その「基金」への払込み

をしていないことが発見され同船がボイコットされた場合は，基準のITF協約による

バックペイが請求され，徴収されたバックペイは直接，乗組員に支払われる。

5．基金制度を実施している国から船員を雇用している船主が，同制度の契約を結ば

ない場合には, ITFとその加盟組合は，同船主の船舶に基準のITF協約適用を求め

る。

総乗組員費制および各途上国別の基金制度の採用によって，1970年代に通じ

て争われたITF協約の賃金水準をめぐる先進国海員組合と途上国海員組合の

間の紛争は，ようやくその解決をみることができた。総乗組員費制と各国別基

金の併用というこの新しい工夫は，先進国組合と途上国組合が，それぞれの個

別的な社会経済環境の相違をふまえながら，相互の連帯と便宜置籍船問題への

統一的対策を打ち出すための，巧妙な工夫であったと云うべきであろう。イン

ド海員組合の除名，それに続く途上国海員組合の「反乱」を経て，ようやくこ

の新制度の導入に辿りついたのであり，その間においてアジア地域での先進国

海員組合たる全日本海員組合が，先進国組合と途上国組合との間に立って相互
（47）

理解，協調を得るために果した役割も充分に評価されねばならない。

もっとも，この新制度力3期待された通りの運用の実を挙げうるか否かについ

ては，ある程度の期間にわたって運用の実態を確認する必要がある。もともと

(47）前掲書，とくに3，4および9章参照。
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先進諸国の海員組合が途上国別「基金」の採用に反対したのは，同一労働，同

一賃金の原則に反するという理念的反対もないではなかったが，その最大の反

対理由は（討議ではあからさまに表明されなかったにせよ），船員費の削減を

意図する便宜置籍船主の志向と国内に多数の失業者を擁してその雇用拡大を求

める途上国政府の要請とが背景となって,基金への払い込みが有名無実化し，結

果として総乗組員費制がその実体を失う危倶であったと想像される。もし，そ

の危倶が現実化すれば，便宜置籍船主は途上国船員の雇用を一層拡大し，一方

先進国海員組合にとっては組合員の雇用，労働条件への悪影響はさけ難いから

である。新しい途上国別「基金」制度について公正慣行委員会が違反船主に対

する処分規程を2項目も設けたのは，先進国側のこのような不安と危倶からだ

と云えよう。

いかなる制度においても制度上の微細な欠陥や運用上の困難は避け難い。

ITF加盟組合が新しい便宜置籍船対策の運用に成功して各国組合間の連帯を

強めることができるか，あるいは失敗して先進国組合と途上国組合との紛争が

再燃するか，その確認にはしばらく時間をかす必要があるだろう。

W ITFの多国籍企業対策の成果と限界

ITFおよびその加盟組合が多国籍企業の活動にたいして，組合員の雇用，

賃金，労働条件を確保する運動のなかで，一応の成功を収めているのは便宜置

籍船に関してだけである。すでにみたように，先進国船主がその船舶を船員費

の低い他の海運国へ移置籍する動きにたいしては, ITFは有効な手段を講じ

えなかったし，また加盟組合間での管轄権をめぐる紛争が発生して，異った国

の海員組合が協働することはできなかった。またいくつもの国に子会社，船舶

を所有している企業，たとえばメジャー・オイルや日本の中核体企業にたいし

ても，関連する諸国の海員組合が，共同して団体交渉に参加することがなかっ

たばかりではなく，組合間の定期的な協議 情報交換等がおこなわれているこ
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とも，少くとも筆者は知らない。

便宜置籍船は別として，その他の海運業に関係する多国籍企業の活動にたい

して, ITFや加盟組合が有効な運動を展開できないでいるのは，他の諸産業

の労働組合が有効な多国籍企業対策を実施しえない状況と共通する事情が存在

しているからだと考えられる。先進国組合と途上国組合の間では，それぞれの

国の経済的社会的条件が大きく相違しているため，雇用や賃金・労働条件につ

いて共通した利害関係にあることは稀れで，むしろ利害が背反する場合が少な

くない。先進国組合間においても，関係国間の労働法制や社会保障制度の相違

は共同の戦術の採用を困難にしている。ことに工場の移転と同様，船舶の移置

籍は，雇用維持をめぐって，組合間の利害が対立し，管轄権をめぐる紛争は避

けられない。多国籍企業の側に国際的な団体交渉を忌避する傾向があるにして

も，労働組合側においても多国籍企業との国境をこえた団体交渉を維持するた

めの適当な条件が欠除していたのである。

これにたいして, ITFおよび加盟海員組合が便宜置籍船の組織化に成功し

たのは，他産業の労働組合が多国籍企業対策に取り組む際には存在しなかった

いくつかの経済的，制度的条件が関係している。

第1に便宜置籍船にたいしては，先進国海員組合が自国組合員の雇用と賃金・

労働条件への悪影響を除去するという共通の目的に結集することができたこと

である。なお，その関連で云えば, ITFが便宜置籍船対策に着手した初期の

段階では，インドを別として途上国の海員組合はすでに結成されていたにして

も，国内的組織も充分に整備されておらず，国際的労働組合運動に関与できる
（48）

状態になかった。したがって，便宜置籍船の組織活動が開始された当初には，

(48）1953年10月にILOが第1回アジア海事会議を開催するに至ったのは，アジア船

員の非アジア籍船舶への乗組みが多数にのぼり，しかもその募集が営利的紹介業者の

手によっているところから，アジア船員の募集・雇用問題が国際的問題となったから

である。このことからもアジアの途上国海員組合のその当時の状況が推察できよう。
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船員雇用をめぐって先進国と途上国の間で紛争が生ずることはなかった。先進

国組合と途上国組合との紛争が生じたのは, ITFの便宜置籍船の組織活動が

すでに軌道に乗っていた1970年代のことであった。

第2に便宜置籍国は，国内に船員の給源を持たず，したがってまた国内に海
（49）

員組合も存在していなかったから，便宜置籍船の乗組員の組織化をめぐり，船

籍国の組合とITF加盟組合間で管轄権争いが生ずることがなかった。もとも

と便宜船主は, ITFの便宜置籍船乗組員の組織活動が本格化するまでは，船

員費の低下とともに労働組合による規制を免れるため，未組織の外国人船員を

募集して乗組ませており，しかも乗組員の国籍が数カ国にわたることがあった。

乗組員の出身国にITF加盟の海員組合が存在していない場合や乗組員の国籍

が数カ国に及ぶ場合は，乗組員の組織主体，管轄権を特定の国の海員組合に委

ねることは，管轄権をめぐる紛争の原因となるおそれがあるが，それを回避す

るために工夫されたのが, ITF特別船員部の設定であった。国際労連事務局

が，その傘下の単位組合とは別個に，労働者の組織管轄権を持つことは，きわ

めて変則的ではあるが，この制度的工夫がITFの便官置籍船対策を有効に推

進できた一因であることは否定できない。

第3に，便宜置籍船の組織戦術としてボイコットが有効に利用できたことが

挙げられる｡ ITF加盟の各国海員組合および港湾労働組合による便宜置籍船

の点検，荷役ボイコットは，船主に与える経済的損失が巨額に上るため，便宜

置籍船の組織化には有効な戦術であった。1958年の便宜置籍船ボイコット運動

の後，第2次ボイコットの合法性との関連で，ボイコット活動を実施できる国

は比較的限定されたが，欧州の重要港湾を含む世界の諸地域でボイコット活動

(49）その例外としては, U.S.フルーツの船隊の乗組員に労働組合が結成されていた

ホンデュラス( Naess, op. cit., p. 125-6 )や一時期便宜置籍国と見倣されていたシ
ンガポールがあるが，この2国についても，そこに置籍されていた便宜置籍船の多く

は外国人船員を雇用していたものと思われる。
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が維持され，また便宜置籍船の点検活動の拠点が漸次拡大されたことも，便宜

置籍船の組織活動の充実に役立った。ただしアメリカおよびアジア諸国（オー

ストラリヤ，ニュージランドを除く）では，点検活動は実施されても，ボイコ

ットが実施できないため，便宜置籍船の組織活動に限界があることは留意すべ

きであろう。

第4に，便宜置籍船の組織活動にたいする財政的裏付けとして, ITF船員

福利基金が存在することである。ITFは便宜置籍船を組織した場合，船主か

らITF船員福利基金への分担金を拠出させるが，この福利基金は各国の船員

福利施設への援助活動以外に，点検員の活動にたいする加盟海員組合への経費

支弁や便宜置籍船ボイコットに関連する訴訟経費等に利用されている。近年便

宜置籍船の点検活動が拡大されているが，これも便宜置籍船の組織化の進展に

伴い，福利基金が充実した結果である。

第5に，しかし，きわめて重要な要因として, ITFが便宜置籍船の組織活

動に当り，先進国組合と途上国組合の利害の背反とそれに伴う紛争を，総乗組

員費制および途上国「募金」制度の採用によって，解決したことである。便宜

置籍船隊の成長とともに，それに雇用されるアジア船員数が増加しており，途

上国組合とITFとの紛争が激化すれば便宜置籍船の組織活動は停滞ないし麻

庫するおそれがあっただけに，上記の組織戦術の工夫はITFの組織活動の継

続に大きな役割を果している。

以上に, ITFがその加盟海員組合のなかに，経済的社会的環境が大きく相

違している組合を擁しながら，しかも便宜置籍船の組織活動にあたっては，加

盟組合の連帯を維持して，便宜置籍船主と労働協約を締結できた理由を示した。

ところで，このITFおよび加盟組合による便宜置籍船の組織活動は，当初の

便宜置籍船対策からは，変質してきている。この点について簡単に指摘してお

きたい。

ITFの便宜置籍船対策は，本来的には，便宜置籍船をその真の所有者の船
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籍国に戻すことであったが，世界的な規模のボイコット活動の失敗およびITF

協約賃金水準の設定を中心とした組織戦術の変遷のなかで，便宜置籍船対策の

実体が，欧州船員の雇用，賃金・労働条件への悪影響防止に倭小化され，さら

にその後には，便宜置籍船に乗組むアジア船員の雇用確保を求める途卜国海員

組合と欧州船員の賃金水準の維持を追求する先進国組合との間の妥協の産物と

なっている。便宜置籍船隊が巨大化し，その存在が否定できなくなった状況の

下で, ITFの便宜置籍船にたいする組織活動は，いわば無国籍な労働市場の

なかで先進国組合と途上国組合が，それぞれ自国組合員のための雇用機会を確

保する争いを展開している状況とも見られよう。そのような観点に立ったとき，

現在のITFの便宜置籍船の組織対策は，再び変化せざるを得ぬ契機を内包し

ていると思われる。





金融制度に対する政府介入について

－オーストラリアの場合一

石 垣 健 一

I 政府の金融制度への介入の目的とその方式

オーストラリアを含む多くの国々で，政府（中央および地方政府）は様々な

目的のもとに金融制度および金融産業への介入を行なっている。政府がこのよ

うに金融産業ないし金融制度へ介入する主要な目的は，大別すれば，価格の安

定や完全雇用の達成のようなマクロ経済政策目的の達成，金融制度および金融

機関の安定性の達成，競争促進による金融の効率性の向上，所有構造の分散化

や特定部門への特別援助にかかわる。

マクロ経済政策目的にかかわる政府の金融制度および金融産業への介入は，

金融政策，租税政策，国債管理政策，為替政策などの諸政策の遂行によって行

なわれる。金融制度および金融機関の安定性の維持は預金者・投資家保護と密

接な関係を有するが，この安定性の維持は金融機関とくに商業銀行が支払決済

メカニズムの中心であること，および金融機関が資金の調達と運用に対して重

要な国民経済的機能を果していることによっている。そしてこの目的達成のた

めに数多くの規制が金融制度全般および金融機関の活動に課されている。競争

の促進による金融の効率化政策は，金融制度の資源配分上の効率化を促がすた

めに，同種の金融機関間および異種の金融機関間の競争を促進するためのもの

であり，具体的には取引法(Trade Practices Act )や公的金融機関の設立な

どにあらわれている。政府はまた金融制度と政策を利用して，特定の社会目的

ないしは特定部門の育成・強化を行ないたいと考える。例えば，外資政策の運
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用による企業のオーストラリア化や家屋建設，農業部門，中小企業などの保護

・育成策などへの介入である。

以上のような諸目的を達成するために，政府が金融制度へ介入するとき，そ

の介入の方式としてはつぎのようなものがある。

・ 借手や貸手に対する直接的規制

・ 借手，貸手，投資家に対する差別的な租税措置

・ 政府所有の金融機関の使用

・ 特定部門の援助のための民間貸手への貸付・保証・援助

これらの介入方式は他の諸国でも通常よく利用されているのであるが，オー

ストラリアでは一定の形式を持っている。連邦政府および州政府はその経済政

策目標を達成し，預金者あるいは投資家を保護するために金融制度へ直接的に

介入する。直接規制方式では流動性・支払支持に関する規制，流動性比率や準

備およびギアリング比率に関する規制，利子率規制，資産・負債に対する規制，

参入規制，および当局による監督規制などがその主なものである。

金融機関，投資家，および業務の種類に関する租税措置は一様ではなく，資

金フローの型に大きな影響を与える。この意味において租税政策も金融制度に

対する政府の介入方式のひとつである。

政府はまたそれ自から金融機関を保有し，その営業を通じて市場での「ギャ

ップ」を埋めようとする。連邦商業銀行や州立銀行，あるいは連邦開発銀行な

どがその例である。政府のこのような政策は，長期的に金融制度のパフォマン

スに影響を与える。またこれらの機関は特定部門への金融上の援助を与える役

割をしばしば担わされている。

政府は民間の金融仲介機関を通じて種々の特定部門援助や社会的援助を行な

っている。例えば家屋建築のための銀行や住宅建築組合を通ずる資金および利

子援助，中小企業貸出に対する政府保証の供与，などがそれにあたる。

本稿では，これらの金融制度に対す政府介入・規制のうち，主として金融制
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度ないし金融機関の安全性ないし安定性および競争にかかわる規制について検

討を加える。もとより，これらの規制は，マクロ経済安定化や特定部門への特

別援助にかかわる場合が多く，また逆にマクロ経済安定化のための規制が金融

制度全体の安全性にかかわる場合も多い。したがって各種の規制は多面的な影

響を金融・経済に与えるのであるが，各種規制のマクロ経済的安定に及ぼす影

響については別稿ですでに論じており，ここでは各種規制を金融制度の安定性
（1）

との関連で論じたい。

Ⅱ 金融制度の規制に対する連邦政府とjl'l政府の責任

オーストラリアの規制構造の特徴のひとつは，金融制度の構造と操作に影響

を与える連邦と州レベルでの複雑な規制構造にある。金融制度に対する連邦政

府と州政府との間の権限の分割はオーストラリア憲法(Austral i an Constitu-

tion)にそったものである。憲法第51条は連邦政府の経済活動に対する権限を

規定している。これによると，国際および州際取引，租税，連邦政府の借入れ，

通貨・鋳貨・法貨，州立銀行以外の銀行業 州保険以外の保険業，為替手形・

約束手形，破産と支払不能，国内で組織された外国の企業・商社・金融機関，

対外事情などに対する権限が連邦政府に与えられている。金融機関にかかわる

すべての連邦立法はこれらの権限のひとつあるいは複数のものに基づいている。

したがって憲法に規定されていない権限はすべて州政府に属するとみえるかも

しれない。

しかし現実には連邦政府と州政府との権限分割はこの単純な二分割よりもも

っと複雑である。最高裁判所で争われた2つのケースによってこの問題に関す

（1）拙稿「オーストラリアにおける金融政策-1950年代～60年代を中心として」国民

経済雑誌第141巻第2号，昭和55年2月，「オーストラリアの金融政策-70年代の経

験一」国民経済雑誌第145巻第1号，昭和57年1月，参照。
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（2）

る広範な原則が与えられた。その第1は憲法に基づく連邦の権限がまず最初に

確認され，つぎに残りの権限が州に帰属することになるということである。第

2の原則は，連邦の明示された権限が無条件で与えられている時には，その権

限は州の機能ないし州問題を規制することができるということであり，第3は

憲法で与えられた権限は連邦以外の他のものを差別するために行使されてはな

らないということである。これはすなわち連邦は法や規制によってひとつの州

だけを優遇したり差別してはならないということを意味する。第4は州法と連

邦法が矛盾しているとき連邦法が優先するということである。

このような原則のもとで，連邦政府と州政府との責任の分担はつぎのように

なっている。

連邦政府の責任分野はマクロ経済政策，銀行預金者一般と保険契約者の保護，

競争政策，および外資政策である。州政府のそれは非銀行金融仲介機関への投

資家の保護と借手の保護である。また公的借入れの条件に関する責任は借入会

議(Loan Council)を通じて連邦政府と州政府の間で共通のものとなっている。

ただし準政府証券(semi- government securities)を除く政府証券の発行につ

いては連邦政府が責任を持つ。

連邦政府は憲法51条によって与えられた権限とその解釈原則にしたがって金

融制度とくに銀行制度に介入することができるが，実際上の規制を行なううえ

でその基礎となるのが準備銀行法(Reserve Bank Act)と銀行法(Banki ng

Act)である。準備銀行法によって設立された準備銀行理事会は，その権限の

範囲内で，金融政策をオーストラリア国民の最大の利益に役立つように実施す

る責任を負わされている。

（2）2つのケースとは1947年のMel bour ne Corporation対連邦政府の訴訟と1971

年のStrickland対Rocla mnCrete Pipes Ltd訴訟である。The Committee

of lnquiry into A ustralian Financial System, I""" RePoγｵ, May 1980.

p. 241の注参照。
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その責任の遂行にあたって，準備銀行は公開市場操作一連邦債券，大蔵省証

券そしてオーストラリア貯蓄債券の売買一を通じて一般的な金融状態に影響を

与えることができる。同時に準備銀行は金融機関の営業に直接介入する権限を

与えられている。例えばSRD制度，貸付規制，利子率規制，などによってで

ある。

銀行法は，銀行業への参入，預金者の保護, SRD制度，外国為替取引，利

子率，などの規定を含んでおり，準備銀行法と共に，金融当局の規制上の具体

的な権限を規定している。但し以下の銀行は銀行法にしたがわない。Rural

Bank of N SW, the State Savings Bank Of Victoria, the State Bank of

South Australia, tlE Savings Bank of South Australia, Rural arn l ndus-

tries Bank of Western Austr al iaの各銀行である。これらは州政府の銀行で

あり，州法にしたがう。なおその活動を単一の州に限定され，かつ銀行法にし

たがう銀行がある。タスマニアの二つの信託貯蓄銀行とクインズランド銀行が

それであり，これらは州政府所有ではない。

州立商業銀行は銀行法にしたがわないけれども，銀行法下の銀行に適用され

ている貸出政策について知らされかつ考慮するように準備銀行から要請される。

利子率もまた銀行法による銀行のそれに大体においてしたがう。州立貯蓄銀行

の投資パターンはその他の貯蓄銀行と類似している。これらの銀行は利子率政

策を含む銀行政策の遂行にあたって準備銀行と協力し，定期的に相談している。

銀行以外の金融仲介機関に対する連邦政府の規制に関する法律は金融企業法

(F inancial Corporations Act)である。同法の目的は一定の金融機関の業務

に関する情報収集と規制の手段を連邦政府に与えることによってオーストラリ

ア経済の有効な管理の達成を助けることである。同法は登録企業が準備銀行に

それらの業務に関する情報を提供することを義務づけている。また同法の第4

部は，一定規模以上の金融企業の資産比率，貸出政策，利子率などについて規

制を行なう権限を連邦政府に与えているが，しかしこの部分は先にみた憲法上
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の問題もあって公布されていない。

したがって非銀行金融仲介機関の主たるものに対する規制は各州政府によっ

て行なわれている。住宅建築組合や信用組合は，後に詳述するように各州によ

る立法にしたがって規制を受けている。また金融会社，マーチャント・バンク，

ファイナンス・ブローカーなどの規制は各州の法律（主として会社法や証券業
（3）

法）によって行なわれてきた。

非銀行金融仲介機関のうち，生命保険会社は連邦法である生命保険法の下に

連邦政府の規制下に置かれている。生命保険会社法の目的は保険契約者の利益

を保護し，必要な支払能力の最低限度の維持に失敗した会社の処理のための適

正な機構をつくることにある。一般保険会社も連邦保険法(Commonwealth

Insurance Act)の下で，連邦政府によって規制を受けている。

Ⅲ 銀行部門に対する政府の規制

オーストラリアにおいても，他の諸国と同様に，銀行部門と非銀行部門とは

別々の規制を受けているが，両部門とも金融（仲介）機関という名称で統一的

に把握される。金融仲介機関の主要な経済的機能は，資金余剰黒字単位から資

金不足赤字単位への余剰資金の移転過程に介在し，危険をプールし，効率的に

その移転を可能ならしめることにある。金融仲介機関には種々の形態があり，

かつ多くのサービスを提供するが，いずれの民間金融仲介機関も基本的には，

自己の債務の発行と，この発行によって獲得した資金の他者への貸付けを通じ

て収入（保有資産からの利子収入や手数料など）と費用（債務支払い利子や営

業コスト）の差益の最大化を目指す。しかし，その際に発行する債務の形態に

よって，通常2つに分割される。すなわち，支払い機能を有する債務を発行す

（3）1978年12月，州および連邦は会社法，証券業法とその管理を全国一様なものに変

更することに正式に同意した。法案は1979年12月に議会を通過し，1980年2月公布さ

れた。AFSI, op. cit., p. 522 -p. 5認．(APPENDI X11)参照。
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ることのできる「銀行」とそれが不可能である「非銀行金融仲介機関」とであ

る。

「銀行」は伝統的に他の金融機関と異なった特別な金融機関とされてきた。

それは銀行が金融機関のなかで量的に最もウエイトが高く，またその国でもっ

とも歴史をもった金融機関であったことの他に，銀行が国内取引および海外取

引の両者における支払決済メカニズムの中心であることによっている。したが

って銀行に対する社会的な信頼は安定的な金融制度の前提条件を構成する。預

金者が銀行にある預金を引き出したいとき資金はすぐに利用可能でなければな

らない。支払決済メカニズムに対するどのような信頼の欠除も社会全体の金融・

経済状況に広範かつ深刻な影響を与える。このような銀行の重要性を考慮して，

銀行法は，当局にその営業を規制する広範な権限を与えている。銀行法第2部

第2条によって，準備銀行は同法にしたがう銀行の預金者を保護するためにそ

の権限と機能を果すことを義務づけられている。

非銀行金融仲介機関は，銀行と比較して，その取扱は後述するように緩やか

でかつ多様である。これは非銀行金融仲介機関は資金フローへの仲介について

は銀行と同じ役割を果たしているが，その過程で貨幣を創造するわけではない。

非銀行仲介機関も，それぞれ独自の債務を創造するが，貨幣を創造することは

できない。もちろんこれらの機関の金融機関全体に占める重要性は増大してき

ているし，現実に存在する銀行と非銀行金融機関との間の境界線がはっきりし

なくなりつつあるのは事実であるが，しかし理論的には，両者は区別して考え

るべきであるし，またオーストラリアの現実の規制体系もこの両者を区別した

形でなされている。

貯蓄銀行および商業銀行から構成される銀行部門に対する安全上ないし安定

性維持のための規制は，主として連邦政府によって行なわれている。それらの

規制のためにつぎのような諸手段が採用されている。

・流動性・支払能力支持のための取決め
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・利子率規制

・バランス・シート比率に対する制約

・資産保有制限

・債務制限

・利子率規制

・参入制限

・当局による監督

われわれは銀行部門に対するこれらの諸規制をこの節で，そして次節では非

銀行金融仲介機関の活動に対するそれを検討する。

（1）流動性・支払能力支持のための取決め

銀行は国内取引および国際取引の支払決済メカニズムの中心であることから，

その流動性・支払能力維持のために，公的あるいは私的な取決めがなされてい

る。この取決めの第一は，いわゆるSRD/ LGS制度である。この制度は，他

稿ですでに言及したように，有効需要管理のための金融政策手段のひとつであ

るが，しかし同時にこれは商業銀行の安定性およびそれに対する公衆の信頼を

高めるものとみなされている。

銀行法にしたがう商業銀行は準備銀行に法定準備預金勘定(Statutory Re-

"rve D eposit Acc ou nt )を維持することを義務づけられており，準備銀行は

商業銀行が保有すべき準備預金の割合を決定する。このいわゆるSRD制度は

法律に基づいた強制力を伴なうが，他方LGS制度は準備銀行と商業銀行間の

了解によるものである。この了解によって，商業銀行はLGS比率が一定比率

（現行18％）を下回らないように行動し，もしその比率の維持が困難になった

ときには，バランス・シートの調整が済むまでの短期間準備銀行から借入れを

行なうものとされた。その際の金利は準備銀行によって決められ，商業銀行は

前もってその金利を知ることができない。またその了解の一部として，もし商

業銀行の貸出が準備銀行の政策と調和を保つようになされているならば，準備
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銀行は商業銀行の現実のLGS比率がその最低限度比率を下回らないようにS

RD政策を行なうことになっている。このように，準備銀行はLGS慣行に基

づいて，その流動性の維持のために商業銀行に対して短期の貸出を行なう。

商業銀行の流動性・支払能力支持のための最終的貸手としての準備銀行の機

能は, LGS慣行に伴なう準備銀行借入(れ以外の場合にも果される。例えば，

1974年10月，準備銀行は銀行制度および経済一般の流動性を増大させるために

預金量の1％に相当する貸出を行なっているし，また1979年5月準備銀行はア

デレード銀行が子会社の不振から経営不振に落ち入ったとき，緊急融資を行な

っている。このような準備銀行による商業銀行の流動性支持政策は需要管理の
（4）

ためと言うよりも，金融制度の安定性維持のためのものである。

銀行流動性に対する準備銀行の支持を背景として，商業銀行はそれが経営に

責任をもっている金融機関，例えば貯蓄銀行や住宅建築組合の背後にあること

によって金融制度全般の安定性に寄与することができる。なお，州立銀行の債

務は当該の州政府によって保証されており，連邦銀行公社に属する銀行の債務

は連邦政府によって保証されている。

流動性支持による銀行制度および金融制度全般の安定性維持の方策の他に，

銀行制度の支払能力の維持を，とくに預金者保護の観点から，確保するための

方策が銀行法に定められている。銀行法第12条は，準備銀行の義務として，銀

行の預金者の保護のためにその権限と機能とを行使することを規定している。

すなわち支払不能になった，あるいはその恐れのある銀行はその旨を準備銀行

にすみやかに知らせるべきこと，準備銀行は調査官を任命し，当該銀行の調査

を行なうこと，その調査に基づき必要あるときは準備銀行は当該銀行の業務を

（4）オーストラリア銀行協会によれば，商業銀行はこの準備銀行の最終的貸手として

の機能を流動性支持の重要な手段とはみなさず，むしろ銀行の仲介活動に対する制約

とみなす旨の主張がなされている。それにもかかわらず，その機能は銀行に確実な資

金源を与え，市場からの衝激を受けとめる手段として役立っているように思われる。

AFSI , CofwWssjo"ed S#"jgs g" Sg/ec#" "'", Palt 1. 1981 ,参照。
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管理すべきこと，支払停止の際には当該銀行の資産は銀行債務のうち預金者へ

の債務の支払のために優先的に利用されるべきこと，準備銀行の特別の許可な

しには，銀行のオーストラリアの資産がそのオーストラリアの預金債務を超え

ていなければならないこと，などが規定された（第13条～第16条)◎

このような規定にもかかわらず，準備銀行法および銀行法は個別銀行の支払

保証に関することについては何も具体的に述べていないので，実際に銀行が支

払い不能となる事態が発生したとき当該銀行の預金者がどのような取扱を受け

るかについては必ずしも明確ではない。但し準備銀行法第26条によれば，準備

銀行は中央銀行としての業務を果すべきであり，その責任の遂行の過程で，銀

行制度および個別銀行の安定性を強化するための行動をとることができるとさ

れている。この能力は，準備銀行によって，銀行法に定められた預金者保護規

定に加えて，利用可能なものとみなされている。さきにみた準備銀行による商

業銀行への緊急融資はこの規定にそった動きとして理解される。したがって全

体的に言えば, SRD /LGS制度，準備銀行の最終的貸手としての商業銀行へ

の緊急貸出，および預金者保護政策の三者によって，オーストラリアの商業銀

行制度および金融制度全体の流動性・支払能力が保証され，その安定性の維持

が図られているといえるであろう。

（2）利子率規制

準備銀行は，銀行法第50条によって，大蔵大臣の承認をえて銀行の貸付利子

率および預金利子率を統制するための規制をつくる権限を与えられている。し

かし今日まで明文化された規制はなく，実際には準備銀行は関連の商業銀行と

相談の後に，大蔵大臣の承認を得てそれが決定した利子率規制を手紙で銀行に

通知することとしている。

・商業銀行の貸付利子率規制

貸付利子率に対する実際の規制は，利子率に最高限度を設ける形で行なわれ

た。この最高限度内で銀行は個々の顧客に対して金利を課した。ただし過去25
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年以上にわたって，この最高限度が適用されない貸付が増大してきている。例

えば，リース貸付，バンクカード貸付，ターム・ローン・ファンドや農業貸付

ファンドからの貸付などである。現在最高限度規制を受けている貸付は，10万
（5）

ドル以下の当座貸越限度額のもとでなされた貸付や個人向け割賦信用である。

銀行は実際にはこの最高限度より低い当座貸越利率や割賦信用利率をしばし

ば貸付利子率として適用している。そしてこの最高限度の変更があったときに

は既存の当座貸越分に対してもその変更に対応する利率を課すようにしている。

・商業銀行の預金金利規制

商業銀行の預金利子率の規制は2つの形態をとって行なわれてきた。そのひ

とつは小切手勘定(checking account )に対する付利禁止であり，他のひとつ

は定期性預金金利に対する最高限度の設定である。銀行は，その最高限度内で

預金者の反応を考慮して定期性預金金利を決定してきた。ただし譲渡可能な定

期預金( CD)についてはこのような金利規制は適用されていない。定期性預

金に対するこのような規制は，しかし1980年12月に撤廃されて現在は自由金利

となっている。要求払預金に対する付利禁止は現在もなお効力をもっている。

・貯蓄銀行に対する金利規制

貯蓄銀行の利子率の決定に関する取り決めは商業銀行のそれに類似している。

預金勘定に対して支払われる利子率は最高限度内でなければならなかった。こ

の限度内において投資勘定（引き出しに1ケ月の予告の必要なもの）は通常の

貯蓄勘定に比較して高い利子率が支払われてきた。しかし商業銀行の定期性預

金の金利規制の撤廃とともにその金利は自由金利となった。

10万ドル以下の貯蓄銀行貸出に対する利子率は，商業銀行の当座貸越に適用

される利子率の最高限度と同じ利率にしたがう。商業銀行がそうであるように，

（5）1972年2月以前には，この最高限度はすべての当座貸越に適用されていたが，そ

れ以後5万ドル以下の当座貸越限度額にもとずく貸付についてなされるようになった。

1976年1月に改訂されて現在のような形となっている。
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貯蓄銀行はその最高限度内で利子率を設定し，その最高限度の動きに応じて利

子率を動かすことが求められる。また貯蓄銀行はその限度内に利子率を決める

際に前もってその旨を準備銀行に報告せねばならない。

金融当局による商業銀行と貯蓄銀行の貸付利子率や預金利子率に対する規制

は，一国の経済成長の程度や資源配分の態様に複雑かつ重要な影響を及ぼすも

のとみられるが，同時に金融制度の安定性にきわめて密接な関係をもつものと
（6）

みなされてきた。すなわち預金をめぐる利子率競争は銀行により危険でより収

益性の高い資産の保有を勧め，競争の結果より低いマージンでの営業を余儀な

くさせ，その結果産業全体の安定性に打撃を与えるものとみなされた。このこ

とが小切手振出可能勘定への付利禁止を正当化する理由として使用されている。

貸付利子率に対する利子率天井の設定も，危険資産の保有を阻げる効果をもつ

ものと主張されている。

金利の自由化の進展が多くの銀行の利潤マージンに大きな影響を与えること

は本当であるかもしれないが，しかしそのことが産業全体の安定性を損なうか

どうかは検討を要する問題である。

（3）バランス・シート比率に対する規制

銀行のバランス・シート上に示される様々な資産・負債比率や資本・負債比

率は預金者や債権者保護およびその結果としての金融制度の安定のために重要

であり，またそのことの重要性が英国等でも強調されているが，オーストラリ

アでは，準備銀行は銀行の適正な資本・負債比率のガイドラインの設定を行な

う権限を持っていない。しかし準備銀行はすべての銀行の資本ギアリングにつ

いて報告を受けており，またその他の様々なバランスシートに関係する比率な

どに注目しており，とくに関連子会社への様式投資やそれらとのその他の金融

上の関係について銀行に注意を払うように指導する。

（4）資産および負債に対する制限

(6) AFIS, Fj"/ Re加〃, 81. Para 19．1別－127.
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金融当局は銀行制度および金融制度全般の安定性の維持のために，また金融

政策上のコントロールのために，銀行の資産・負債に対してさまざまな制約を

課している。

・ 資産に対する制約

銀行法は銀行による株式投資を通ずる子会社等に対する資本参加に対してな

んら形式上の制約も加えていないし，準備銀行もまた銀行の子会社への投資を

制約する権限を与えられてはいない。しかし1963年の了解において，銀行は非

銀行金融機関とのなんらかの提携を行なう時には，準備銀行に事前にその旨を

報告し，準備銀行の意見を聞くように要請されている。

準備銀行は商業銀行のマーチャント・バンク，および不動産関連子会社との

提携を制限しており，公認短資業者とは最大限12．5％までの間接投資を除き

直接かつ永久的な提携を行なわないように要請している。1960年代末に，マー

チャント・バンクへの銀行の参入が行なわれたとき，銀行の中・長期金融に従

事するマーチャント・バンクのかなりの株式の取得については反対が生じなか

ったけれども，主として短期金融に従事するそれへの投資は好ましくないと考

えられた。このようなマーチャント・バンクは通常の銀行業務と密接に関連を

もっているからである。しかし最近ではこのような区別は，各種金融機関間の

業務の区別そのものがあいまいなものとなってきていることもあって，あまり

強調されなくなってきた。銀行によるマーチャント・バンクへの資本参加の最

大限度も最近改訂されて33％まで認められるようになり，近年中には60%ま

で認められる予定になっている。

ファイナンス・カンパニーへの資本参加は100 %まで認められており，また

ユニット・ファンド，年金，ポートフォリオ・マネジメント，信託等の比較的

計しく，従来の銀行業務の範晴には必ずしも属さない事業への子会社を通ずる

参入も認められている。

準備銀行は銀行の不動産子会社の業務について広範なガイド・ラインを設定
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している。このガイド・ラインは子会社の機能，公的借入れの満期構造，親銀

行との関係などに関連している。

商業銀行の保有資産に対する制限は以上のように主として子会社ないし関連

会社への資本参加に関するものであるのに対して，貯蓄銀行の保有資産に対す

る制限はより一般的で広範である。銀行法のもとで，（信託貯蓄銀行を除く）

銀行法にしたがう貯蓄銀行はオーストラリアにおけるそれらの預金に相当する

額を以下のような定められた資産で保有しなければならない。

(i)現金

(ii )準備銀行預金

(in )他の銀行への預金ないし貸付

( iv)国債および州債

(v)連邦政府および州政府による保証債

(vi )公認短資業者への貸付

(vi)オーストラリア銀行輸出再金融会社(Australian Banks' E xport Re -

F inance Corporation Limited)への貸付

@ii)政府保証の貸付

(ix)オーストラリアの土地を担保とする家屋建築ないしその他の目的のため

の貸付。

各貯蓄銀行は，これに加えて，さらに上記の第7番目までの資産をその預金

の少なくとも40％，うち預金の7．5％は準備銀行の預金および大蔵省証券で保

有すべきものとされていた。このような「40％｣，「7．5％」比率は1956年民間

貯蓄銀行がはじめて設定されたときには「70％｣，「10％」であった。

キャンベル委員会報告を受けて, 1%2年8月にこれらの規定に最近変更が加

えられた。変更前にはオーストラリアのそれらへの預金の100％が定められた

資産に投資されなければならなかったが，この比率が94％に引き下げられた。

貯蓄銀行は残りの6％相当額を自由な投資に振り向けることが可能となった。
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さらに「40％」と「7．5％」ルールに代わって貯蓄銀行の預金残高のうち最低

限度15％は，現金，準備銀行預金，連邦政府証券で保有すべきであるという規

定が定められた。

このような貯蓄銀行の資産に関する様々な規制の目的のひとつは，資金配分

に対するものである。この規制は貯蓄銀行を通ずる資金の流れを政府部門およ

び家屋建設部門へ向ける効果をもつ。同時にそれは全体の資金の流動資産対非

流動資産の配分（例えば7.5％ないし15％ルール）に影響を与える。またそれ

は，運用資産の範囲を限定することによって危険資産への投資を防止しており，

銀行制度の安定性の維持に効果をもつといわれている。

・ 債務に対する制約

商業銀行は準備銀行によって預金の利子支払いや預金の満期について規制を

受けてきている。すなわち定期預金の満期に対して，5万ドル以下の預金の満

期は少なくとも3ケ月でなければなら式 5万ドル以上のものについては最低

30日以上の満期を有していなければならないとされた。

貯蓄銀行は，銀行規制によって，銀行業を営むにあたって，会社ないし営利

団体から預金を受け入れてはならないとされた。これは貯蓄銀行の預金の変動

性を最小限にして，安定性を高めるためのものであった。また貯蓄銀行は小切

手勘定を提供することはできない。但し信託貯蓄銀行および州立貯蓄銀行はこ

の制約を受けず，州立貯蓄銀行は実際に小切手勘定を提供している。さらに，

貯蓄銀行の投資勘定預金は引出しに1ケ月の予告が必要であり，これは貯蓄銀

行の預金の変動性を減ずる効果をもっている。

（5）参入制限

銀行法第9条によって，オーストラリアで銀行業を営なみたい企業は総督の

許可を得なければならない。また認可を得た銀行は，大蔵大臣の事前の承認な

しに，合併や売却ないし再建を勝手に行なってはならない（銀行法第63条）と
（7）

されている。1983年現在9つの商業銀行，10の貯蓄銀行および3つの特殊銀行
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が銀行業を営むことを許可されており，二つの外国銀行(Banque Nationale

de Paris, Bank of New Zealand)はその支店がオーストラリアで銀行業務を

行なう場所を特定化されている。

政府の政策によって，この2行の例外を除き外国銀行がオーストラリア国内

で支店ないしは子会社を設置することを許されていない。このような外国銀行

の参入はキャンベル委員会報告後再検討が開始され，部分的解禁の方向へ進み
（8）

つつあるが，現在までのところでは許可されていない。

銀行（所有）法は，また銀行の株式所有に制限を加えている。すなわち個人

またはそれに関連する団体による株式保有比率は，とくに総督が高い比率を認

めるのでなければ，10％以下でなければならないと定められている。

1“5年の銀行法制定以来，既設の商業銀行に対する貯蓄銀行の設立認可と

1981年のオーストラリアン銀行の認可以外は，銀行の設立はなされていない。非

居住者の非公式の銀行承認の申し込みは行なわれたかもしれないが，しかし政

府の方針でこれは認められないことは先に指摘したところである。したがって

形式的には大蔵省は銀行設立のための申請を拒否したことは一度もないことに
（9）

なる。

銀行業への正式の参入希望が少なかったことには様々な理由が考えられる。

（ｱ）非銀行仲介機関に比較して銀行業への規制が厳しすぎること

（ｲ）少数の有力な銀行が支配している市場で新規の銀行が業務を展開する困

難性

（ｳ）銀行（保有）法の存在

（ｴ）参入に関するはっきりとした規定が存在していないことなど

( 7 ) mmonwealth De velopment Bank, Australian Resources Devel opme nt

Bank 及びPri mary lndustry Bank of Austral ia .である。

( 8 ) AFIS, op. cit., chap 25 , AFS, Re“γオ0/ Me R""" G7'o"、1984,

chap 3.

(9) AFIS, op．cit, Para 24．12.
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これらの理由は当局の規制による部分と経済的状況による部分とから成るが，

参入を制限する規制の意図は金融制度を不安定ならしめる競争を制限すること

にあるとして正当化されてきた。もとより銀行，とくに商業銀行は支払決済メ

カニズムの要石であることからその安定性に最大の注意が払われるべきことで

あろうが，しかし同時に競争制限的な参入障壁は資金（資源）の効率的配分を

阻げ，障壁外に存在する非効率的な金融機関の発展を促進する危険性を含んで

いることに注意すべきである。

（6）金融当局による監督

会計検査長は銀行法によって定期的に各銀行の帳簿，勘定，および諸取引を

検査し，大蔵大臣と準備銀行宛に報告書を提出することを要請される（銀行法

第61条)。準備銀行は会計検査長から報告書を受け取った後，当該銀行がその

債務の支払が出来ないと考えたときには，準備銀行はその銀行を管理し，その

銀行業務を代行することができる（銀行法第14条)。しかし現在までのところ

この条項は発動されたことはない。

このような法定の手続きの他に，準備銀行は非公式のルートを使用して監督

的機能を果している。これはオーストラリアの銀行制度が比較的少数の銀行か

ら構成されており，準備銀行と銀行との間の関係がきわめて密接であることに

よっている。このような法定の取決めと準備銀行による銀行との日常的な接触

と話し会いは銀行および金融制度の安定性維持のために重要である。

Ⅳ 非銀行金融仲介機関への政府の介入

非銀行金融仲介機関には様々な種類の金融機関がある。準備銀行の統計資料

にその資産が公表されている非銀行金融仲介機関のうち重要と思われる，金融

会社，住宅金融会社，信用組合，公認短資業者，および生命保険会社に対する

政府の規制をここでは検討しよう。

（1）流動性・支払能力維持のための取決め
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(a)住宅建築組合

住宅建築組合の活動に対しては州政府が監督権をもっており，したがって各

州においてその管理・監督の仕方が異なる。住宅建築組合のうち，ビクトリア

州とクインズランド州では，公的な準備基金がつくられている。ビクトリア州

では，住宅建築組合一般準備基金(Bui ldi ng Societies' General Reserve Fund)

が住宅建築組合の預金者や債権者の保護およびその流動性の水準を正常に維持

するために住宅建築組合法に基づいて1976年につくられた。各住宅建築組合は

基金への加入を強制され，資本金，預金等の0．1％相当額を基金へ収めなけれ

ばならない。同時に，それは決められた利率で基金に対して貸付を行なうこと

が求められている。なお同基金は州政府の明確な援助は受けていない。

クインズランド州でも住宅建築組合緊急基金(Permanent Building S"ie-

ties Contingency Fund)が，預金者及び債権者保護のために1976年に創設さ

れた。同基金の取決めや機能はビクトリア州のそれと同様である。その他の州

には流動性・支払能力維持のための特別な取決めはない。

このような住宅建築組合の支払能力維持のための基金の設定の他に，主要な

州の当局はその流動性維持のために，住宅建築組合が払込み資本の10％（クイ
（10）

ンズランドは7．5％）に相当する「流動資産」を保有することなしに貸付を行

なってはならないと定めている。またタスマニアと北部直轄地域を除いて，各

州は住宅建築組合がつぎのような形で内部準備を積み増すように法律で定めて

いる。

・ ビクトリア州，クインズランド州，および西オーストラリア州においては，

各年度の当初の総債務の一定割合の準備を維持すること（ビクトリア州0．5％，

クインズランド0. 25 %,西オーストラリア州1.0%)。

･ NSW州と南オーストラリア州では，各住宅建築組合は年度末にその利

(10）流動資産の定義は各州で異なっている。詳しくは AFIS, Interim Report,

Table 15. 1 p. 282を参照せよ。
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益の一定割合を準備勘定に積み立てるべきものとされている(NSW州3.5%,

南オーストラリア州2％)。

(b)信用組合

信用組合も州政府の規制下にあるが，ニュー・サウス・ウェールズ州（以後

NSW州と略記）においては, 1978年信用組合貯蓄準備基金(Credit Union

Savings Reserve Fund )が設立され，州政府によって任命されたメンバーが

同基金の運営に責任を負う。同基金は持分保有者ないし預金者の合法的な資金

の引出に応ずることの出来ないNSWの信用組合に金融的援助を与えるため

のものである。少数の例外を除き信用組合のこの基金への加入は強制的なもの

であり，各組合は出資金と預金の0．75％相当額を同基金に預け入れることを

要請されている。

南オーストラリア州においては信用組合安定基金(Crmit Unionaabilisa-

tion Fund) ,ビクトリア州においては信用組合一般準備基金(Credit Sode-

ties General Reserve Fund)が設けられているが，これらはNSW州の基金
（11）

と同様な性格を持っている。その他の州ではこのような基金はとくには設けら

れていない。

信用組合もまた住宅建築組合がそうであるように流動性維持のための規制を

州当局から受けている｡ NSW州，南オーストラリア州, ACT,ビクトリア

州および両オーストラリア州の各信用組合は出資金プラス預金の合計の一定割
（12）

合に相当する額を流動資産で保有することを定められている(NSW州と西オ

ーストラリア州7％，南オーストラリア州9%, ACT 10%)。そしてN SW,

西オーストラリア, ACTでは流動資産比率がこの定められた比率を下回る時

(11）各基金の資産額は1979年末で, NSW州のそれが約452万ドル，南オーストラリ

ア州約234万ドル，ビクトリア州375万ドルとなっている。

(12）流動資産の詳細な内容についてはAFIS, op・cit., Table 15. 2 p. 285参

照せよ。
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には貸付を行なうことができない。

さらに主要な州とACTでは準備金を保有することが義務づけられている。

すなわち各信用組合は毎年度末にその年度の利益のなかから一定割合(N SW

州，ビクトリア州，クインズランド州5％など）を準備金として保有しなけれ

ばならない。

(c)公認短資業者

準備銀行は，短期金融市場での政府証券の売買の安定性を高めるために公認

短資業者への最終の貸手として機能を果している。準備銀行は公認短資業者と

直接取引を行ない，必要な時には政府証券を担保とする貸付を行なう。公認短

資業者が借入れを行なう場合，それは通常，固定利子率で7日間行なわれる。

その利子率は準備銀行の自由裁量でその時々に変更されるが，利子率の水準に

ついては借入れ前に公認短資業者は知ることができる。この最終の貸手機能は

公認短資業者の政府証券保有・取引能力を高めるが，しかしそれは業者の個々

の取引やそれらの支払能力一般に対して準備銀行が責任をもつということ意味
（13）

するものではない。公認短資業者は準備銀行と，出資金の倍数をこえる借入れ

を行なわないことを同意している。

(d)その他の金融機関

金融会社，マーチャント・バンク，生命保険等は，支払能力維持のための取

決めないし基金を特にはもってはいない。しかし流動性維持のための規制は当

該責任当局より受けている。

マーチャント・バンクについて言えば，主要州において，法人委員会(Cor

porate Affair Commission)ないしそれに相当する部局は各マーチャント・バ

ンクが5万ドルか総債務の5％の相当する額のうちのいずれか大きい方，ある

いは支払能力を補強する緊急融資協定を持っている場合には総債務の3．3％に

(13).AFIS, op. cit., para 12．20.
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（14）

至るまで余剰流動資金を保有しなければならないと定めている。このような規

制はタスマニア州とACTには存在しない。

生命保険会社は，生命保険法にもとづいて，生命保険証書債務の支払い保証

を行なうために生命保険強制積立て基金をもうけることを求められている。株

主への配当金などを別にすれば，この強制積立て基金の資産は，その基金の目

的にあった種類の業務に係わる債務の支払いにのみ用いられるべきであり，そ

の資産はすべての他の資産とは別のものとされねばならない。

（2）利子率規制

(a)住宅建築組合

NSW州においては，州政府は住宅建築組合法に基づいて，諮問委員会の助

言のもとに，持分に対する配当および預金利子率に最大限度を定める権限を与

えられている。その最高限度は満期によって異なるが，コールもので8％．12

ケ月を超える最長満期で10．5％となっている（1979年末)。クインズランド州

においても，住宅建築組合法のもと，州政府は組合が支払いうる利子率，とく

にコールものの利子率の最大限度を定めている。1979年末でそれは8.75％であ

り，それ以外の満期のものについては規制は存在しない。州政府はその他に，

住宅建築組合の貸付利子率に対して最高限度を設定する権限をもっている。

南オーストラリア州においては，州政府は住宅建築組合の貸付利子率の最高

限度を設定する権限を有しているけれども，現在までのところこの権限は使用

されていない。なお持分に対する配当ないし預金の利子率に対する規制は行な

われていない。タスマニア州においては，持分および預金の配当・利子率規制

を行なえる権限を州政府は持っているが，それは実行に移されていない。貸付

利子率については規制は存在しない。

これ以外の州, ACTおよび北部直轄地域については何の規制もない。但し

(14）余剰流動資金にどのような資産を入れるかについてはAFIS, op. cit., para

17．17．
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すべての州で，1978年のときのように時々連邦政府および州政府によって住宅

建築組合に対してその利子率とくに貸付利子率についての説得がなされる。

(b)信用組合

NSW州では，州政府は預金利子率および出資金配当率の最高限度を設定す

ることができる。それは満期および預金額で異なるが，コールもので9％，6

ケ月～12ケ月の1万ドル以上のものは11．0％となっている（1979年末)。同様

にクインズランド州では持分に対する最高限度，南オーストラリアでは貸付利

子率に対する最高限度，西オーストラリア州では預金に対する利子率最高限度

に対する権限が州政府によって与えられている。

(clその他の金融機関

その他の金融機関に対してはこのような利子率規制は行なわれていない。

（3）バランス・シートに対する規制

(al住宅建築組合

タスマニア州を除くすべての州および直轄地域において，住宅建築組合はあ

る種のギャリング比率にしたがう。組合の預金・借入れはつぎのものを超えて

はならないとされている。

・ 組合員への貸付残高の粥(NSW州）

・ 組合員への貸付残高の粥（南オーストラリア州と北部直轄地域）

・ 出資金の5倍（ビクトリア州）

・ 払込み出資金と準備の4倍（クインズランド州）

・ 出資金の4倍（西オーストラリア州）

・ 末払込み資本の兇プラス貸付残高の％プラスその他資産の兇マイナスA

CT内の債務の弛(A CT)

(b)信用組合

NSW,西オーストラリア，南オーストラリア州の信用組合は，組合員の資

金の25％をこえて，非組合員からの借入れを行なってはならない。組合員の資
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金とは，前2州では出資金プラス預金と定義され，南オーストラリア州ではこ

れに準備金が加えられている。ACTでは住宅建築組合と同じ規制が加えられ

ており，クインズランド州では組合の規則に定められた額以上に借入れてはな

らないことになっている。その他の州および地域においては特別な規定は存在

しない。

(c)金融会社

総資産に対する借入れの比率の制限および出資金に対する倍数制限は会社法

に基づく金融会社信託証書に定められている。最近の例では借入れは出資金の

6～7倍ということが多いが，しかし特定の金額が定められている場合もある。

ld)公認短資業者

公認短資業者は準備銀行と，そのギャリンク・ベース（実質的には出資金）

の倍数を超えて借入れを行なわないこと約束している。このギャリング・ベー

スは年に2回準備銀行によって評価される。現在のところこのギャリング・リ

ミットは資本金の33倍となっている。

(e)その他の金融機関

生命保険会社等のその他の金融機関は特別の規制を受けていない。

（4）資産・負債に対する規制

(a)住宅建築組合

住宅建築組合設立の主旨は，組合員の出資金によって組合員の住宅取得を可

能ならしめるための貸付を行なうことであるので，少なくとも貸付の90％は組

合員向けでなければならない。すべての州，地域の住宅建築組合は土地を担保

とする貸付を，そしてNSW,ビクトリア，クインズランド, ACTおよび北

部直轄地域においては組合員にその持分を担保とする貸付を認められている。

南オーストラリア州だけは，法律によって住宅建築組合の貸付を州内の組合

員向けに限定している力:，その他の州には特にそのような取決めはない。しか

し州境近くの場合を除いて通常住宅建築組合の貸付は当該州内に限られている。
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なおほとんどの州で貸付は担保となる土地・建物の評価額の75％をこえてはな

らないとされている。

すべての州，地域ですぐに貸付に使用しない資金は，銀行預金，州内の信託

投資，あるいは銀行引受け為替手形などへ投資（但しNSWではこの手形への

投資は認められていない）することができる。

債務に対する制限が資産に対する制限に加えられる。その第1は家屋建築ロ

ーンのための資金の少なくとも20％は組合員から集めるべきことである。これ

は住宅建築組合の性格から来ている。第2に，州によっては，預金や出資金の

満期や引出しについて制約が果されているところがある。例えばクインズランド

ドでは建築組合の借入れや預金は2ケ月以下のものを禁じられている。第3に，

多くの州で出資金は一般に預金よりも先には払い戻しされないし，組合を解散

するときには，その支払いの順位が定められている。第4に多くの州で当局は

適当と認めたときには，住宅建築組合の借入れを停止する権限をもっている。

第5に，ビクトリア，南オーストラリア，西オーストラリア州では，建築組合

はオーストラリア通貨以外の貨幣を借りてはならないし，あるいはオーストラ

リア通貨以外の貨幣で借入れの返済を行なってはならないとされている。

(b)信用組合

信用組合の設立目的は組合員から資金を集め，それを組合員に貸出すことで

あるが，しかし組合員へ貸出すべき貸付の全体に占める割合は規定されていな

い。また州境を超えての貸出についても，住宅建築組合ほどには制限的ではな

い。

余剰資金は信託証券，特定の銀行や信用組合への預金・出資へ投資すること

ができ，また州によって資産の種類は異なるが，上記以外の資産への投資も認
（15）

められている。

信用組合は住宅建築組合と同様に資産側と並んで負債側においても規制を受

(15）州こ､との投資可能資産については, AFIS, op. cit., para 15. 74.
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けている。第1に，信用組合はその目的からして主として組合員から資金を集

めることになっている。ただし所得税評価法(The lncome Tax Assessment

Act)は，その最低割合を規定していない。NSWなどの州では信用組合は組

合員のみから預金を集めることができる。第2に，ほとんどの州で信用組合は

少なくとも1ケ月前の引出し予告の条件付でない預金を受け取ってはならない

とされている。第3に，いくつかの州では，預金や出資金の引出しの順位につ

いて定めがある。第4に，南オーストラリア州では，すべての借入れはオース

トラリア通貨でなされねばならず，また返済もオーストラリア通貨でなされる

べきことを規定されている。

住宅建築組合との比較で言えば，信用組合への規制の方が全体的にみて住宅

建築組合のそれよりもやや緩やかである。

(c)生命保険会社

生命保険会社は総資産の30％を公共債へ，その内少なくとも20％は連邦政府

債へ投資することが，租税上の特典を受けるためには必要とされている。この

規定は，より小さな会社については特に，安全性への配慮をも含むものとされ

ている。また生命保険法(Life lnsurance Act )によってその強制的な準備

資金が他の生命保険会社へ直接的，間接的に投資されてはならないとされてい

る。また同法は生命保険会社が行なえる業務や投資先についても制約を加えて

いる。生命保険会社の強制的準備資金によって保有される資産は，銀行の当座

借越分を除いては債務支払いにあてることはできないとされている。

(d)その他の金融機関

公認短資業者は準備銀行によって満期5年未満の連邦政府債以外の特定の資

産のギャリング・リミット（現在資本金の33倍）に対する最大の割合が定めら

れている。

金融会社はその信託証書に担保付借入れ額ないし総借入額の出資金ないし流

動資産ないし有形資産に対する最大限度の割合を示している。
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マーチャント・バンクはその債務に対する制約として証券産業法(Securities

I ndustry Act)に基づく認可条件のなかに示されている。

（5）参入制限

(a)住宅建築組合

すべての住宅建築組合は関係の州ないし特別地区の法律の下に登録されてね

ばならず，それらは事実上その当該地域をこえて営業を行なうことはない。

タスマニアを除くすべての州・地区において，建築組合を設立する際に最低

限度の人数を必要とする。その人数はACTの7人からNSWとクインズラン

ドの100人までの間にある。加えて，その設立にはほとんどの州で最低限度の

資金を必要とする。例えばNSW州の場合には, 200万ドルが最少必要額であ

り，うち100万ドルは出資金でなければならず,50万ドルは設立後10年間引き

出し不可能という規定になっている。

クインズランド州と北部直轄地域を除いて住宅建築組合の出資金に対して制

約が加えられている。すなわちいずれの個人ないし会社も出資金の20％以上を

こえた出資をしてはならないことになっている。

(b)信用組合

すべての信用組合は当該州・地域の法律にしたがって登録されなければなら

ない。法律上では，参入に対してほとんど制約はないけれども，登録官(Reg-

istratar)の自由裁量によって登録要件が決められている。形式上の要件につ

いては, NSWなど4州では,25名以上の人数が必要であり, ACTでは7名

が必要である。しかし最低限度の資本必要額要件は存在しない。

N SW,西オーストラリアおよびACTにおいては，一人の出資者が払い込

み出資金の20%以上を保有してはならないことになっている。南オーストラリ

ア州においてはすべての組合員は同数の持分を保有することを義務づけられて

おり，クインズランド州では総督の特別な承認がなければ個人が2,000ドル以

上の持分を保有することは出来ない。
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Ic)マーチャント・バンク

マーチャント・バンクは通常証券のディーラーでもあるので，証券ディーラー

の認可に関する法律（証券業法）がその参入に対する規制を構成する。この認

可の目的は，参入を制限して経験，訓|練，金融的安定性などの基準を満たすも

ののみが証券業を営むことができるようにするためである。認可の際には，申

請者の性格や金融ポジション，および公衆の利益などに考慮される。払い込み

資本が100万ドル以上のマーチャント・バンクはそうでなければ必要であった

2万ドル相当の債券の預託は免除される。これらの条件は適正な流動性の維持

や全体のギャリングに対する制約のためのものである。

{d)その他の金融機関

金融会社については参入に対する制約はない。しかし金融会社は各州の貸金

業法( Money Lenders Act)にしたがって認可を受けなければならない。この

法律は借手，とくに小さな借手の保護のためのものである。

公認短資業者は証券の売買を行なうことができるが，それは証券業法にもと

づく証券ディーラーの認可を必要としない。

生命保険法に基づいて登録された会社のみがオーストラリアでの生命保険業

務を行なうことができる。生命保険コミッショナー(Life lnsurance Commis-

sioner)は，審査の後，申請当事者が一定の条件を満していないと半ll断した時

には，大蔵大臣の承認をえて，会社の登録を拒否することができる。したがっ

て申請者は，自からが適正な管理経験と資金源を保有していることを提示でき

なければならない。なお生命保険会社は証券業法によるディーラー認可は免除

されている。

（6）当局による監督

la)住宅建築組合

法律によって州登録官は建築組合からその金融ポジションと営業状態に関す

る情報を集める権限が与えられている。また州登録官は建築組合法に定められ
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た要件を引続き満たしているかどうかを確かめるために建築組合を監督する権

限を与えられている。そして集めた情報に基づいてそれが十分でないと判断し

たときには，法延に申ち込むことができる。その他に，登録官は，当局の承認

を得て，組合が追加的資金を調達することを禁止したり，預金者や出資者への

返済を停止したりする権限を与えられている。

(b)信用組合

タスマニアを除く州で，登録官は信用組合を検査し，報告書を要求する権限

を持っている。実際に4半期ごとに報告を求めている。

NSW州では，信用組合が定められた規定を守らず，信用組合貯蓄準備局

(C redit Union Savings Reserve Board )が適正でないと認めたときには，

準備局は信用組合に命令して，資金の調達等を制限ないし禁止することができ

る。他の州でも同じような権限が登録官ないし信用組合安定局（南オーストラ

リアの場合）に与えられている。

(c)生命保険会社

生命保険会社は毎年生命保険コミッショナーに報告書を提出しなければなら

ないことになっている。その報告書をコミッショナーは法律の目的の達成ため

に利用する。生命保険会社はまた保険数理士による債務の評価を含む金融状態

についての報告書を示すことを一定の間隔で求められる。これは保険契約者に

対する債務支払を可能とするのに十分な準備を生命保険会社に求めるためのも

のである。

コミッショナーは，生命保険会社の検査を行なう権限を与えられているが，

この検査の後，必要と認めたときには，事態の改善を生命保険会社に命令する

ことができる。

(d)その他の金融機関

準備銀行は公認短資業者の保有する資産に対しては厳密な監督を行なってい

る。それは公認短資業者に定期的な報告一バランスシートや損益計算書を含む



金融制度に対する政府介入について 205

さまざまな報告を要求している。

その他の金融機関については，会社法(Companies Act)の一般的な公開要

件以上のことは，流動性維持のための要件に関する監督を除いてはとくに行な

われていない。

V 金融制度に対する規制体系の特徴

われわれは前節までにオーストラリアにおける金融産業に対する規制の構造

とその内容について検討を加えてきた。ここではまずオーストラリア政府介入

の特徴を明らかにし，後にその問題点を明らかにしたい。

オーストラリアの金融産業に対する政府介入の特徴は次の二点にまとめられ

る。

（1）規制主体，規制の方法，および適用における多様性

（2）銀行と非銀行金融機関間の規制の非対称性

（1）規制主体，規制方法および適用の多様性

すでに指摘したように金融機関への政府介入の方式には，直接規制，租税措

置，政府の所有政策，特定部門援助があるが，オーストラリアにおいては金融

産業ないし金融制度全般の安定性維持のための手段としては，当局による金融

機関への直接介入方式がその大宗をなす。そして直接介入ないし規制を行なう

主体は単一のものではなくて，憲法の規程にしたがって連邦政府と州政府の両

者である。連邦政府および準備銀行は，金融機関のうち，銀行法に基づく商業

銀行，貯蓄銀行，生命保険法や連邦保険法に基づく保険会社，および設立当時

から準備銀行と深い結びつきをもつ公認短資業者を規制対象とし，州政府は州

立商業銀行，州立貯蓄銀行，住宅建築組合，信用組合，マーチャント・バンク

などを規制の対象としている。

このような規制主体と規制対象の関係はすでに指摘したごとく金融機関間の

機能の差異に基づくものでない。それは伝統的な責任の区分を反映し，機能的
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というよりもむしろ制度上の発展にそうものである。

規制主体及び規制対象区分の複雑性に加えて，多様な規制方式が多様な金融

機関へ適用されている。規制の主な具体的な方法としては，すでに述べた如く，

参入制限，流動性・支払支持規制，バランス・シート比率，資産・負債に対す

る制約，利子率規制，監督などである。さらに注意すべきことは，これらの諸

規制は一様に各種金融機関に適用されるわけではないということである。現行

の規制のいくつかはすべての預金取扱機関（銀行，住宅建築組合，信用組合）

に対して課される（例えば参入規制や準備・流動性規制など，しかしその内容

はかなりの程度異なる)。しかし利子率規制やバランス・シート規制について

は金融機関間では規制を厳しく受ける機関とそうでない機関とが並存する。

オーストラリアにおける政府の金融産業への規制の特徴のひとつは，以上検

討したように，規制主体，規制方法と適用の多様性にあるといわなければなら

ない。

（2）銀行と非銀行金融機関間の規制上の非対称性

オーストラリアの規制体系の基本的特徴の第2は，銀行と非銀行金融仲介機

関の規制上の非対称性が挙げられる。われわれは，すでに指摘したように，銀

行と非銀行金融機関との機能上の相違を指摘した。両者とも経済の黒字単位か

ら赤字単位への資金のフロー（貯蓄）を仲介する点においては同じ機能を果し

ているが，しかし銀行のみがその仲介の過程で支払決済手段たる債務を発行し，

経済全体の支払決済メカニズムの中心となっている点において異なっている。

経済活動における支払決済機能の重要性を考えるとき，その機能を果す機関

に対してより慎重な配慮が払われ，その他の金融機関に比較してより厳格な規

制が課されるのは合理的と言えるかもしれない。事実，オーストラリアにおい

ては，すでにみたように，他の金融機関に比較して，銀行は参入規制，利子率

規制，資産・負債に対する規制，流動性・支払支持規制，当局による監督など

の面で厳格な規制と手厚い保護を受けている。
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これに対して非銀行金融仲介機関は，州によっては程度の差がみられるけれ

ども，全般的に言えば，規制の程度はゆるやかである。

ここで注意すべきことは，現実の「銀行」とか「金融仲介機関」は制度上の

区分であって機能上の区分を必ずしも反映するものではないということである。

機能上の「銀行」とは支払決済メカニズムに直接かかわる「銀行」の一部であ

る。現実の銀行ないし銀行部門はこの支払決済メカニズムにかかわる部分と金

融仲介的機能を果す部分から構成されている。したがって現実には，銀行に対

する厳格な規制は支払決済メカニズムにかかわる部分のみならず金融仲介機能

を果す部分に対しても課されており，この意味において，銀行は過度の規制を

受けていることになる。

銀行と非銀行金融機関の規制上の非対称性に加えて，非銀行金融機関のなか

でほぼ同じ機能を果している金融機関間においても規制の程度が異なっている。

例えば，住宅建築組合と信用組合はほぼ同じ機能を果しているにもかかわらず，

規制の程度は前者の方がより厳しい。規制は「機能」に対してよりも「制度」

に課されるという側面がここにも示されている。

Ⅵ オーストラリアの規制体系の問題点

われわれはオーストラリアにおける金融制度の安定性維持のために採られて

きた規制体系と規制の内容およびその特徴を明らかにしてきた。われわれはこ

の節でこのようなオーストラリアの規制体系がどのような問題点をもつかを指

摘することによって結びにかえたい。

金融制度や金融構造に重大な影響を与える規制体系の在り方を考えるとき，

考慮すべきいくつかの要因がある。その要因とは安定性と信頼，効率性，伸縮
（16）

性，競争的中立性，一貫性などである。金融制度が安定的，効率的，伸縮的で

あり，かつ競争中立的で一貫性を持った規制を受けるならば，それはきわめて

(16) AFIS, Final Report, chap l8、参照。
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望ましいといえるであろう。しかしこれらの諸要因間には応々にしてトレード

・オフの関係があり，それらの諸要因が現実の制約のなかで同時的に成立する

ことはそうたやすいことではない。

金融制度やその中で主要な役割を果す金融機関全体の安定性およびそれに対

する信頼はきわめて大きな重要性をもつ。公衆が金融機関一般の支払能力や金

融市場の全体的な安定性に対する信頼を置くのでなければ，金融制度は効率的

にとうてい機能しえない。この意味において，効率性と安定性とは矛盾しない

し，金融制度全体の健全性に対する公衆の信頼を確保するための取決めを行な

うことは政府の責任でもある。このためにすでにみたように金融機関や金融市

場にさまざまな規制や取決めがなされており，例えば中央銀行の銀行等に対す

る最終の貸手としての機能は重大な金融ショックが生じたときの安全弁として

の任務をもっている。

しかしこのような規制や取決めのみが金融制度の安定性に寄与するわけでは

ない。安定的な経済・金融環境は金融制度の安定化の基礎を形成しており，こ

の意味において政府の経済政策，とくに金融政策の在り方がきわめて重要なも

のとなる。

政府の金融制度の安定化に対する規制上のそして政策上の責任は上述のとう

りであり，政府の金融機関の活動に対する介入の根拠もまたそこにある。この

意味においてオーストラリアの政府当局，中央銀行が金融政策や各種規制を通

じて，金融制度へ介入し，金融機関の活動に制約を加え，金融制度の安定性を

確保することは必要不可欠のことである。もっともここで言う「金融制度の安

定性」は「個別金融機関の安定性」と必ずしも一致するものではない。金融制

度全般の安定性がそこなわれる場合を除いて，もし「個別金融機関」が市場で

失敗する自由を持たないならば，その金融制度内には非効率な金融機関が温存

され，金融制度全般の効率性がそこなわれることになるからである。

安定性と効率性とは必ずしも対立する概念ではないがしかし金融制度の安定
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性を維持するための規制が，効率的な金融制度の発展を妨げることがしばしば

ある。参入に対する厳しい規制は安定性と効率性との間の矛盾を含んでいる。

新しい参入は，競争を通じて効率性を高めるが，しかし同時に不安定性を高め

る恐れがある。このために参入のための必要要件規程は多くの場合，新規参入

を妨げる効果を持つ。同時にその規程は，オーストラリアの場合もそうである

が，抽象的で暖昧であり，結局当局の自由裁量によって参入の当否が決められ

る場合が多い。その際に，当該産業における最適な企業数の確保という点が強

調されることがよくあるが，しかしこれはきわめて主観的なものであり，金融

制度の安定性とはほとんど関係はないと思われる。したがって，より一般的に

は，最低必要限度の参入必要条件を明示し，これを満足する申請者には承認の

許可を与えるという原則がとられるべきであろう。

健全性を確保しようとする規制は，しばしば金融機関の商業上・金融上の決

定を左右し，変化する状況への調整を遅らせてしまう恐れを持っている。した

がって望ましき規制の方式は特定の固定的な規制よりは当局によるより伸縮的

な方式の方が望ましい。

現行の規制のいくつかは特定の金融仲介機関のとりうる活動の範囲を限定し，

禁止している。保有資産に対する制限，あるいは資金源泉や満期に対する制限

は，金融機関が市場状況の変化に応じてバランス・シートを調整することを禁

じている。このような伸縮性の衰失は特定のグループ°の競争力を失なわせ，非

効率的な金融仲介を促進させる結果をもたらしている。利子率に対する規制も

これと同じような効果を持っている。このような規制は金融機関間に過度競争

をもたらし，金融制度を不安定化ならしめると考える人もいるけれども，しか
（17）

しわれわれはそれがむしろ金融仲介の効率性をそこなうものと考える。したが

ってより伸縮的でかつ弾力的な形式の規制が行なわれるべきであろう。

(17）この問題の理論的検討は拙槁「銀行間競争と預金利子率規制｣，商大論集第23巻

第4号，昭和47年2月。
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政府が金融制度の安定性確保のために様々な介入を行なうこと，安全性の確

保が効率性を高める側面をもつこと，しかし同時に安全性確保のための様々な

規制が逆に金融制度の効率性や伸縮性をそこなう恐れのあることを指摘した。

これらの指摘は，オーストラリアのみならず一般的に他の諸国に妥当すること

であるが，この上に前節で指摘したオーストラリア的特徴を重ね合せてこの規

制の問題を考えることが重要である。様々な規制が様々な形で，機能的という

よりも，伝統的制度的に金融機関に課されている。同時にまたそれは銀行に対

してはより厳格に，非銀行金融機関にはより緩やかに適用されている。このよ

うな現行の規制構造は，オーストラリアをとりまく経済・金融環境が急速に変

化をとげている現在，民間金融機関の活動範囲を制限し，その弾力的・伸縮的

対応を遅らせ，金融制度の効率化を妨げる。そしてこれは長期的にはオースト

ラリアの金融制度の安定性をもそこなうものとなるであろう。

金融制度の健全性は，規制によってのみ守られるのではなく，政府による慎

重な政策運営と金融機関の変化への伸縮的かつ弾力的対応によっても確保され

るものである。したがって求められるべき規制体系は，その経済機能に対応す

る規制であり，金融制度全体としての健全性を維持しながらも，個別金融機関

の参入，退出を許し，危険回避者にも危険愛好者にも選択可能なポートフォリ

オを提供できることの可能な弾力的な金融制度を許す体系である。政府あるい

は国家の民間金融活動への過度の介入は，経済の安定的成長を目的とする介入

の目的そのものを長期的には危うくするものとなるであろう。
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